
　
　
　
目
　
　
次
　
　
　

（※

は
県
例
規
集
登
載
事
項
）

規
　
則

　

※

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
六
・
県
民
協
働
課
）…
…
…

二

　

※

福
井
県
立
病
院
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
七

　
　

・
地
域
医
療
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

告
　
示

　

○
福
井
県
情
報
公
開
条
例
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
法
人
の
一
部
改
正

　
　

（
三
〇
九
・
情
報
公
開
・
法
制
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四

　

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変
更
（
三
一
〇
・
地
域
福
祉
課
）…

…
…
…
…
…

四

　

○
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
の
規
定
に
よ
る
登
録
喀
痰
吸
引
等
事
業
者
の
登
録
（
三
一
一

　
　

・
長
寿
福
祉
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

五

　

○
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
の
規
定
に
よ
る
登
録
特
定
行
為
事
業
者
の
登
録
（
三
一
二
、

　
　

三
一
三
・
同
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

五

　

○
土
地
改
良
事
業
の
計
画
変
更
お
よ
び
関
係
書
類
の
縦
覧
（
三
一
四
・
農
村
振
興
課
）…

…
…
…
…

五

　

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
三
一
五
・
福
井
農
林
総
合
事
務
所
）…

…
…
…
…
…
…
…
…

六

　

○
道
路
の
区
域
の
変
更
（
三
一
六
、
三
一
七
・
道
路
保
全
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

六

　

○
道
路
の
供
用
の
開
始
（
三
一
八
・
同
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

七

　

○
都
市
再
開
発
法
の
規
定
に
よ
る
福
井
駅
前
電
車
通
り
北
地
区
Ｂ
街
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定

　
　

款
お
よ
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
三
一
九
・
都
市
計
画
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

七

公
　
告

　

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
生
活

　
　

学
習
館
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

七

　

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
原
子

　
　

力
安
全
対
策
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

九

　

○
令
和
五
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
実
施
（
医
薬
食
品
・
衛
生
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…

一
一

　

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
衛
生

　
　

環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
二

　

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
（
商
業
・
市
場
開

　
　

拓
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
四

　

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
（
福
井
農
林
総
合
事
務
所
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
五

　

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
（
三
件
・
丹
南
農
林
総
合
事
務
所
）…

…
…
…
…
…
…
…

一
五

　

○
令
和
五
年
度
屋
外
広
告
物
等
講
習
会
の
開
催
（
都
市
計
画
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
六

人
事
委
員
会
規
則

　

※

公
益
的
法
人
等
へ
の
福
井
県
職
員
等
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　

規
則
（
二
五
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
七

公
安
委
員
会
告
示

　

○
警
備
業
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
基
づ
く
検
定
の
実
施
（
八
六
・
生
活
安
全
企
画
課
）…

…
…

一
八

収
用
委
員
会
公
告

　

○
土
地
収
用
法
の
規
定
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
の
決
定…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
九
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告
　
　
　
　
　
示

福
井
県
告
示
第
３
０
９
号

　
福
井
県
情
報
公
開
条
例
第
３
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
法
人
（
平
成
１
２
年
福
井
県

告
示
第
６
３
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
１
０
号

　
生
活
保
護
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
４
４
号
）
第
５
４
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
指
定
介
護
機
関
か
ら

変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
５
５
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

公
益
財
団
法
人
福
井
県
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
基
金

一
般
財
団
法
人
福
井
県
産
業
廃
棄
物
処
理
公
社

一
般
財
団
法
人
認
知
症
高
齢
者
医
療
介
護
教
育
セ

ン
タ
ー

公
益
財
団
法
人
ふ
く
い
産
業
支
援
セ
ン
タ
ー

公
益
財
団
法
人
福
井
県
国
際
交
流
協
会

公
益
財
団
法
人
福
井
県
文
化
振
興
事
業
団

公
益
社
団
法
人
ふ
く
い
農
林
水
産
支
援
セ
ン
タ
ー

公
益
財
団
法
人
福
井
県
林
業
従
事
者
確
保
育
成
基

金公
益
財
団
法
人
福
井
県
建
設
技
術
公
社

公
益
財
団
法
人
足
羽
川
水
源
地
域
対
策
基
金

公
益
財
団
法
人
福
井
県
下
水
道
公
社

株
式
会
社
ハ
ピ
ラ
イ
ン
ふ
く
い

名
　
称

吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
兼
定
島
４
－
１
－
１

福
井
市
白
方
町
４
６
－
３

福
井
市
島
寺
町
９
３
－
６

坂
井
市
丸
岡
町
熊
堂
３
－
７
－
１
－
１
６

福
井
市
宝
永
３
丁
目
１
－
１

福
井
市
今
市
町
４
０
－
１
－
１

福
井
市
松
本
３
丁
目
１
６
－
１
０

福
井
市
江
端
町
２
０
－
１

福
井
市
松
本
３
丁
目
１
６
－
１
０

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

坂
井
市
三
国
町
池
見
２
－
２
７

福
井
市
大
手
２
丁
目
４
－
１
３

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
介
護
機
関

番
号

1862490016
介
護
訪
問
看
護
、介
護
予
防
訪
問

看
護

住
所
変
更

福
井
県
三
方
上
中
郡

若
狭
町
井
崎
４
０
－

８
０

福
井
県
三
方
上
中
郡

若
狭
町
市
場
１
８
－

１
８

令
和
4年
4月
1日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
わ
か
さ

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

変
更
事
項

旧
新

変
更
年
月
日

名
称
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福
井
県
告
示
第
３
１
１
号

　
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
６
２
年
法
律
第
３
０
号
）
第
４
８
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す

る
登
録
喀
痰
吸
引
等
事
業
者
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
４
８
条
の
８
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
看
護
小
規
模
多
機
能
ホ
ー
ム
　
レ
イ
ン
ボ
ー
二
の
宮

２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
福
井
市
二
の
宮
２
丁
目
８
番
２
１
号

３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
社
会
福
祉
法
人
福
井
康
久
会

４
　
登
録
年
月
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
日

５
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

６
　
実
施
す
る
行
為

　
　
口
腔
内
の
喀
痰
吸
引

　
　
鼻
腔
内
の
喀
痰
吸
引

　
　
胃
ろ
う
ま
た
は
腸
ろ
う
に
よ
る
経
管
栄
養

　
　
経
鼻
経
管
栄
養

７
　
登
録
番
号

　
　
１
８
１
１
１
０
３
３
８

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
１
２
号

　
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
６
２
年
法
律
第
３
０
号
）
附
則
第
２
７
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
登
録
特
定
行
為
事
業
者
の
特
定
行
為
の
追
加
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
４
８
条
の
８
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
　
ア
ニ
ス
松
岡

２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
椚
３
１
－
７
－
１

３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
社
会
福
祉
法
人
太
陽
会

４
　
登
録
年
月
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
日

５
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
介
護
老
人
福
祉
施
設

６
　
実
施
す
る
行
為

　
　
口
腔
内
の
喀
痰
吸
引

　
　
鼻
腔
内
の
喀
痰
吸
引
（
追
加
）

　
　
胃
ろ
う
ま
た
は
腸
ろ
う
に
よ
る
経
管
栄
養

７
　
登
録
番
号

　
　
１
８
１
１
１
０
０
８
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
１
３
号

　
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
６
２
年
法
律
第
３
０
号
）
附
則
第
２
７
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
登
録
特
定
行
為
事
業
者
の
特
定
行
為
の
追
加
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
４
８
条
の
８
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
　
ア
ニ
ス
松
岡

２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
椚
３
１
－
７
－
１

３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
社
会
福
祉
法
人
太
陽
会

４
　
登
録
年
月
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
日

５
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
短
期
入
所
生
活
介
護

６
　
実
施
す
る
行
為

　
　
口
腔
内
の
喀
痰
吸
引

　
　
鼻
腔
内
の
喀
痰
吸
引
（
追
加
）

　
　
胃
ろ
う
ま
た
は
腸
ろ
う
に
よ
る
経
管
栄
養

７
　
登
録
番
号

　
　
１
８
１
１
１
０
０
８
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
１
４
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
４
８
条
第
９
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
芝
原
用
水
土
地
改
良
区
の
土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
計
画
の
変
更

を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
４
８
条
第
９
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
条
第
６
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
５

日
以
内
に
、
福
井
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
　
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
　
　

２
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
か
ら

　
　
令
和
５
年
８
月
２
３
日
ま
で

３
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
　
福
井
市
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

　
　
永
平
寺
町
農
林
課

　
　
坂
井
市
産
業
政
策
部
農
業
振
興
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
１
５
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
１
６
号

　
一
般
県
道
勝
山
停
車
場
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和

２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
奥
越
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
７
月

２
５
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
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福
井
県
告
示
第
３
１
１
号

　
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
６
２
年
法
律
第
３
０
号
）
第
４
８
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す

る
登
録
喀
痰
吸
引
等
事
業
者
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
４
８
条
の
８
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
看
護
小
規
模
多
機
能
ホ
ー
ム
　
レ
イ
ン
ボ
ー
二
の
宮

２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
福
井
市
二
の
宮
２
丁
目
８
番
２
１
号

３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
社
会
福
祉
法
人
福
井
康
久
会

４
　
登
録
年
月
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
日

５
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

６
　
実
施
す
る
行
為

　
　
口
腔
内
の
喀
痰
吸
引

　
　
鼻
腔
内
の
喀
痰
吸
引

　
　
胃
ろ
う
ま
た
は
腸
ろ
う
に
よ
る
経
管
栄
養

　
　
経
鼻
経
管
栄
養

７
　
登
録
番
号

　
　
１
８
１
１
１
０
３
３
８

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
１
２
号

　
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
６
２
年
法
律
第
３
０
号
）
附
則
第
２
７
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
登
録
特
定
行
為
事
業
者
の
特
定
行
為
の
追
加
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
４
８
条
の
８
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
　
ア
ニ
ス
松
岡

２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
椚
３
１
－
７
－
１

３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
社
会
福
祉
法
人
太
陽
会

４
　
登
録
年
月
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
日

５
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
介
護
老
人
福
祉
施
設

６
　
実
施
す
る
行
為

　
　
口
腔
内
の
喀
痰
吸
引

　
　
鼻
腔
内
の
喀
痰
吸
引
（
追
加
）

　
　
胃
ろ
う
ま
た
は
腸
ろ
う
に
よ
る
経
管
栄
養

７
　
登
録
番
号

　
　
１
８
１
１
１
０
０
８
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
１
３
号

　
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
６
２
年
法
律
第
３
０
号
）
附
則
第
２
７
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
登
録
特
定
行
為
事
業
者
の
特
定
行
為
の
追
加
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
４
８
条
の
８
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
　
ア
ニ
ス
松
岡

２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
椚
３
１
－
７
－
１

３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
社
会
福
祉
法
人
太
陽
会

４
　
登
録
年
月
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
日

５
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
短
期
入
所
生
活
介
護

６
　
実
施
す
る
行
為

　
　
口
腔
内
の
喀
痰
吸
引

　
　
鼻
腔
内
の
喀
痰
吸
引
（
追
加
）

　
　
胃
ろ
う
ま
た
は
腸
ろ
う
に
よ
る
経
管
栄
養

７
　
登
録
番
号

　
　
１
８
１
１
１
０
０
８
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
１
４
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
４
８
条
第
９
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
芝
原
用
水
土
地
改
良
区
の
土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
計
画
の
変
更

を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
４
８
条
第
９
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
条
第
６
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
５

日
以
内
に
、
福
井
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
　
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
　
　

２
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
か
ら

　
　
令
和
５
年
８
月
２
３
日
ま
で

３
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
　
福
井
市
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

　
　
永
平
寺
町
農
林
課

　
　
坂
井
市
産
業
政
策
部
農
業
振
興
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
１
５
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
１
６
号

　
一
般
県
道
勝
山
停
車
場
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和

２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
奥
越
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
７
月

２
５
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
１
７
号

　
一
般
国
道
１
６
２
号
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
拡
幅
工
事
に
伴
い
、
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の

で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
敦
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
７
月

２
５
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

土
地
改
良
区
の
名
称

岡
保
土
地
改
良
区

令
和
５
年
７
月
１
４
日

認
可
年
月
日

道路種類

路線名

新旧別
区
　
間

幅
員

（
単
位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

延
長

（
単
位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

新旧

勝山停車場線

一般県道

勝
山
市
本
町
二
丁
目
１
３

１
１
番
１
１
か
ら

勝
山
市
本
町
二
丁
目
１
０

１
３
番
２
ま
で

勝
山
市
本
町
二
丁
目
１
３

１
１
番
３
か
ら

勝
山
市
本
町
二
丁
目
１
０

１
３
番
２
ま
で

11.9～49.9

11.9～49.9

73.5

73.5

道路種類

路線名

新旧別
区
　
間

幅
員

（
単
位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

延
長

（
単
位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

新旧

１６２号

一般国道

三
方
上
中
郡
若
狭
町
鳥
浜

５
７
号
蓮
海
３
６
番
１
２

地
先
か
ら

三
方
上
中
郡
若
狭
町
鳥
浜

４
３
号
森
川
３
３
番
地
先

ま
で
三
方
上
中
郡
若
狭
町
鳥
浜

５
７
号
蓮
海
３
６
番
１
２

地
先
か
ら

三
方
上
中
郡
若
狭
町
鳥
浜

４
３
号
森
川
３
３
番
地
先

ま
で

10.3～15.15.6～14.9

682.5

682.5
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公
　
　
　
　
　
告

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
業
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
生
活
学
習
館
 舞
台
照
明
操
作
卓
等
設
備
修
繕
業
務
　
一
式

⑵
　
業
務
内
容

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で

⑷
　
履
行
場
所

　
　
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
布
の
日
か
ら
開
札
ま
で

に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
正
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
関
す
る
業
務
を
実
施
す
る
技

　
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
１
８
号

　
一
般
県
道
勝
山
停
車
場
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和

２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
奥
越
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
７
月

２
５
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
１
９
号

　
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
３
８
号
）
第
３
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
駅
前
電

車
通
り
北
地
区
Ｂ
街
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
お
よ
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
組
合
の
名
称

　
　
福
井
駅
前
電
車
通
り
北
地
区
Ｂ
街
区
市
街
地
再
開
発
組
合

２
　
事
務
所
の
所
在
地

　
　
福
井
市
中
央
１
丁
目
６
番
８
号

３
　
事
業
施
行
期
間

　
　
令
和
３
年
５
月
６
日
か
ら
令
和
８
年
１
１
月
３
０
日
ま
で

４
　
施
行
地
区

　
福
井
市
中
央
１
丁
目
２
８
０
１
番
１
、
２
８
０
１
番
２
、
２
８
０
２
番
、
２
８
０
３
番
、
２
８
０
４

番
１
、
２
８
０
４
番
２
、
２
８
０
５
番
、
２
８
０
６
番
、
２
８
０
７
番
、
２
８
０
８
番
、
２
８
０
９
番
、

２
８
１
０
番
、
２
８
１
１
番
、
２
８
１
２
番
、
３
・
１
・
１
３
福
井
駅
前
線
の
一
部
、
市
道
中
央
１
－

３
３
０
号
線
の
一
部
お
よ
び
市
道
中
央
１
－
３
３
３
号
線
の
一
部

５
　
組
合
設
立
認
可
の
年
月
日

　
　
令
和
３
年
４
月
２
６
日

道路種類

路線名
供
用
開
始
の
区
間

供
用
開
始
の
期
日

勝山停車場線

一般県道

勝
山
市
本
町
二
丁
目
１
３
１

１
番
１
１
か
ら

勝
山
市
本
町
二
丁
目
１
３
１

１
番
１
７
ま
で

令
和
５
年

７
月
２
５
日

６
　
定
款
お
よ
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
８
日

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

　
そ
の
他
、
電
子
入
札
に
つ
い
て
は
、
「
福
井
県
物
品
等
電
子
入
札
運
用
基
準
」
、
「
同
要
領
」
、
「

電
子
入
札
に
関
す
る
取
り
扱
い
」
に
よ
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等
に
関
す
る
事
項

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
８
－
８
１
３
５

福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

電
話
　
０
７
７
６
－
４
１
－
４
２
０
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
に
必
要
な
書
類
を

添
付
し
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
的
審
査
を
受
け
、
資

格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
９
時
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
５
日
（
火
）
１
６
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
　

　
申
請
書
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
、
提
出
期
間
中
に
、
契
約

担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者

が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者

の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

　
イ
　
紙
入
札
者
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
次
の
提
出
先
に
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合
は
、
配
達
記
録
の
残

る
簡
易
書
留
郵
便
等
を
利
用
す
る
こ
と
（
提
出
期
間
内
に
必
着
）
。

（
提
出
先
）

〒
９
１
８
－
８
１
３
５

福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

電
話
　
０
７
７
６
－
４
１
－
４
２
０
０

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
９
月
４
日
（
月
）
９
時
か
ら
令
和
５
年
９
月
５
日
（
火
）
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
１
０
時

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

　
　
福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
役
務
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
「
別
に
知
事
が
行
う
審
査
」
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

　
　
ア
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
条
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

　
　
イ
　
申
請
書
の
公
布
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
８
－
８
１
３
５

福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

電
話
　
０
７
７
６
－
４
１
－
４
２
０
０

　
⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ
る

　
　
。

１
０
　
Sum
m
ary

　
⑴
　
N
ature and quantity of the service to be required

　
　
　
Repair of equipm

ent such as stage lighting control consoles
　
⑵
　
D
ate,tim

e of Bidding
　
　
　
10:00A

.M
.Septem

ber 6, 2023

　
⑶
　
Contract period

　
　
　
From

 the of contract date 2023 to M
arch 31st 2024

　
⑷
　
Contact point for the notice

　
　
　
M
anagem

ent Section, Fukui Life-Long Learning &
 W
om
en's Center,14-1, 　

　
　
　
Sim
orokujo T

ow
n, Fukui City, Fukui Prefecture, 918-8135, Japan

　
　
　
T
EL +81 776-41-4200

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
  杉
本
  達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
す
る
業
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
機
器
賃
貸
借
お
よ
び
運
用
保
守
業
務
　
一
式

⑵
　
業
務
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
調
達
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
１
年
２
月
２
８
日
ま
で
（
長
期
継
続
契
約
）

⑷
　
機
器
納
入
・
整
備
業
務
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日

⑸
　
保
守
サ
ー
ビ
ス
期
間

　
　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
１
年
２
月
２
８
日
ま
で

　
　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

　
に
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑹
　
履
行
場
所

　
　
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

２
  入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
ま
で
に

資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
平
成
２
０
年
度
以
降
に
お
い
て
、
公
告
業
務
と
同
種
同
程
度
の
業
務
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者

　
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
に
か
か
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
時
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑

　
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
関
す
る
業
務
を
実
施
す
る
技

　
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑺
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
紙

入
札
承
認
願
を
契
約
担
当
者
に
提
出
し
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確

認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
お
よ
び
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
―
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
防
災
安
全
部
原
子
力
安
全
対
策
課
　
調
整
グ
ル
－
プ
（
福
井
県
庁
１
０
階
）

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
１
３

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
付
し
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
す
る
福
井
県
の
事
前
審
査
を
受
け
、
資

格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
７
日
（
木
）
１
６
時
０
０
分
ま
で
（
福
井

県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
日
（

以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
等
の
情
報
が
提
出
期
間
中
に
、
契
約
担

当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
申
請
書
等
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法

律
（
平
成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行

う
者
が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表

者
の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

　
ま
た
、
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
提
出
期
間
中
に
持
参
ま
た
は
郵

送
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合
は
、
配
達
記
録
の
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用

す
る
こ
と
。

　
提
出
先
は
、
４
⑴
と
同
様
と
す
る
。

⑶
　
資
格
の
確
認
の
通
知

　
資
格
の
確
認
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
通
知
す
る
。
紙
入
札
者
に
対
し
て
は
、
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間
お
よ
び
場
所

　
　
令
和
５
年
９
月
４
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
令
和
５
年
９
月
５
日
（
火
）
１
６
時
０
０
分
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
１
０
時
０
０
分

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
　
福
井
県
庁
１
０
階
　
原
子
力
安
全
対
策
課

７
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
入
札
金
額
は
、
調
達
物
品
等
に
要
す
る
一
切
の
諸
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
な
ら
び
に

　
通
貨

　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
の
受
付
時
期

　
　
休
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ

　
る
。

１
０
　
 Sum

m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the products  to be leased

　
　
N
uclear D

isaster Prevention N
etw
ork (Em

ergency Contact N
etw
ork)Facility

⑵
　
D
ate, T

im
e of Bidding

　
　
8:30A

.M
. 4th Septem

ber－
4:00P.M

. 5th Septem
ber 2023

⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
29th February 2024

⑷
　
T
he place for delivery and Contact for the notice

　
　
N
uclear Energy Safety D

ivision, D
epartm

ent of D
isaster Prevention and Safety, 

　
Fukui Prefectural Governm

ent, 3-17-1, O
hte, Fukui city, Fukui 910-8580 Japan

　
　
T
EL 0776-20-0313

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
３
０
３
号
）
第
８
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
基
づ
き

、
令
和
５
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
毒
物
及
び
劇

物
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
６
年
厚
生
省
令
第
４
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
８
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
試
験
日
時

　
　
令
和
５
年
１
０
月
５
日
（
木
）

　
　
午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

２
　
試
験
場
所

　
　
福
井
県
生
活
学
習
館
（
ユ
ー
・
ア
イ
ふ
く
い
）

　
　
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

３
　
試
験
種
別

⑴
　
一
般

⑵
　
農
業
用
品
目

⑶
　
特
定
品
目

４
　
試
験
科
目

⑴
　
筆
記
試
験

ア
　
毒
物
お
よ
び
劇
物
に
関
す
る
法
規

イ
　
基
礎
化
学

ウ
　
毒
物
お
よ
び
劇
物
（
農
業
用
品
目
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
１
に
掲
げ
る
毒
物
お
よ
び
劇

　
物
な
ら
び
に
特
定
品
目
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
２
に
掲
げ
る
劇
物
に
限
る
。
以
下
同
じ
。

　
）
の
性
質
お
よ
び
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法

⑵
　
実
地
試
験

　
　
毒
物
お
よ
び
劇
物
の
識
別
お
よ
び
取
扱
方
法

５
　
受
験
願
書
の
配
布

⑴
　
配
布
期
間

　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午

後
５
時
１
５
分
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
は
除
く
。
）

⑵
　
配
布
場
所

　
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
お
よ
び
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
と

す
る
。
な
お
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。

　
ま
た
、
受
験
願
書
の
請
求
を
郵
送
に
よ
っ
て
行
う
場
合
は
、
郵
便
番
号
お
よ
び
宛
先
を
明
記
し
た

角
２
号
の
返
信
用
封
筒
に
１
４
０
円
切
手
（
速
達
希
望
は
４
０
０
円
切
手
）
を
貼
っ
て
同
封
す
る
こ

と
。

６
　
受
験
手
続

　
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
（
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。
）

に
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
て
、
県
内
に
在
住
す
る
者
（
福
井
市
を
除
く
。
）
は
、
当
該
住
所
地
を

管
轄
す
る
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
、
福
井
市
に
在
住
す
る
者
は
、
県
福
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
、

県
外
在
住
者
は
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
に
提
出
す
る
こ
と
。
郵
送
に
よ

り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
簡
易
書
留
ま
た
は
書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

　
上
記
の
手
続
に
よ
ら
ず
、
電
子
申
請
に
よ
り
受
験
申
請
す
る
場
合
に
は
、
福
井
県
電
子
申
請
サ
ー
ビ

ス
に
よ
り
申
請
す
る
こ
と
。

⑴
　
写
真
　
１
葉

　
（
出
願
前
６
月
以
内
に
撮
影
の
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
の
縦
の
長
さ
６
ｃ
ｍ
、
横
の
長
さ
４
ｃ
ｍ

の
大
き
さ
で
、
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
生
年
月
日
を
記
載
し
、
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
付
す
る
こ

と
。
電
子
申
請
に
お
い
て
は
、
出
願
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
の
写
真
を
電

子
申
請
時
に
添
付
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
。
）

７
　
受
験
手
数
料

　
受
験
手
数
料
１
０
，
５
０
０
円
を
、
下
記
⑴
、
⑵
の
い
ず
れ
か
の
手
段
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
は
、
⑵
の
手
段
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
収
入
証
紙
１
０
，
５
０
０
円
分
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
り
付
け
る
。
（
消
印
は

　
し
な
い
こ
と
。
）

⑵
　
福
井
県
の
手
数
料
納
付
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
、
コ
ン
ビ
ニ
支
払
い
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
払
い
で

　
１
０
，
５
０
０
円
を
納
付
し
た
後
、
シ
ス
テ
ム
利
用
時
に
発
番
さ
れ
る
申
込
番
号
を
福
井
県
収
入

　
証
紙
貼
付
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。
電
子
申
請
に
お
い
て
は
、
電
子
申
請
時
の
指
示
に
従
い
、
発
番

　
さ
れ
る
申
込
番
号
を
入
力
す
る
こ
と
。

８
　
受
験
願
書
の
提
出
期
間

　
令
和
５
年
８
月
２
１
日
（
月
）
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後

５
時
１
５
分
ま
で
と
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
必
ず
書
留
郵
便
で
行
い
、
令
和
５
年
８
月
２
５
日
（
金

）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。
電
子
申
請
に
お
い
て
は
、
令
和
５
年
８
月
２
１
日

（
月
）
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
午
後
５
時
１
５
分
ま
で
と
す
る
。

９
　
合
格
者
の
発
表

　
令
和
５
年
１
１
月
１
０
日
（
金
）
午
前
１
０
時
か
ら
同
年
１
１
月
２
４
日
（
金
）
午
後
５
時
１
５
分

ま
で
の
期
間
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
福
井
県
庁
１
階
の
掲
示
板
お
よ
び
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
掲

示
板
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
通
知
す
る
。

１
０
　
そ
の
他

　
受
験
手
続
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛

生
課
（
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
　
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
４
７
）
ま
た
は
県
健
康
福

祉
セ
ン
タ
ー
宛
て
に
行
う
こ
と
（
対
応
時
間
は
土
曜
日
、
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
を
除
く
平
日
の
午
前

８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で
）
。
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
業
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
生
活
学
習
館
 舞
台
照
明
操
作
卓
等
設
備
修
繕
業
務
　
一
式

⑵
　
業
務
内
容

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で

⑷
　
履
行
場
所

　
　
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
布
の
日
か
ら
開
札
ま
で

に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
正
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
関
す
る
業
務
を
実
施
す
る
技

　
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

　
そ
の
他
、
電
子
入
札
に
つ
い
て
は
、
「
福
井
県
物
品
等
電
子
入
札
運
用
基
準
」
、
「
同
要
領
」
、
「

電
子
入
札
に
関
す
る
取
り
扱
い
」
に
よ
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等
に
関
す
る
事
項

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
８
－
８
１
３
５

福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

電
話
　
０
７
７
６
－
４
１
－
４
２
０
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
に
必
要
な
書
類
を

添
付
し
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
的
審
査
を
受
け
、
資

格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
９
時
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
５
日
（
火
）
１
６
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
　

　
申
請
書
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
、
提
出
期
間
中
に
、
契
約

担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者

が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者

の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

　
イ
　
紙
入
札
者
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
次
の
提
出
先
に
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合
は
、
配
達
記
録
の
残

る
簡
易
書
留
郵
便
等
を
利
用
す
る
こ
と
（
提
出
期
間
内
に
必
着
）
。

（
提
出
先
）

〒
９
１
８
－
８
１
３
５

福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

電
話
　
０
７
７
６
－
４
１
－
４
２
０
０

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
９
月
４
日
（
月
）
９
時
か
ら
令
和
５
年
９
月
５
日
（
火
）
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
１
０
時

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

　
　
福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
役
務
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
「
別
に
知
事
が
行
う
審
査
」
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

　
　
ア
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
条
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

　
　
イ
　
申
請
書
の
公
布
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
８
－
８
１
３
５

福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

電
話
　
０
７
７
６
－
４
１
－
４
２
０
０

　
⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ
る

　
　
。

１
０
　
Sum
m
ary

　
⑴
　
N
ature and quantity of the service to be required

　
　
　
Repair of equipm

ent such as stage lighting control consoles
　
⑵
　
D
ate,tim

e of Bidding
　
　
　
10:00A

.M
.Septem

ber 6, 2023

　
⑶
　
Contract period

　
　
　
From

 the of contract date 2023 to M
arch 31st 2024

　
⑷
　
Contact point for the notice

　
　
　
M
anagem

ent Section, Fukui Life-Long Learning &
 W
om
en's Center,14-1, 　

　
　
　
Sim
orokujo T

ow
n, Fukui City, Fukui Prefecture, 918-8135, Japan

　
　
　
T
EL +81 776-41-4200

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
  杉
本
  達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
す
る
業
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
機
器
賃
貸
借
お
よ
び
運
用
保
守
業
務
　
一
式

⑵
　
業
務
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
調
達
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
１
年
２
月
２
８
日
ま
で
（
長
期
継
続
契
約
）

⑷
　
機
器
納
入
・
整
備
業
務
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日

⑸
　
保
守
サ
ー
ビ
ス
期
間

　
　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
１
年
２
月
２
８
日
ま
で

　
　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

　
に
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑹
　
履
行
場
所

　
　
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

２
  入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
ま
で
に

資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
平
成
２
０
年
度
以
降
に
お
い
て
、
公
告
業
務
と
同
種
同
程
度
の
業
務
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者

　
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
に
か
か
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
時
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑

　
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
関
す
る
業
務
を
実
施
す
る
技

　
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑺
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
紙

入
札
承
認
願
を
契
約
担
当
者
に
提
出
し
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確

認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
お
よ
び
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
―
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
防
災
安
全
部
原
子
力
安
全
対
策
課
　
調
整
グ
ル
－
プ
（
福
井
県
庁
１
０
階
）

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
１
３

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
付
し
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
す
る
福
井
県
の
事
前
審
査
を
受
け
、
資

格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
７
日
（
木
）
１
６
時
０
０
分
ま
で
（
福
井

県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
日
（

以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
等
の
情
報
が
提
出
期
間
中
に
、
契
約
担

当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
申
請
書
等
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法

律
（
平
成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行

う
者
が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表

者
の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

　
ま
た
、
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
提
出
期
間
中
に
持
参
ま
た
は
郵

送
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合
は
、
配
達
記
録
の
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用

す
る
こ
と
。

　
提
出
先
は
、
４
⑴
と
同
様
と
す
る
。

⑶
　
資
格
の
確
認
の
通
知

　
資
格
の
確
認
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
通
知
す
る
。
紙
入
札
者
に
対
し
て
は
、
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間
お
よ
び
場
所

　
　
令
和
５
年
９
月
４
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
令
和
５
年
９
月
５
日
（
火
）
１
６
時
０
０
分
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
１
０
時
０
０
分

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
　
福
井
県
庁
１
０
階
　
原
子
力
安
全
対
策
課

７
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
入
札
金
額
は
、
調
達
物
品
等
に
要
す
る
一
切
の
諸
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
な
ら
び
に

　
通
貨

　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
の
受
付
時
期

　
　
休
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ

　
る
。

１
０
　
 Sum

m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the products  to be leased

　
　
N
uclear D

isaster Prevention N
etw
ork (Em

ergency Contact N
etw
ork)Facility

⑵
　
D
ate, T

im
e of Bidding

　
　
8:30A

.M
. 4th Septem

ber－
4:00P.M

. 5th Septem
ber 2023

⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
29th February 2024

⑷
　
T
he place for delivery and Contact for the notice

　
　
N
uclear Energy Safety D

ivision, D
epartm

ent of D
isaster Prevention and Safety, 

　
Fukui Prefectural Governm

ent, 3-17-1, O
hte, Fukui city, Fukui 910-8580 Japan

　
　
T
EL 0776-20-0313

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
３
０
３
号
）
第
８
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
基
づ
き

、
令
和
５
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
毒
物
及
び
劇

物
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
６
年
厚
生
省
令
第
４
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
８
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
試
験
日
時

　
　
令
和
５
年
１
０
月
５
日
（
木
）

　
　
午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

２
　
試
験
場
所

　
　
福
井
県
生
活
学
習
館
（
ユ
ー
・
ア
イ
ふ
く
い
）

　
　
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

３
　
試
験
種
別

⑴
　
一
般

⑵
　
農
業
用
品
目

⑶
　
特
定
品
目

４
　
試
験
科
目

⑴
　
筆
記
試
験

ア
　
毒
物
お
よ
び
劇
物
に
関
す
る
法
規

イ
　
基
礎
化
学

ウ
　
毒
物
お
よ
び
劇
物
（
農
業
用
品
目
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
１
に
掲
げ
る
毒
物
お
よ
び
劇

　
物
な
ら
び
に
特
定
品
目
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
２
に
掲
げ
る
劇
物
に
限
る
。
以
下
同
じ
。

　
）
の
性
質
お
よ
び
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法

⑵
　
実
地
試
験

　
　
毒
物
お
よ
び
劇
物
の
識
別
お
よ
び
取
扱
方
法

５
　
受
験
願
書
の
配
布

⑴
　
配
布
期
間

　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午

後
５
時
１
５
分
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
は
除
く
。
）

⑵
　
配
布
場
所

　
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
お
よ
び
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
と

す
る
。
な
お
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。

　
ま
た
、
受
験
願
書
の
請
求
を
郵
送
に
よ
っ
て
行
う
場
合
は
、
郵
便
番
号
お
よ
び
宛
先
を
明
記
し
た

角
２
号
の
返
信
用
封
筒
に
１
４
０
円
切
手
（
速
達
希
望
は
４
０
０
円
切
手
）
を
貼
っ
て
同
封
す
る
こ

と
。

６
　
受
験
手
続

　
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
（
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。
）

に
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
て
、
県
内
に
在
住
す
る
者
（
福
井
市
を
除
く
。
）
は
、
当
該
住
所
地
を

管
轄
す
る
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
、
福
井
市
に
在
住
す
る
者
は
、
県
福
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
、

県
外
在
住
者
は
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
に
提
出
す
る
こ
と
。
郵
送
に
よ

り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
簡
易
書
留
ま
た
は
書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

　
上
記
の
手
続
に
よ
ら
ず
、
電
子
申
請
に
よ
り
受
験
申
請
す
る
場
合
に
は
、
福
井
県
電
子
申
請
サ
ー
ビ

ス
に
よ
り
申
請
す
る
こ
と
。

⑴
　
写
真
　
１
葉

　
（
出
願
前
６
月
以
内
に
撮
影
の
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
の
縦
の
長
さ
６
ｃ
ｍ
、
横
の
長
さ
４
ｃ
ｍ

の
大
き
さ
で
、
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
生
年
月
日
を
記
載
し
、
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
付
す
る
こ

と
。
電
子
申
請
に
お
い
て
は
、
出
願
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
の
写
真
を
電

子
申
請
時
に
添
付
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
。
）

７
　
受
験
手
数
料

　
受
験
手
数
料
１
０
，
５
０
０
円
を
、
下
記
⑴
、
⑵
の
い
ず
れ
か
の
手
段
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
は
、
⑵
の
手
段
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
収
入
証
紙
１
０
，
５
０
０
円
分
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
り
付
け
る
。
（
消
印
は

　
し
な
い
こ
と
。
）

⑵
　
福
井
県
の
手
数
料
納
付
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
、
コ
ン
ビ
ニ
支
払
い
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
払
い
で

　
１
０
，
５
０
０
円
を
納
付
し
た
後
、
シ
ス
テ
ム
利
用
時
に
発
番
さ
れ
る
申
込
番
号
を
福
井
県
収
入

　
証
紙
貼
付
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。
電
子
申
請
に
お
い
て
は
、
電
子
申
請
時
の
指
示
に
従
い
、
発
番

　
さ
れ
る
申
込
番
号
を
入
力
す
る
こ
と
。

８
　
受
験
願
書
の
提
出
期
間

　
令
和
５
年
８
月
２
１
日
（
月
）
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後

５
時
１
５
分
ま
で
と
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
必
ず
書
留
郵
便
で
行
い
、
令
和
５
年
８
月
２
５
日
（
金

）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。
電
子
申
請
に
お
い
て
は
、
令
和
５
年
８
月
２
１
日

（
月
）
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
午
後
５
時
１
５
分
ま
で
と
す
る
。

９
　
合
格
者
の
発
表

　
令
和
５
年
１
１
月
１
０
日
（
金
）
午
前
１
０
時
か
ら
同
年
１
１
月
２
４
日
（
金
）
午
後
５
時
１
５
分

ま
で
の
期
間
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
福
井
県
庁
１
階
の
掲
示
板
お
よ
び
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
掲

示
板
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
通
知
す
る
。

１
０
　
そ
の
他

　
受
験
手
続
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛

生
課
（
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
　
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
４
７
）
ま
た
は
県
健
康
福

祉
セ
ン
タ
ー
宛
て
に
行
う
こ
と
（
対
応
時
間
は
土
曜
日
、
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
を
除
く
平
日
の
午
前

８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で
）
。
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
業
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
生
活
学
習
館
 舞
台
照
明
操
作
卓
等
設
備
修
繕
業
務
　
一
式

⑵
　
業
務
内
容

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で

⑷
　
履
行
場
所

　
　
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
布
の
日
か
ら
開
札
ま
で

に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
正
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
関
す
る
業
務
を
実
施
す
る
技

　
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

　
そ
の
他
、
電
子
入
札
に
つ
い
て
は
、
「
福
井
県
物
品
等
電
子
入
札
運
用
基
準
」
、
「
同
要
領
」
、
「

電
子
入
札
に
関
す
る
取
り
扱
い
」
に
よ
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等
に
関
す
る
事
項

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
８
－
８
１
３
５

福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

電
話
　
０
７
７
６
－
４
１
－
４
２
０
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
に
必
要
な
書
類
を

添
付
し
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
的
審
査
を
受
け
、
資

格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
９
時
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
５
日
（
火
）
１
６
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
　

　
申
請
書
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
、
提
出
期
間
中
に
、
契
約

担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者

が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者

の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

　
イ
　
紙
入
札
者
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
次
の
提
出
先
に
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合
は
、
配
達
記
録
の
残

る
簡
易
書
留
郵
便
等
を
利
用
す
る
こ
と
（
提
出
期
間
内
に
必
着
）
。

（
提
出
先
）

〒
９
１
８
－
８
１
３
５

福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

電
話
　
０
７
７
６
－
４
１
－
４
２
０
０

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
９
月
４
日
（
月
）
９
時
か
ら
令
和
５
年
９
月
５
日
（
火
）
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
１
０
時

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

　
　
福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
役
務
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
「
別
に
知
事
が
行
う
審
査
」
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

　
　
ア
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
条
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

　
　
イ
　
申
請
書
の
公
布
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
８
－
８
１
３
５

福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

電
話
　
０
７
７
６
－
４
１
－
４
２
０
０

　
⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ
る

　
　
。

１
０
　
Sum
m
ary

　
⑴
　
N
ature and quantity of the service to be required

　
　
　
Repair of equipm

ent such as stage lighting control consoles
　
⑵
　
D
ate,tim

e of Bidding
　
　
　
10:00A

.M
.Septem

ber 6, 2023

　
⑶
　
Contract period

　
　
　
From

 the of contract date 2023 to M
arch 31st 2024

　
⑷
　
Contact point for the notice

　
　
　
M
anagem

ent Section, Fukui Life-Long Learning &
 W
om
en's Center,14-1, 　

　
　
　
Sim
orokujo T

ow
n, Fukui City, Fukui Prefecture, 918-8135, Japan

　
　
　
T
EL +81 776-41-4200

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
  杉
本
  達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
す
る
業
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
機
器
賃
貸
借
お
よ
び
運
用
保
守
業
務
　
一
式

⑵
　
業
務
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
調
達
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
１
年
２
月
２
８
日
ま
で
（
長
期
継
続
契
約
）

⑷
　
機
器
納
入
・
整
備
業
務
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日

⑸
　
保
守
サ
ー
ビ
ス
期
間

　
　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
１
年
２
月
２
８
日
ま
で

　
　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

　
に
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑹
　
履
行
場
所

　
　
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

２
  入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
ま
で
に

資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
平
成
２
０
年
度
以
降
に
お
い
て
、
公
告
業
務
と
同
種
同
程
度
の
業
務
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者

　
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
に
か
か
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
時
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑

　
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
関
す
る
業
務
を
実
施
す
る
技

　
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑺
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
紙

入
札
承
認
願
を
契
約
担
当
者
に
提
出
し
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確

認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
お
よ
び
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
―
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
防
災
安
全
部
原
子
力
安
全
対
策
課
　
調
整
グ
ル
－
プ
（
福
井
県
庁
１
０
階
）

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
１
３

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
付
し
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
す
る
福
井
県
の
事
前
審
査
を
受
け
、
資

格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
７
日
（
木
）
１
６
時
０
０
分
ま
で
（
福
井

県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
日
（

以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
等
の
情
報
が
提
出
期
間
中
に
、
契
約
担

当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
申
請
書
等
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法

律
（
平
成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行

う
者
が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表

者
の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

　
ま
た
、
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
提
出
期
間
中
に
持
参
ま
た
は
郵

送
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合
は
、
配
達
記
録
の
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用

す
る
こ
と
。

　
提
出
先
は
、
４
⑴
と
同
様
と
す
る
。

⑶
　
資
格
の
確
認
の
通
知

　
資
格
の
確
認
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
通
知
す
る
。
紙
入
札
者
に
対
し
て
は
、
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間
お
よ
び
場
所

　
　
令
和
５
年
９
月
４
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
令
和
５
年
９
月
５
日
（
火
）
１
６
時
０
０
分
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
１
０
時
０
０
分

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
　
福
井
県
庁
１
０
階
　
原
子
力
安
全
対
策
課

７
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
入
札
金
額
は
、
調
達
物
品
等
に
要
す
る
一
切
の
諸
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
な
ら
び
に

　
通
貨

　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
の
受
付
時
期

　
　
休
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ

　
る
。

１
０
　
 Sum

m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the products  to be leased

　
　
N
uclear D

isaster Prevention N
etw
ork (Em

ergency Contact N
etw
ork)Facility

⑵
　
D
ate, T

im
e of Bidding

　
　
8:30A

.M
. 4th Septem

ber－
4:00P.M

. 5th Septem
ber 2023

⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
29th February 2024

⑷
　
T
he place for delivery and Contact for the notice

　
　
N
uclear Energy Safety D

ivision, D
epartm

ent of D
isaster Prevention and Safety, 

　
Fukui Prefectural Governm

ent, 3-17-1, O
hte, Fukui city, Fukui 910-8580 Japan

　
　
T
EL 0776-20-0313

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
３
０
３
号
）
第
８
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
基
づ
き

、
令
和
５
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
毒
物
及
び
劇

物
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
６
年
厚
生
省
令
第
４
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
８
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
試
験
日
時

　
　
令
和
５
年
１
０
月
５
日
（
木
）

　
　
午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

２
　
試
験
場
所

　
　
福
井
県
生
活
学
習
館
（
ユ
ー
・
ア
イ
ふ
く
い
）

　
　
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

３
　
試
験
種
別

⑴
　
一
般

⑵
　
農
業
用
品
目

⑶
　
特
定
品
目

４
　
試
験
科
目

⑴
　
筆
記
試
験

ア
　
毒
物
お
よ
び
劇
物
に
関
す
る
法
規

イ
　
基
礎
化
学

ウ
　
毒
物
お
よ
び
劇
物
（
農
業
用
品
目
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
１
に
掲
げ
る
毒
物
お
よ
び
劇

　
物
な
ら
び
に
特
定
品
目
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
２
に
掲
げ
る
劇
物
に
限
る
。
以
下
同
じ
。

　
）
の
性
質
お
よ
び
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法

⑵
　
実
地
試
験

　
　
毒
物
お
よ
び
劇
物
の
識
別
お
よ
び
取
扱
方
法

５
　
受
験
願
書
の
配
布

⑴
　
配
布
期
間

　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午

後
５
時
１
５
分
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
は
除
く
。
）

⑵
　
配
布
場
所

　
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
お
よ
び
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
と

す
る
。
な
お
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。

　
ま
た
、
受
験
願
書
の
請
求
を
郵
送
に
よ
っ
て
行
う
場
合
は
、
郵
便
番
号
お
よ
び
宛
先
を
明
記
し
た

角
２
号
の
返
信
用
封
筒
に
１
４
０
円
切
手
（
速
達
希
望
は
４
０
０
円
切
手
）
を
貼
っ
て
同
封
す
る
こ

と
。

６
　
受
験
手
続

　
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
（
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。
）

に
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
て
、
県
内
に
在
住
す
る
者
（
福
井
市
を
除
く
。
）
は
、
当
該
住
所
地
を

管
轄
す
る
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
、
福
井
市
に
在
住
す
る
者
は
、
県
福
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
、

県
外
在
住
者
は
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
に
提
出
す
る
こ
と
。
郵
送
に
よ

り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
簡
易
書
留
ま
た
は
書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

　
上
記
の
手
続
に
よ
ら
ず
、
電
子
申
請
に
よ
り
受
験
申
請
す
る
場
合
に
は
、
福
井
県
電
子
申
請
サ
ー
ビ

ス
に
よ
り
申
請
す
る
こ
と
。

⑴
　
写
真
　
１
葉

　
（
出
願
前
６
月
以
内
に
撮
影
の
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
の
縦
の
長
さ
６
ｃ
ｍ
、
横
の
長
さ
４
ｃ
ｍ

の
大
き
さ
で
、
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
生
年
月
日
を
記
載
し
、
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
付
す
る
こ

と
。
電
子
申
請
に
お
い
て
は
、
出
願
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
の
写
真
を
電

子
申
請
時
に
添
付
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
。
）

７
　
受
験
手
数
料

　
受
験
手
数
料
１
０
，
５
０
０
円
を
、
下
記
⑴
、
⑵
の
い
ず
れ
か
の
手
段
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
は
、
⑵
の
手
段
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
収
入
証
紙
１
０
，
５
０
０
円
分
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
り
付
け
る
。
（
消
印
は

　
し
な
い
こ
と
。
）

⑵
　
福
井
県
の
手
数
料
納
付
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
、
コ
ン
ビ
ニ
支
払
い
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
払
い
で

　
１
０
，
５
０
０
円
を
納
付
し
た
後
、
シ
ス
テ
ム
利
用
時
に
発
番
さ
れ
る
申
込
番
号
を
福
井
県
収
入

　
証
紙
貼
付
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。
電
子
申
請
に
お
い
て
は
、
電
子
申
請
時
の
指
示
に
従
い
、
発
番

　
さ
れ
る
申
込
番
号
を
入
力
す
る
こ
と
。

８
　
受
験
願
書
の
提
出
期
間

　
令
和
５
年
８
月
２
１
日
（
月
）
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後

５
時
１
５
分
ま
で
と
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
必
ず
書
留
郵
便
で
行
い
、
令
和
５
年
８
月
２
５
日
（
金

）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。
電
子
申
請
に
お
い
て
は
、
令
和
５
年
８
月
２
１
日

（
月
）
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
午
後
５
時
１
５
分
ま
で
と
す
る
。

９
　
合
格
者
の
発
表

　
令
和
５
年
１
１
月
１
０
日
（
金
）
午
前
１
０
時
か
ら
同
年
１
１
月
２
４
日
（
金
）
午
後
５
時
１
５
分

ま
で
の
期
間
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
福
井
県
庁
１
階
の
掲
示
板
お
よ
び
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
掲

示
板
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
通
知
す
る
。

１
０
　
そ
の
他

　
受
験
手
続
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛

生
課
（
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
　
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
４
７
）
ま
た
は
県
健
康
福

祉
セ
ン
タ
ー
宛
て
に
行
う
こ
と
（
対
応
時
間
は
土
曜
日
、
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
を
除
く
平
日
の
午
前

８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で
）
。
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
業
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
生
活
学
習
館
 舞
台
照
明
操
作
卓
等
設
備
修
繕
業
務
　
一
式

⑵
　
業
務
内
容

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で

⑷
　
履
行
場
所

　
　
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
布
の
日
か
ら
開
札
ま
で

に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
正
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
関
す
る
業
務
を
実
施
す
る
技

　
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

　
そ
の
他
、
電
子
入
札
に
つ
い
て
は
、
「
福
井
県
物
品
等
電
子
入
札
運
用
基
準
」
、
「
同
要
領
」
、
「

電
子
入
札
に
関
す
る
取
り
扱
い
」
に
よ
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等
に
関
す
る
事
項

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
８
－
８
１
３
５

福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

電
話
　
０
７
７
６
－
４
１
－
４
２
０
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
に
必
要
な
書
類
を

添
付
し
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
的
審
査
を
受
け
、
資

格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
９
時
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
５
日
（
火
）
１
６
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
　

　
申
請
書
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
、
提
出
期
間
中
に
、
契
約

担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者

が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者

の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

　
イ
　
紙
入
札
者
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
次
の
提
出
先
に
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合
は
、
配
達
記
録
の
残

る
簡
易
書
留
郵
便
等
を
利
用
す
る
こ
と
（
提
出
期
間
内
に
必
着
）
。

（
提
出
先
）

〒
９
１
８
－
８
１
３
５

福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

電
話
　
０
７
７
６
－
４
１
－
４
２
０
０

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
９
月
４
日
（
月
）
９
時
か
ら
令
和
５
年
９
月
５
日
（
火
）
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
１
０
時

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

　
　
福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
役
務
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
「
別
に
知
事
が
行
う
審
査
」
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

　
　
ア
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
条
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

　
　
イ
　
申
請
書
の
公
布
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
８
－
８
１
３
５

福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

電
話
　
０
７
７
６
－
４
１
－
４
２
０
０

　
⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ
る

　
　
。

１
０
　
Sum
m
ary

　
⑴
　
N
ature and quantity of the service to be required

　
　
　
Repair of equipm

ent such as stage lighting control consoles
　
⑵
　
D
ate,tim

e of Bidding
　
　
　
10:00A

.M
.Septem

ber 6, 2023

　
⑶
　
Contract period

　
　
　
From

 the of contract date 2023 to M
arch 31st 2024

　
⑷
　
Contact point for the notice

　
　
　
M
anagem

ent Section, Fukui Life-Long Learning &
 W
om
en's Center,14-1, 　

　
　
　
Sim
orokujo T

ow
n, Fukui City, Fukui Prefecture, 918-8135, Japan

　
　
　
T
EL +81 776-41-4200

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
  杉
本
  達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
す
る
業
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
機
器
賃
貸
借
お
よ
び
運
用
保
守
業
務
　
一
式

⑵
　
業
務
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
調
達
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
１
年
２
月
２
８
日
ま
で
（
長
期
継
続
契
約
）

⑷
　
機
器
納
入
・
整
備
業
務
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日

⑸
　
保
守
サ
ー
ビ
ス
期
間

　
　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
１
年
２
月
２
８
日
ま
で

　
　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

　
に
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑹
　
履
行
場
所

　
　
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

２
  入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
ま
で
に

資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
平
成
２
０
年
度
以
降
に
お
い
て
、
公
告
業
務
と
同
種
同
程
度
の
業
務
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者

　
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
に
か
か
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
時
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑

　
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
関
す
る
業
務
を
実
施
す
る
技

　
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑺
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
紙

入
札
承
認
願
を
契
約
担
当
者
に
提
出
し
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確

認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
お
よ
び
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
―
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
防
災
安
全
部
原
子
力
安
全
対
策
課
　
調
整
グ
ル
－
プ
（
福
井
県
庁
１
０
階
）

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
１
３

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
付
し
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
す
る
福
井
県
の
事
前
審
査
を
受
け
、
資

格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
７
日
（
木
）
１
６
時
０
０
分
ま
で
（
福
井

県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
日
（

以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
等
の
情
報
が
提
出
期
間
中
に
、
契
約
担

当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
申
請
書
等
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法

律
（
平
成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行

う
者
が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表

者
の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

　
ま
た
、
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
提
出
期
間
中
に
持
参
ま
た
は
郵

送
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合
は
、
配
達
記
録
の
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用

す
る
こ
と
。

　
提
出
先
は
、
４
⑴
と
同
様
と
す
る
。

⑶
　
資
格
の
確
認
の
通
知

　
資
格
の
確
認
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
通
知
す
る
。
紙
入
札
者
に
対
し
て
は
、
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間
お
よ
び
場
所

　
　
令
和
５
年
９
月
４
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
令
和
５
年
９
月
５
日
（
火
）
１
６
時
０
０
分
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
１
０
時
０
０
分

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
　
福
井
県
庁
１
０
階
　
原
子
力
安
全
対
策
課

７
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
入
札
金
額
は
、
調
達
物
品
等
に
要
す
る
一
切
の
諸
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
な
ら
び
に

　
通
貨

　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
の
受
付
時
期

　
　
休
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ

　
る
。

１
０
　
 Sum

m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the products  to be leased

　
　
N
uclear D

isaster Prevention N
etw
ork (Em

ergency Contact N
etw
ork)Facility

⑵
　
D
ate, T

im
e of Bidding

　
　
8:30A

.M
. 4th Septem

ber－
4:00P.M

. 5th Septem
ber 2023

⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
29th February 2024

⑷
　
T
he place for delivery and Contact for the notice

　
　
N
uclear Energy Safety D

ivision, D
epartm

ent of D
isaster Prevention and Safety, 

　
Fukui Prefectural Governm

ent, 3-17-1, O
hte, Fukui city, Fukui 910-8580 Japan

　
　
T
EL 0776-20-0313

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
３
０
３
号
）
第
８
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
基
づ
き

、
令
和
５
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
毒
物
及
び
劇

物
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
６
年
厚
生
省
令
第
４
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
８
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
試
験
日
時

　
　
令
和
５
年
１
０
月
５
日
（
木
）

　
　
午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

２
　
試
験
場
所

　
　
福
井
県
生
活
学
習
館
（
ユ
ー
・
ア
イ
ふ
く
い
）

　
　
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

３
　
試
験
種
別

⑴
　
一
般

⑵
　
農
業
用
品
目

⑶
　
特
定
品
目

４
　
試
験
科
目

⑴
　
筆
記
試
験

ア
　
毒
物
お
よ
び
劇
物
に
関
す
る
法
規

イ
　
基
礎
化
学

ウ
　
毒
物
お
よ
び
劇
物
（
農
業
用
品
目
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
１
に
掲
げ
る
毒
物
お
よ
び
劇

　
物
な
ら
び
に
特
定
品
目
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
２
に
掲
げ
る
劇
物
に
限
る
。
以
下
同
じ
。

　
）
の
性
質
お
よ
び
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法

⑵
　
実
地
試
験

　
　
毒
物
お
よ
び
劇
物
の
識
別
お
よ
び
取
扱
方
法

５
　
受
験
願
書
の
配
布

⑴
　
配
布
期
間

　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午

後
５
時
１
５
分
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
は
除
く
。
）

⑵
　
配
布
場
所

　
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
お
よ
び
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
と

す
る
。
な
お
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。

　
ま
た
、
受
験
願
書
の
請
求
を
郵
送
に
よ
っ
て
行
う
場
合
は
、
郵
便
番
号
お
よ
び
宛
先
を
明
記
し
た

角
２
号
の
返
信
用
封
筒
に
１
４
０
円
切
手
（
速
達
希
望
は
４
０
０
円
切
手
）
を
貼
っ
て
同
封
す
る
こ

と
。

６
　
受
験
手
続

　
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
（
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。
）

に
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
て
、
県
内
に
在
住
す
る
者
（
福
井
市
を
除
く
。
）
は
、
当
該
住
所
地
を

管
轄
す
る
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
、
福
井
市
に
在
住
す
る
者
は
、
県
福
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
、

県
外
在
住
者
は
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
に
提
出
す
る
こ
と
。
郵
送
に
よ

り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
簡
易
書
留
ま
た
は
書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

　
上
記
の
手
続
に
よ
ら
ず
、
電
子
申
請
に
よ
り
受
験
申
請
す
る
場
合
に
は
、
福
井
県
電
子
申
請
サ
ー
ビ

ス
に
よ
り
申
請
す
る
こ
と
。

⑴
　
写
真
　
１
葉

　
（
出
願
前
６
月
以
内
に
撮
影
の
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
の
縦
の
長
さ
６
ｃ
ｍ
、
横
の
長
さ
４
ｃ
ｍ

の
大
き
さ
で
、
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
生
年
月
日
を
記
載
し
、
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
付
す
る
こ

と
。
電
子
申
請
に
お
い
て
は
、
出
願
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
の
写
真
を
電

子
申
請
時
に
添
付
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
。
）

７
　
受
験
手
数
料

　
受
験
手
数
料
１
０
，
５
０
０
円
を
、
下
記
⑴
、
⑵
の
い
ず
れ
か
の
手
段
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
は
、
⑵
の
手
段
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
収
入
証
紙
１
０
，
５
０
０
円
分
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
り
付
け
る
。
（
消
印
は

　
し
な
い
こ
と
。
）

⑵
　
福
井
県
の
手
数
料
納
付
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
、
コ
ン
ビ
ニ
支
払
い
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
払
い
で

　
１
０
，
５
０
０
円
を
納
付
し
た
後
、
シ
ス
テ
ム
利
用
時
に
発
番
さ
れ
る
申
込
番
号
を
福
井
県
収
入

　
証
紙
貼
付
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。
電
子
申
請
に
お
い
て
は
、
電
子
申
請
時
の
指
示
に
従
い
、
発
番

　
さ
れ
る
申
込
番
号
を
入
力
す
る
こ
と
。

８
　
受
験
願
書
の
提
出
期
間

　
令
和
５
年
８
月
２
１
日
（
月
）
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後

５
時
１
５
分
ま
で
と
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
必
ず
書
留
郵
便
で
行
い
、
令
和
５
年
８
月
２
５
日
（
金

）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。
電
子
申
請
に
お
い
て
は
、
令
和
５
年
８
月
２
１
日

（
月
）
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
午
後
５
時
１
５
分
ま
で
と
す
る
。

９
　
合
格
者
の
発
表

　
令
和
５
年
１
１
月
１
０
日
（
金
）
午
前
１
０
時
か
ら
同
年
１
１
月
２
４
日
（
金
）
午
後
５
時
１
５
分

ま
で
の
期
間
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
福
井
県
庁
１
階
の
掲
示
板
お
よ
び
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
掲

示
板
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
通
知
す
る
。

１
０
　
そ
の
他

　
受
験
手
続
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛

生
課
（
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
　
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
４
７
）
ま
た
は
県
健
康
福

祉
セ
ン
タ
ー
宛
て
に
行
う
こ
と
（
対
応
時
間
は
土
曜
日
、
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
を
除
く
平
日
の
午
前

８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で
）
。
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
業
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
生
活
学
習
館
 舞
台
照
明
操
作
卓
等
設
備
修
繕
業
務
　
一
式

⑵
　
業
務
内
容

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で

⑷
　
履
行
場
所

　
　
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
布
の
日
か
ら
開
札
ま
で

に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
正
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
関
す
る
業
務
を
実
施
す
る
技

　
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

　
そ
の
他
、
電
子
入
札
に
つ
い
て
は
、
「
福
井
県
物
品
等
電
子
入
札
運
用
基
準
」
、
「
同
要
領
」
、
「

電
子
入
札
に
関
す
る
取
り
扱
い
」
に
よ
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等
に
関
す
る
事
項

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
８
－
８
１
３
５

福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

電
話
　
０
７
７
６
－
４
１
－
４
２
０
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
に
必
要
な
書
類
を

添
付
し
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
的
審
査
を
受
け
、
資

格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
９
時
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
５
日
（
火
）
１
６
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
　

　
申
請
書
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
、
提
出
期
間
中
に
、
契
約

担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者

が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者

の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

　
イ
　
紙
入
札
者
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
次
の
提
出
先
に
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合
は
、
配
達
記
録
の
残

る
簡
易
書
留
郵
便
等
を
利
用
す
る
こ
と
（
提
出
期
間
内
に
必
着
）
。

（
提
出
先
）

〒
９
１
８
－
８
１
３
５

福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

電
話
　
０
７
７
６
－
４
１
－
４
２
０
０

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
９
月
４
日
（
月
）
９
時
か
ら
令
和
５
年
９
月
５
日
（
火
）
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
１
０
時

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

　
　
福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
役
務
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
「
別
に
知
事
が
行
う
審
査
」
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

　
　
ア
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
条
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

　
　
イ
　
申
請
書
の
公
布
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
８
－
８
１
３
５

福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

電
話
　
０
７
７
６
－
４
１
－
４
２
０
０

　
⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ
る

　
　
。

１
０
　
Sum
m
ary

　
⑴
　
N
ature and quantity of the service to be required

　
　
　
Repair of equipm

ent such as stage lighting control consoles
　
⑵
　
D
ate,tim

e of Bidding
　
　
　
10:00A

.M
.Septem

ber 6, 2023

　
⑶
　
Contract period

　
　
　
From

 the of contract date 2023 to M
arch 31st 2024

　
⑷
　
Contact point for the notice

　
　
　
M
anagem

ent Section, Fukui Life-Long Learning &
 W
om
en's Center,14-1, 　

　
　
　
Sim
orokujo T

ow
n, Fukui City, Fukui Prefecture, 918-8135, Japan

　
　
　
T
EL +81 776-41-4200

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
  杉
本
  達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
す
る
業
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
機
器
賃
貸
借
お
よ
び
運
用
保
守
業
務
　
一
式

⑵
　
業
務
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
調
達
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
１
年
２
月
２
８
日
ま
で
（
長
期
継
続
契
約
）

⑷
　
機
器
納
入
・
整
備
業
務
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日

⑸
　
保
守
サ
ー
ビ
ス
期
間

　
　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
１
年
２
月
２
８
日
ま
で

　
　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

　
に
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑹
　
履
行
場
所

　
　
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

２
  入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
ま
で
に

資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
平
成
２
０
年
度
以
降
に
お
い
て
、
公
告
業
務
と
同
種
同
程
度
の
業
務
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者

　
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
に
か
か
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
時
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑

　
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
関
す
る
業
務
を
実
施
す
る
技

　
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑺
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
紙

入
札
承
認
願
を
契
約
担
当
者
に
提
出
し
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確

認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
お
よ
び
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
―
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
防
災
安
全
部
原
子
力
安
全
対
策
課
　
調
整
グ
ル
－
プ
（
福
井
県
庁
１
０
階
）

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
１
３

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
付
し
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
す
る
福
井
県
の
事
前
審
査
を
受
け
、
資

格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
７
日
（
木
）
１
６
時
０
０
分
ま
で
（
福
井

県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
日
（

以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
等
の
情
報
が
提
出
期
間
中
に
、
契
約
担

当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
申
請
書
等
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法

律
（
平
成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行

う
者
が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表

者
の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

　
ま
た
、
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
提
出
期
間
中
に
持
参
ま
た
は
郵

送
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合
は
、
配
達
記
録
の
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用

す
る
こ
と
。

　
提
出
先
は
、
４
⑴
と
同
様
と
す
る
。

⑶
　
資
格
の
確
認
の
通
知

　
資
格
の
確
認
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
通
知
す
る
。
紙
入
札
者
に
対
し
て
は
、
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間
お
よ
び
場
所

　
　
令
和
５
年
９
月
４
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
令
和
５
年
９
月
５
日
（
火
）
１
６
時
０
０
分
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
１
０
時
０
０
分

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
　
福
井
県
庁
１
０
階
　
原
子
力
安
全
対
策
課

７
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
入
札
金
額
は
、
調
達
物
品
等
に
要
す
る
一
切
の
諸
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
な
ら
び
に

　
通
貨

　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
の
受
付
時
期

　
　
休
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ

　
る
。

１
０
　
 Sum

m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the products  to be leased

　
　
N
uclear D

isaster Prevention N
etw
ork (Em

ergency Contact N
etw
ork)Facility

⑵
　
D
ate, T

im
e of Bidding

　
　
8:30A

.M
. 4th Septem

ber－
4:00P.M

. 5th Septem
ber 2023

⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
29th February 2024

⑷
　
T
he place for delivery and Contact for the notice

　
　
N
uclear Energy Safety D

ivision, D
epartm

ent of D
isaster Prevention and Safety, 

　
Fukui Prefectural Governm

ent, 3-17-1, O
hte, Fukui city, Fukui 910-8580 Japan

　
　
T
EL 0776-20-0313

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
３
０
３
号
）
第
８
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
基
づ
き

、
令
和
５
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
毒
物
及
び
劇

物
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
６
年
厚
生
省
令
第
４
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
８
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
試
験
日
時

　
　
令
和
５
年
１
０
月
５
日
（
木
）

　
　
午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

２
　
試
験
場
所

　
　
福
井
県
生
活
学
習
館
（
ユ
ー
・
ア
イ
ふ
く
い
）

　
　
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

３
　
試
験
種
別

⑴
　
一
般

⑵
　
農
業
用
品
目

⑶
　
特
定
品
目

４
　
試
験
科
目

⑴
　
筆
記
試
験

ア
　
毒
物
お
よ
び
劇
物
に
関
す
る
法
規

イ
　
基
礎
化
学

ウ
　
毒
物
お
よ
び
劇
物
（
農
業
用
品
目
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
１
に
掲
げ
る
毒
物
お
よ
び
劇

　
物
な
ら
び
に
特
定
品
目
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
２
に
掲
げ
る
劇
物
に
限
る
。
以
下
同
じ
。

　
）
の
性
質
お
よ
び
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法

⑵
　
実
地
試
験

　
　
毒
物
お
よ
び
劇
物
の
識
別
お
よ
び
取
扱
方
法

５
　
受
験
願
書
の
配
布

⑴
　
配
布
期
間

　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午

後
５
時
１
５
分
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
は
除
く
。
）

⑵
　
配
布
場
所

　
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
お
よ
び
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
と

す
る
。
な
お
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。

　
ま
た
、
受
験
願
書
の
請
求
を
郵
送
に
よ
っ
て
行
う
場
合
は
、
郵
便
番
号
お
よ
び
宛
先
を
明
記
し
た

角
２
号
の
返
信
用
封
筒
に
１
４
０
円
切
手
（
速
達
希
望
は
４
０
０
円
切
手
）
を
貼
っ
て
同
封
す
る
こ

と
。

６
　
受
験
手
続

　
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
（
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。
）

に
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
て
、
県
内
に
在
住
す
る
者
（
福
井
市
を
除
く
。
）
は
、
当
該
住
所
地
を

管
轄
す
る
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
、
福
井
市
に
在
住
す
る
者
は
、
県
福
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
、

県
外
在
住
者
は
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
に
提
出
す
る
こ
と
。
郵
送
に
よ

り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
簡
易
書
留
ま
た
は
書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

　
上
記
の
手
続
に
よ
ら
ず
、
電
子
申
請
に
よ
り
受
験
申
請
す
る
場
合
に
は
、
福
井
県
電
子
申
請
サ
ー
ビ

ス
に
よ
り
申
請
す
る
こ
と
。

⑴
　
写
真
　
１
葉

　
（
出
願
前
６
月
以
内
に
撮
影
の
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
の
縦
の
長
さ
６
ｃ
ｍ
、
横
の
長
さ
４
ｃ
ｍ

の
大
き
さ
で
、
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
生
年
月
日
を
記
載
し
、
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
付
す
る
こ

と
。
電
子
申
請
に
お
い
て
は
、
出
願
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
の
写
真
を
電

子
申
請
時
に
添
付
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
。
）

７
　
受
験
手
数
料

　
受
験
手
数
料
１
０
，
５
０
０
円
を
、
下
記
⑴
、
⑵
の
い
ず
れ
か
の
手
段
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
は
、
⑵
の
手
段
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
収
入
証
紙
１
０
，
５
０
０
円
分
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
り
付
け
る
。
（
消
印
は

　
し
な
い
こ
と
。
）

⑵
　
福
井
県
の
手
数
料
納
付
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
、
コ
ン
ビ
ニ
支
払
い
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
払
い
で

　
１
０
，
５
０
０
円
を
納
付
し
た
後
、
シ
ス
テ
ム
利
用
時
に
発
番
さ
れ
る
申
込
番
号
を
福
井
県
収
入

　
証
紙
貼
付
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。
電
子
申
請
に
お
い
て
は
、
電
子
申
請
時
の
指
示
に
従
い
、
発
番

　
さ
れ
る
申
込
番
号
を
入
力
す
る
こ
と
。

８
　
受
験
願
書
の
提
出
期
間

　
令
和
５
年
８
月
２
１
日
（
月
）
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後

５
時
１
５
分
ま
で
と
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
必
ず
書
留
郵
便
で
行
い
、
令
和
５
年
８
月
２
５
日
（
金

）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。
電
子
申
請
に
お
い
て
は
、
令
和
５
年
８
月
２
１
日

（
月
）
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
午
後
５
時
１
５
分
ま
で
と
す
る
。

９
　
合
格
者
の
発
表

　
令
和
５
年
１
１
月
１
０
日
（
金
）
午
前
１
０
時
か
ら
同
年
１
１
月
２
４
日
（
金
）
午
後
５
時
１
５
分

ま
で
の
期
間
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
福
井
県
庁
１
階
の
掲
示
板
お
よ
び
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
掲

示
板
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
通
知
す
る
。

１
０
　
そ
の
他

　
受
験
手
続
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛

生
課
（
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
　
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
４
７
）
ま
た
は
県
健
康
福

祉
セ
ン
タ
ー
宛
て
に
行
う
こ
と
（
対
応
時
間
は
土
曜
日
、
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
を
除
く
平
日
の
午
前

８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
賃
貸
借
を
す
る
業
務
（
以
下
「
賃
貸
借
業
務
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

大
気
汚
染
常
時
監
視
自
動
測
定
機
賃
貸
借
契
約
一
式

・
硫
黄
酸
化
物
・
浮
遊
粒
子
状
物
質
計
　
　
測
定
機
：
４
台

・
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
計
　
測
定
機
：
３
台

・
炭
化
水
素
計
　
　
　
測
定
機
：
１
台

・
温
湿
度
計
　
　
　
　
測
定
機
：
１
台

⑵
　
賃
貸
借
業
務
の
内
容
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
大
気
汚
染
常
時
監
視
自
動
測
定
機
共
通
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」

　
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日

⑷
　
契
約
期
間

　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
４
年
２
月
２
９
日
ま
で
（
８
年
間
）

　
こ
の
場
合
に
、
福
井
県
に
お
い
て
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額
に
減
額
ま
た
は
削

除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑸
　
納
入
場
所

　
　
福
井
県
衛
生
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
三
国
局
ほ
か

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
ま
で
に

資
格
審
査
の
申
請
を
行
い
、
こ
の
入
札
に
係
る
特
定
調
達
契
約
の
締
結
の
日
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受

け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
全
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
係
る
賃
借
機
器
を
納
入
す
る
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

　
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
に
係
る
賃
借
機
器
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス

　
お
よ
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
お
よ
び
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
５
１

福
井
県
福
井
市
原
目
町
３
９
－
４

福
井
県
衛
生
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
　
管
理
室

電
話
　
０
７
７
６
－
５
４
－
５
６
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者
（

以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
入
札
説
明
書
別
紙
様
式
２
）
に
、
提
出
書
類
を
添
え
て

次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
期
限
ま
で
に
申
請
書
を
提
出
し
な
い
者
ま
た
は
確
認
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
こ
の
入
札
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
お
、
当
該
入
札
仕
様
書
等
の
内
容
に
つ
い
て
、
当
該
技
術
的
審
査
に
係
る

事
務
を
担
当
す
る
部
局
か
ら
説
明
ま
た
は
確
認
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

⑴
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
５
日
（
火
）
ま
で

⑵
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子

計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務

に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定

認
証
業
務
を
行
う
者
が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に

登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ

ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と
す
る
。

イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
持
参
ま
た
は
郵
便
等
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
便
等
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
、
配

達
記
録
の
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
す
る
こ
と
（
提
出
期
間
内
に
必
着
）
。

⑶
　
提
出
先

　
　
４
⑴
と
同
様
と
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
９
月
４
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
０
０
分
ま
で

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日
（
火
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
０
０
分
ま
で

⑶
　
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

　
　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
１
０
時
０
０
分

　
　
福
井
県
福
井
市
原
目
町
３
９
－
４

　
　
福
井
県
衛
生
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
　
所
長
室

７
　
入
札
方
法

ア
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額
は
、
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
４
年
２
月
２
９
日
ま
で
の
８
年

　
間
の
見
積
金
額
を
９
６
で
除
し
た
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
額
と
す
る
こ
と
。

イ
　
落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０
に

　
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

　
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ
び

　
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業
者
で
あ
る
か
免
税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望

　
月
額
（
８
年
間
の
見
積
金
額
を
９
６
で
除
し
た
額
）
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入

　
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
賃
貸
借
業
務
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入

札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
書
の
受
付
期
間

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
の
届
出
を
警
察
署
に
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
場
合
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領
の

　
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the product to be leased

・
A
m
bient SO

₂ SPM
 M
onitor 4set

・
A
m
bient O

x M
onitor 3set

・
A
m
bient H

C M
onitor 1set

・
T
em
perature hygrom

eter 1set
⑵
　
D
ate,T

im
e of Bidding

　
　
10:00 A

.M
. 6th Septem

ber 2023
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
29th February 2024

⑷
　
Period of contract

　
　
From

 day of contract to 29th February 2032
⑸
　
T
he place for delivery and Contact for notice

　
　
Fukui Prefectural Environm

ental Sanitation Research Center. 39-4 H
aram

e, Fukui 
　
City, Fukui prefecture,910-8551 Japan.
　
　
T
EL 0776-54-5630

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
森
田
店
 

福
井
県
福
井
市
石
盛
町
一
丁
目
１
９
０
１
番

ほ
か
６
筆

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
  

　
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役
　
横
山
　
英
昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
１
０
番
１
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
４
階

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

　
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役
　
横
山
　
英
昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
１
０
番
１
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
４
階

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
令
和
６
年
３
月
７
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
１
，
３
２
５
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
４
７
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
９
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
４
０
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
１
１
．
２
㎥

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
　
開
店
時
刻
　
午
前
９
時

　
　
　
閉
店
時
刻
　
午
後
９
時
４
５
分

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　
３
箇
所

１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
６
時
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
５
年
７
月
６
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
１
丁
目
４
－
１
 

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
九
頭
竜
川
左
岸
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条

第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
５
月
８
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　

理
　
事
　
西
岡
　
得
雄
　
福
井
市
砂
子
田
町
１
８
－
１
３

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
越
前
中
部
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
客
土
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
越
前
中
部
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
区
画
整
理
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
越
前
中
部
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
農
業
用
用
排
水
施
設
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
条
例
第
４
５
号
）
第
３
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
屋
外
広
告
物
等
講
習
会
（
以
下
「
講
習
会
」
と
い
う
。
）
を
開
催
す
る
の
で
、
福
井
県
屋
外
広
告
物

条
例
施
行
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
５
４
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
３
１
条
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
講
習
会
の
日
時
お
よ
び
場
所

⑴
　
日
時

　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
の
午
前
１
０
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
お
よ
び
同
月
７
日
（
木
）
の
午

前
９
時
３
０
分
か
ら
午
後
３
時
３
０
分
ま
で
（
受
付
時
間
は
、
６
日
午
前
９
時
３
０
分
、
７
日
午
前

９
時
１
５
分
か
ら
）

⑵
　
場
所
福
井
市
下
馬
町
５
１
－
１
１

福
井
県
立
図
書
館
　
多
目
的
ホ
ー
ル

２
　
対
象
者

　
屋
外
広
告
業
の
経
営
者
お
よ
び
従
事
者
、
屋
外
広
告
業
を
営
も
う
と
す
る
者
な
ら
び
に
屋
外
広
告
物

の
管
理
者
お
よ
び
管
理
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者

３
　
定
員

　
　
５
０
名

４
　
講
習
課
程

⑴
　
屋
外
広
告
物
等
関
係
法
令

⑵
　
屋
外
広
告
物
の
表
示
方
法

⑶
　
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
設
置
方
法

５
　
規
則
第
３
２
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
講
習
課
程
の
一
部
免
除

　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
４
の
講
習
課
程
の
う
ち
⑶
屋
外
広
告
物
を
掲

出
す
る
物
件
の
設
置
方
法
を
免
除
す
る
。

⑴
　
建
築
士
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
２
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
士

⑵
　
電
気
工
事
士
法
（
昭
和
３
５
年
法
律
第
１
３
９
号
）
第
２
条
第
４
項
に
規
定
す
る
電
気
工
事
士

⑶
　
電
気
事
業
法
（
昭
和
３
９
年
法
律
第
１
７
０
号
）
第
４
４
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に

　
掲
げ
る
種
類
の
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

⑷
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
６
４
号
）
第
２
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
職
業
訓

　
練
指
導
員
免
許
（
免
許
職
種
が
帆
布
製
品
科
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
ま
た
は
同
法
第

　
２
２
条
（
第
２
６
条
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
修
了
証
書
（
訓
練
科
が
帆
布
製

　
品
製
造
科
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
た
者

６
　
申
込
方
法

　
屋
外
広
告
物
等
講
習
会
受
講
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
福
井
県
証
紙
（
３
，
５
０
０
円
に
相

当
す
る
も
の
）
を
貼
り
付
け
る
、
ま
た
は
、
電
子
納
付
に
よ
り
申
込
番
号
を
記
入
し
、
郵
送
す
る
こ
と

。
７
　
申
込
書
の
受
付
期
間

　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
ま
で
（
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も

の
に
限
り
、
受
け
付
け
る
。
な
お
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
け
を
締
め
切
る
。
）

８
　
申
込
書
の
配
布
場
所

　
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課
お
よ
び
福
井
県
内
の
市
町
の
屋
外
広
告
物
担
当
課

９
　
講
習
会
に
関
す
る
問
合
せ
先
お
よ
び
受
講
申
込
書
の
送
付
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
９
７
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
業
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
生
活
学
習
館
 舞
台
照
明
操
作
卓
等
設
備
修
繕
業
務
　
一
式

⑵
　
業
務
内
容

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で

⑷
　
履
行
場
所

　
　
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
布
の
日
か
ら
開
札
ま
で

に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
正
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
関
す
る
業
務
を
実
施
す
る
技

　
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

　
そ
の
他
、
電
子
入
札
に
つ
い
て
は
、
「
福
井
県
物
品
等
電
子
入
札
運
用
基
準
」
、
「
同
要
領
」
、
「

電
子
入
札
に
関
す
る
取
り
扱
い
」
に
よ
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等
に
関
す
る
事
項

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
８
－
８
１
３
５

福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

電
話
　
０
７
７
６
－
４
１
－
４
２
０
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
に
必
要
な
書
類
を

添
付
し
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
的
審
査
を
受
け
、
資

格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
９
時
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
５
日
（
火
）
１
６
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
　

　
申
請
書
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
、
提
出
期
間
中
に
、
契
約

担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者

が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者

の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

　
イ
　
紙
入
札
者
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
次
の
提
出
先
に
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合
は
、
配
達
記
録
の
残

る
簡
易
書
留
郵
便
等
を
利
用
す
る
こ
と
（
提
出
期
間
内
に
必
着
）
。

（
提
出
先
）

〒
９
１
８
－
８
１
３
５

福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

電
話
　
０
７
７
６
－
４
１
－
４
２
０
０

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
９
月
４
日
（
月
）
９
時
か
ら
令
和
５
年
９
月
５
日
（
火
）
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
１
０
時

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

　
　
福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
役
務
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
「
別
に
知
事
が
行
う
審
査
」
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

　
　
ア
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
条
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

　
　
イ
　
申
請
書
の
公
布
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
８
－
８
１
３
５

福
井
県
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館
　
男
女
参
画
・
企
画
管
理
課

電
話
　
０
７
７
６
－
４
１
－
４
２
０
０

　
⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ
る

　
　
。

１
０
　
Sum
m
ary

　
⑴
　
N
ature and quantity of the service to be required

　
　
　
Repair of equipm

ent such as stage lighting control consoles
　
⑵
　
D
ate,tim

e of Bidding
　
　
　
10:00A

.M
.Septem

ber 6, 2023

　
⑶
　
Contract period

　
　
　
From

 the of contract date 2023 to M
arch 31st 2024

　
⑷
　
Contact point for the notice

　
　
　
M
anagem

ent Section, Fukui Life-Long Learning &
 W
om
en's Center,14-1, 　

　
　
　
Sim
orokujo T

ow
n, Fukui City, Fukui Prefecture, 918-8135, Japan

　
　
　
T
EL +81 776-41-4200

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
  杉
本
  達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
す
る
業
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
機
器
賃
貸
借
お
よ
び
運
用
保
守
業
務
　
一
式

⑵
　
業
務
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
調
達
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
１
年
２
月
２
８
日
ま
で
（
長
期
継
続
契
約
）

⑷
　
機
器
納
入
・
整
備
業
務
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日

⑸
　
保
守
サ
ー
ビ
ス
期
間

　
　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
１
年
２
月
２
８
日
ま
で

　
　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

　
に
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑹
　
履
行
場
所

　
　
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

２
  入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
ま
で
に

資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
平
成
２
０
年
度
以
降
に
お
い
て
、
公
告
業
務
と
同
種
同
程
度
の
業
務
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者

　
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
に
か
か
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
時
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑

　
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
関
す
る
業
務
を
実
施
す
る
技

　
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑺
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
紙

入
札
承
認
願
を
契
約
担
当
者
に
提
出
し
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確

認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
お
よ
び
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
―
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
防
災
安
全
部
原
子
力
安
全
対
策
課
　
調
整
グ
ル
－
プ
（
福
井
県
庁
１
０
階
）

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
１
３

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
付
し
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
す
る
福
井
県
の
事
前
審
査
を
受
け
、
資

格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
７
日
（
木
）
１
６
時
０
０
分
ま
で
（
福
井

県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
日
（

以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
等
の
情
報
が
提
出
期
間
中
に
、
契
約
担

当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
申
請
書
等
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法

律
（
平
成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行

う
者
が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表

者
の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

　
ま
た
、
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
提
出
期
間
中
に
持
参
ま
た
は
郵

送
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合
は
、
配
達
記
録
の
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用

す
る
こ
と
。

　
提
出
先
は
、
４
⑴
と
同
様
と
す
る
。

⑶
　
資
格
の
確
認
の
通
知

　
資
格
の
確
認
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
通
知
す
る
。
紙
入
札
者
に
対
し
て
は
、
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間
お
よ
び
場
所

　
　
令
和
５
年
９
月
４
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
令
和
５
年
９
月
５
日
（
火
）
１
６
時
０
０
分
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
１
０
時
０
０
分

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
　
福
井
県
庁
１
０
階
　
原
子
力
安
全
対
策
課

７
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
入
札
金
額
は
、
調
達
物
品
等
に
要
す
る
一
切
の
諸
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
な
ら
び
に

　
通
貨

　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
の
受
付
時
期

　
　
休
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ

　
る
。

１
０
　
 Sum

m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the products  to be leased

　
　
N
uclear D

isaster Prevention N
etw
ork (Em

ergency Contact N
etw
ork)Facility

⑵
　
D
ate, T

im
e of Bidding

　
　
8:30A

.M
. 4th Septem

ber－
4:00P.M

. 5th Septem
ber 2023

⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
29th February 2024

⑷
　
T
he place for delivery and Contact for the notice

　
　
N
uclear Energy Safety D

ivision, D
epartm

ent of D
isaster Prevention and Safety, 

　
Fukui Prefectural Governm

ent, 3-17-1, O
hte, Fukui city, Fukui 910-8580 Japan

　
　
T
EL 0776-20-0313

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
３
０
３
号
）
第
８
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
基
づ
き

、
令
和
５
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
毒
物
及
び
劇

物
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
６
年
厚
生
省
令
第
４
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
８
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
試
験
日
時

　
　
令
和
５
年
１
０
月
５
日
（
木
）

　
　
午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

２
　
試
験
場
所

　
　
福
井
県
生
活
学
習
館
（
ユ
ー
・
ア
イ
ふ
く
い
）

　
　
福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

３
　
試
験
種
別

⑴
　
一
般

⑵
　
農
業
用
品
目

⑶
　
特
定
品
目

４
　
試
験
科
目

⑴
　
筆
記
試
験

ア
　
毒
物
お
よ
び
劇
物
に
関
す
る
法
規

イ
　
基
礎
化
学

ウ
　
毒
物
お
よ
び
劇
物
（
農
業
用
品
目
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
１
に
掲
げ
る
毒
物
お
よ
び
劇

　
物
な
ら
び
に
特
定
品
目
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
２
に
掲
げ
る
劇
物
に
限
る
。
以
下
同
じ
。

　
）
の
性
質
お
よ
び
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法

⑵
　
実
地
試
験

　
　
毒
物
お
よ
び
劇
物
の
識
別
お
よ
び
取
扱
方
法

５
　
受
験
願
書
の
配
布

⑴
　
配
布
期
間

　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午

後
５
時
１
５
分
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
は
除
く
。
）

⑵
　
配
布
場
所

　
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
お
よ
び
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
と

す
る
。
な
お
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。

　
ま
た
、
受
験
願
書
の
請
求
を
郵
送
に
よ
っ
て
行
う
場
合
は
、
郵
便
番
号
お
よ
び
宛
先
を
明
記
し
た

角
２
号
の
返
信
用
封
筒
に
１
４
０
円
切
手
（
速
達
希
望
は
４
０
０
円
切
手
）
を
貼
っ
て
同
封
す
る
こ

と
。

６
　
受
験
手
続

　
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
（
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。
）

に
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
て
、
県
内
に
在
住
す
る
者
（
福
井
市
を
除
く
。
）
は
、
当
該
住
所
地
を

管
轄
す
る
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
、
福
井
市
に
在
住
す
る
者
は
、
県
福
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
、

県
外
在
住
者
は
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
に
提
出
す
る
こ
と
。
郵
送
に
よ

り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
簡
易
書
留
ま
た
は
書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

　
上
記
の
手
続
に
よ
ら
ず
、
電
子
申
請
に
よ
り
受
験
申
請
す
る
場
合
に
は
、
福
井
県
電
子
申
請
サ
ー
ビ

ス
に
よ
り
申
請
す
る
こ
と
。

⑴
　
写
真
　
１
葉

　
（
出
願
前
６
月
以
内
に
撮
影
の
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
の
縦
の
長
さ
６
ｃ
ｍ
、
横
の
長
さ
４
ｃ
ｍ

の
大
き
さ
で
、
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
生
年
月
日
を
記
載
し
、
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
付
す
る
こ

と
。
電
子
申
請
に
お
い
て
は
、
出
願
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
の
写
真
を
電

子
申
請
時
に
添
付
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
。
）

７
　
受
験
手
数
料

　
受
験
手
数
料
１
０
，
５
０
０
円
を
、
下
記
⑴
、
⑵
の
い
ず
れ
か
の
手
段
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
は
、
⑵
の
手
段
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
収
入
証
紙
１
０
，
５
０
０
円
分
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
り
付
け
る
。
（
消
印
は

　
し
な
い
こ
と
。
）

⑵
　
福
井
県
の
手
数
料
納
付
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
、
コ
ン
ビ
ニ
支
払
い
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
払
い
で

　
１
０
，
５
０
０
円
を
納
付
し
た
後
、
シ
ス
テ
ム
利
用
時
に
発
番
さ
れ
る
申
込
番
号
を
福
井
県
収
入

　
証
紙
貼
付
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。
電
子
申
請
に
お
い
て
は
、
電
子
申
請
時
の
指
示
に
従
い
、
発
番

　
さ
れ
る
申
込
番
号
を
入
力
す
る
こ
と
。

８
　
受
験
願
書
の
提
出
期
間

　
令
和
５
年
８
月
２
１
日
（
月
）
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後

５
時
１
５
分
ま
で
と
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
必
ず
書
留
郵
便
で
行
い
、
令
和
５
年
８
月
２
５
日
（
金

）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。
電
子
申
請
に
お
い
て
は
、
令
和
５
年
８
月
２
１
日

（
月
）
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
午
後
５
時
１
５
分
ま
で
と
す
る
。

９
　
合
格
者
の
発
表

　
令
和
５
年
１
１
月
１
０
日
（
金
）
午
前
１
０
時
か
ら
同
年
１
１
月
２
４
日
（
金
）
午
後
５
時
１
５
分

ま
で
の
期
間
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
福
井
県
庁
１
階
の
掲
示
板
お
よ
び
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
掲

示
板
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
通
知
す
る
。

１
０
　
そ
の
他

　
受
験
手
続
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛

生
課
（
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
　
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
４
７
）
ま
た
は
県
健
康
福

祉
セ
ン
タ
ー
宛
て
に
行
う
こ
と
（
対
応
時
間
は
土
曜
日
、
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
を
除
く
平
日
の
午
前

８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
賃
貸
借
を
す
る
業
務
（
以
下
「
賃
貸
借
業
務
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

大
気
汚
染
常
時
監
視
自
動
測
定
機
賃
貸
借
契
約
一
式

・
硫
黄
酸
化
物
・
浮
遊
粒
子
状
物
質
計
　
　
測
定
機
：
４
台

・
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
計
　
測
定
機
：
３
台

・
炭
化
水
素
計
　
　
　
測
定
機
：
１
台

・
温
湿
度
計
　
　
　
　
測
定
機
：
１
台

⑵
　
賃
貸
借
業
務
の
内
容
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
大
気
汚
染
常
時
監
視
自
動
測
定
機
共
通
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」

　
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日

⑷
　
契
約
期
間

　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
４
年
２
月
２
９
日
ま
で
（
８
年
間
）

　
こ
の
場
合
に
、
福
井
県
に
お
い
て
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額
に
減
額
ま
た
は
削

除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑸
　
納
入
場
所

　
　
福
井
県
衛
生
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
三
国
局
ほ
か

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
ま
で
に

資
格
審
査
の
申
請
を
行
い
、
こ
の
入
札
に
係
る
特
定
調
達
契
約
の
締
結
の
日
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受

け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
全
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
係
る
賃
借
機
器
を
納
入
す
る
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

　
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
に
係
る
賃
借
機
器
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス

　
お
よ
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
お
よ
び
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
５
１

福
井
県
福
井
市
原
目
町
３
９
－
４

福
井
県
衛
生
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
　
管
理
室

電
話
　
０
７
７
６
－
５
４
－
５
６
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者
（

以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
入
札
説
明
書
別
紙
様
式
２
）
に
、
提
出
書
類
を
添
え
て

次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
期
限
ま
で
に
申
請
書
を
提
出
し
な
い
者
ま
た
は
確
認
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
こ
の
入
札
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
お
、
当
該
入
札
仕
様
書
等
の
内
容
に
つ
い
て
、
当
該
技
術
的
審
査
に
係
る

事
務
を
担
当
す
る
部
局
か
ら
説
明
ま
た
は
確
認
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

⑴
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
５
日
（
火
）
ま
で

⑵
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子

計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務

に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定

認
証
業
務
を
行
う
者
が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に

登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ

ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と
す
る
。

イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
持
参
ま
た
は
郵
便
等
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
便
等
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
、
配

達
記
録
の
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
す
る
こ
と
（
提
出
期
間
内
に
必
着
）
。

⑶
　
提
出
先

　
　
４
⑴
と
同
様
と
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
９
月
４
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
０
０
分
ま
で

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日
（
火
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
０
０
分
ま
で

⑶
　
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

　
　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
１
０
時
０
０
分

　
　
福
井
県
福
井
市
原
目
町
３
９
－
４

　
　
福
井
県
衛
生
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
　
所
長
室

７
　
入
札
方
法

ア
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額
は
、
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
４
年
２
月
２
９
日
ま
で
の
８
年

　
間
の
見
積
金
額
を
９
６
で
除
し
た
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
額
と
す
る
こ
と
。

イ
　
落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０
に

　
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

　
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ
び

　
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業
者
で
あ
る
か
免
税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望

　
月
額
（
８
年
間
の
見
積
金
額
を
９
６
で
除
し
た
額
）
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入

　
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
賃
貸
借
業
務
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入

札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
書
の
受
付
期
間

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
の
届
出
を
警
察
署
に
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
場
合
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領
の

　
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the product to be leased

・
A
m
bient SO

₂ SPM
 M
onitor 4set

・
A
m
bient O

x M
onitor 3set

・
A
m
bient H

C M
onitor 1set

・
T
em
perature hygrom

eter 1set
⑵
　
D
ate,T

im
e of Bidding

　
　
10:00 A

.M
. 6th Septem

ber 2023
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
29th February 2024

⑷
　
Period of contract

　
　
From

 day of contract to 29th February 2032
⑸
　
T
he place for delivery and Contact for notice

　
　
Fukui Prefectural Environm

ental Sanitation Research Center. 39-4 H
aram

e, Fukui 
　
City, Fukui prefecture,910-8551 Japan.
　
　
T
EL 0776-54-5630

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
森
田
店
 

福
井
県
福
井
市
石
盛
町
一
丁
目
１
９
０
１
番

ほ
か
６
筆

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
  

　
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役
　
横
山
　
英
昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
１
０
番
１
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
４
階

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

　
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役
　
横
山
　
英
昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
１
０
番
１
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
４
階

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
令
和
６
年
３
月
７
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
１
，
３
２
５
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
４
７
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
９
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
４
０
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
１
１
．
２
㎥

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
　
開
店
時
刻
　
午
前
９
時

　
　
　
閉
店
時
刻
　
午
後
９
時
４
５
分

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　
３
箇
所

１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
６
時
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
５
年
７
月
６
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
１
丁
目
４
－
１
 

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
九
頭
竜
川
左
岸
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条

第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
５
月
８
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　

理
　
事
　
西
岡
　
得
雄
　
福
井
市
砂
子
田
町
１
８
－
１
３

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
越
前
中
部
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
客
土
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
越
前
中
部
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
区
画
整
理
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
越
前
中
部
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
農
業
用
用
排
水
施
設
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
条
例
第
４
５
号
）
第
３
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
屋
外
広
告
物
等
講
習
会
（
以
下
「
講
習
会
」
と
い
う
。
）
を
開
催
す
る
の
で
、
福
井
県
屋
外
広
告
物

条
例
施
行
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
５
４
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
３
１
条
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
講
習
会
の
日
時
お
よ
び
場
所

⑴
　
日
時

　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
の
午
前
１
０
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
お
よ
び
同
月
７
日
（
木
）
の
午

前
９
時
３
０
分
か
ら
午
後
３
時
３
０
分
ま
で
（
受
付
時
間
は
、
６
日
午
前
９
時
３
０
分
、
７
日
午
前

９
時
１
５
分
か
ら
）

⑵
　
場
所
福
井
市
下
馬
町
５
１
－
１
１

福
井
県
立
図
書
館
　
多
目
的
ホ
ー
ル

２
　
対
象
者

　
屋
外
広
告
業
の
経
営
者
お
よ
び
従
事
者
、
屋
外
広
告
業
を
営
も
う
と
す
る
者
な
ら
び
に
屋
外
広
告
物

の
管
理
者
お
よ
び
管
理
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者

３
　
定
員

　
　
５
０
名

４
　
講
習
課
程

⑴
　
屋
外
広
告
物
等
関
係
法
令

⑵
　
屋
外
広
告
物
の
表
示
方
法

⑶
　
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
設
置
方
法

５
　
規
則
第
３
２
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
講
習
課
程
の
一
部
免
除

　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
４
の
講
習
課
程
の
う
ち
⑶
屋
外
広
告
物
を
掲

出
す
る
物
件
の
設
置
方
法
を
免
除
す
る
。

⑴
　
建
築
士
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
２
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
士

⑵
　
電
気
工
事
士
法
（
昭
和
３
５
年
法
律
第
１
３
９
号
）
第
２
条
第
４
項
に
規
定
す
る
電
気
工
事
士

⑶
　
電
気
事
業
法
（
昭
和
３
９
年
法
律
第
１
７
０
号
）
第
４
４
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に

　
掲
げ
る
種
類
の
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

⑷
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
６
４
号
）
第
２
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
職
業
訓

　
練
指
導
員
免
許
（
免
許
職
種
が
帆
布
製
品
科
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
ま
た
は
同
法
第

　
２
２
条
（
第
２
６
条
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
修
了
証
書
（
訓
練
科
が
帆
布
製

　
品
製
造
科
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
た
者

６
　
申
込
方
法

　
屋
外
広
告
物
等
講
習
会
受
講
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
福
井
県
証
紙
（
３
，
５
０
０
円
に
相

当
す
る
も
の
）
を
貼
り
付
け
る
、
ま
た
は
、
電
子
納
付
に
よ
り
申
込
番
号
を
記
入
し
、
郵
送
す
る
こ
と

。
７
　
申
込
書
の
受
付
期
間

　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
ま
で
（
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も

の
に
限
り
、
受
け
付
け
る
。
な
お
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
け
を
締
め
切
る
。
）

８
　
申
込
書
の
配
布
場
所

　
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課
お
よ
び
福
井
県
内
の
市
町
の
屋
外
広
告
物
担
当
課

９
　
講
習
会
に
関
す
る
問
合
せ
先
お
よ
び
受
講
申
込
書
の
送
付
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
９
７
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
賃
貸
借
を
す
る
業
務
（
以
下
「
賃
貸
借
業
務
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

大
気
汚
染
常
時
監
視
自
動
測
定
機
賃
貸
借
契
約
一
式

・
硫
黄
酸
化
物
・
浮
遊
粒
子
状
物
質
計
　
　
測
定
機
：
４
台

・
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
計
　
測
定
機
：
３
台

・
炭
化
水
素
計
　
　
　
測
定
機
：
１
台

・
温
湿
度
計
　
　
　
　
測
定
機
：
１
台

⑵
　
賃
貸
借
業
務
の
内
容
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
大
気
汚
染
常
時
監
視
自
動
測
定
機
共
通
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」

　
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日

⑷
　
契
約
期
間

　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
４
年
２
月
２
９
日
ま
で
（
８
年
間
）

　
こ
の
場
合
に
、
福
井
県
に
お
い
て
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額
に
減
額
ま
た
は
削

除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑸
　
納
入
場
所

　
　
福
井
県
衛
生
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
三
国
局
ほ
か

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
ま
で
に

資
格
審
査
の
申
請
を
行
い
、
こ
の
入
札
に
係
る
特
定
調
達
契
約
の
締
結
の
日
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受

け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
全
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
係
る
賃
借
機
器
を
納
入
す
る
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

　
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
に
係
る
賃
借
機
器
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス

　
お
よ
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
お
よ
び
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
５
１

福
井
県
福
井
市
原
目
町
３
９
－
４

福
井
県
衛
生
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
　
管
理
室

電
話
　
０
７
７
６
－
５
４
－
５
６
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者
（

以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
入
札
説
明
書
別
紙
様
式
２
）
に
、
提
出
書
類
を
添
え
て

次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
期
限
ま
で
に
申
請
書
を
提
出
し
な
い
者
ま
た
は
確
認
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
こ
の
入
札
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
お
、
当
該
入
札
仕
様
書
等
の
内
容
に
つ
い
て
、
当
該
技
術
的
審
査
に
係
る

事
務
を
担
当
す
る
部
局
か
ら
説
明
ま
た
は
確
認
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

⑴
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
５
日
（
火
）
ま
で

⑵
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子

計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務

に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定

認
証
業
務
を
行
う
者
が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に

登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ

ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と
す
る
。

イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
持
参
ま
た
は
郵
便
等
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
便
等
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
、
配

達
記
録
の
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
す
る
こ
と
（
提
出
期
間
内
に
必
着
）
。

⑶
　
提
出
先

　
　
４
⑴
と
同
様
と
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
９
月
４
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
０
０
分
ま
で

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日
（
火
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
０
０
分
ま
で

⑶
　
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

　
　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
１
０
時
０
０
分

　
　
福
井
県
福
井
市
原
目
町
３
９
－
４

　
　
福
井
県
衛
生
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
　
所
長
室

７
　
入
札
方
法

ア
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額
は
、
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
４
年
２
月
２
９
日
ま
で
の
８
年

　
間
の
見
積
金
額
を
９
６
で
除
し
た
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
額
と
す
る
こ
と
。

イ
　
落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０
に

　
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

　
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ
び

　
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業
者
で
あ
る
か
免
税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望

　
月
額
（
８
年
間
の
見
積
金
額
を
９
６
で
除
し
た
額
）
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入

　
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
賃
貸
借
業
務
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入

札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
書
の
受
付
期
間

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
の
届
出
を
警
察
署
に
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
場
合
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領
の

　
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the product to be leased

・
A
m
bient SO

₂ SPM
 M
onitor 4set

・
A
m
bient O

x M
onitor 3set

・
A
m
bient H

C M
onitor 1set

・
T
em
perature hygrom

eter 1set
⑵
　
D
ate,T

im
e of Bidding

　
　
10:00 A

.M
. 6th Septem

ber 2023
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
29th February 2024

⑷
　
Period of contract

　
　
From

 day of contract to 29th February 2032
⑸
　
T
he place for delivery and Contact for notice

　
　
Fukui Prefectural Environm

ental Sanitation Research Center. 39-4 H
aram

e, Fukui 
　
City, Fukui prefecture,910-8551 Japan.
　
　
T
EL 0776-54-5630

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
森
田
店
 

福
井
県
福
井
市
石
盛
町
一
丁
目
１
９
０
１
番

ほ
か
６
筆

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
  

　
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役
　
横
山
　
英
昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
１
０
番
１
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
４
階

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

　
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役
　
横
山
　
英
昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
１
０
番
１
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
４
階

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
令
和
６
年
３
月
７
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
１
，
３
２
５
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
４
７
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
９
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
４
０
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
１
１
．
２
㎥

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
　
開
店
時
刻
　
午
前
９
時

　
　
　
閉
店
時
刻
　
午
後
９
時
４
５
分

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　
３
箇
所

１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
６
時
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
５
年
７
月
６
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
１
丁
目
４
－
１
 

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
九
頭
竜
川
左
岸
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条

第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
５
月
８
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　

理
　
事
　
西
岡
　
得
雄
　
福
井
市
砂
子
田
町
１
８
－
１
３

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
越
前
中
部
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
客
土
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
越
前
中
部
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
区
画
整
理
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
越
前
中
部
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
農
業
用
用
排
水
施
設
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
条
例
第
４
５
号
）
第
３
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
屋
外
広
告
物
等
講
習
会
（
以
下
「
講
習
会
」
と
い
う
。
）
を
開
催
す
る
の
で
、
福
井
県
屋
外
広
告
物

条
例
施
行
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
５
４
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
３
１
条
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
講
習
会
の
日
時
お
よ
び
場
所

⑴
　
日
時

　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
の
午
前
１
０
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
お
よ
び
同
月
７
日
（
木
）
の
午

前
９
時
３
０
分
か
ら
午
後
３
時
３
０
分
ま
で
（
受
付
時
間
は
、
６
日
午
前
９
時
３
０
分
、
７
日
午
前

９
時
１
５
分
か
ら
）

⑵
　
場
所
福
井
市
下
馬
町
５
１
－
１
１

福
井
県
立
図
書
館
　
多
目
的
ホ
ー
ル

２
　
対
象
者

　
屋
外
広
告
業
の
経
営
者
お
よ
び
従
事
者
、
屋
外
広
告
業
を
営
も
う
と
す
る
者
な
ら
び
に
屋
外
広
告
物

の
管
理
者
お
よ
び
管
理
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者

３
　
定
員

　
　
５
０
名

４
　
講
習
課
程

⑴
　
屋
外
広
告
物
等
関
係
法
令

⑵
　
屋
外
広
告
物
の
表
示
方
法

⑶
　
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
設
置
方
法

５
　
規
則
第
３
２
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
講
習
課
程
の
一
部
免
除

　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
４
の
講
習
課
程
の
う
ち
⑶
屋
外
広
告
物
を
掲

出
す
る
物
件
の
設
置
方
法
を
免
除
す
る
。

⑴
　
建
築
士
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
２
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
士

⑵
　
電
気
工
事
士
法
（
昭
和
３
５
年
法
律
第
１
３
９
号
）
第
２
条
第
４
項
に
規
定
す
る
電
気
工
事
士

⑶
　
電
気
事
業
法
（
昭
和
３
９
年
法
律
第
１
７
０
号
）
第
４
４
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に

　
掲
げ
る
種
類
の
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

⑷
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
６
４
号
）
第
２
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
職
業
訓

　
練
指
導
員
免
許
（
免
許
職
種
が
帆
布
製
品
科
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
ま
た
は
同
法
第

　
２
２
条
（
第
２
６
条
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
修
了
証
書
（
訓
練
科
が
帆
布
製

　
品
製
造
科
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
た
者

６
　
申
込
方
法

　
屋
外
広
告
物
等
講
習
会
受
講
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
福
井
県
証
紙
（
３
，
５
０
０
円
に
相

当
す
る
も
の
）
を
貼
り
付
け
る
、
ま
た
は
、
電
子
納
付
に
よ
り
申
込
番
号
を
記
入
し
、
郵
送
す
る
こ
と

。
７
　
申
込
書
の
受
付
期
間

　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
ま
で
（
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も

の
に
限
り
、
受
け
付
け
る
。
な
お
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
け
を
締
め
切
る
。
）

８
　
申
込
書
の
配
布
場
所

　
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課
お
よ
び
福
井
県
内
の
市
町
の
屋
外
広
告
物
担
当
課

９
　
講
習
会
に
関
す
る
問
合
せ
先
お
よ
び
受
講
申
込
書
の
送
付
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
９
７
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
賃
貸
借
を
す
る
業
務
（
以
下
「
賃
貸
借
業
務
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

大
気
汚
染
常
時
監
視
自
動
測
定
機
賃
貸
借
契
約
一
式

・
硫
黄
酸
化
物
・
浮
遊
粒
子
状
物
質
計
　
　
測
定
機
：
４
台

・
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
計
　
測
定
機
：
３
台

・
炭
化
水
素
計
　
　
　
測
定
機
：
１
台

・
温
湿
度
計
　
　
　
　
測
定
機
：
１
台

⑵
　
賃
貸
借
業
務
の
内
容
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
大
気
汚
染
常
時
監
視
自
動
測
定
機
共
通
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」

　
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日

⑷
　
契
約
期
間

　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
４
年
２
月
２
９
日
ま
で
（
８
年
間
）

　
こ
の
場
合
に
、
福
井
県
に
お
い
て
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額
に
減
額
ま
た
は
削

除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑸
　
納
入
場
所

　
　
福
井
県
衛
生
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
三
国
局
ほ
か

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
ま
で
に

資
格
審
査
の
申
請
を
行
い
、
こ
の
入
札
に
係
る
特
定
調
達
契
約
の
締
結
の
日
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受

け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
全
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
係
る
賃
借
機
器
を
納
入
す
る
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

　
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
に
係
る
賃
借
機
器
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス

　
お
よ
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
お
よ
び
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
５
１

福
井
県
福
井
市
原
目
町
３
９
－
４

福
井
県
衛
生
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
　
管
理
室

電
話
　
０
７
７
６
－
５
４
－
５
６
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者
（

以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
入
札
説
明
書
別
紙
様
式
２
）
に
、
提
出
書
類
を
添
え
て

次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
期
限
ま
で
に
申
請
書
を
提
出
し
な
い
者
ま
た
は
確
認
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
こ
の
入
札
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
お
、
当
該
入
札
仕
様
書
等
の
内
容
に
つ
い
て
、
当
該
技
術
的
審
査
に
係
る

事
務
を
担
当
す
る
部
局
か
ら
説
明
ま
た
は
確
認
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

⑴
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
５
日
（
火
）
ま
で

⑵
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子

計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務

に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定

認
証
業
務
を
行
う
者
が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に

登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ

ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と
す
る
。

イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
持
参
ま
た
は
郵
便
等
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
便
等
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
、
配

達
記
録
の
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
す
る
こ
と
（
提
出
期
間
内
に
必
着
）
。

⑶
　
提
出
先

　
　
４
⑴
と
同
様
と
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
９
月
４
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
０
０
分
ま
で

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日
（
火
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
０
０
分
ま
で

⑶
　
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

　
　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
１
０
時
０
０
分

　
　
福
井
県
福
井
市
原
目
町
３
９
－
４

　
　
福
井
県
衛
生
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
　
所
長
室

７
　
入
札
方
法

ア
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額
は
、
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
４
年
２
月
２
９
日
ま
で
の
８
年

　
間
の
見
積
金
額
を
９
６
で
除
し
た
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
額
と
す
る
こ
と
。

イ
　
落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０
に

　
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

　
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ
び

　
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業
者
で
あ
る
か
免
税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望

　
月
額
（
８
年
間
の
見
積
金
額
を
９
６
で
除
し
た
額
）
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入

　
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
賃
貸
借
業
務
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入

札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
書
の
受
付
期
間

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
の
届
出
を
警
察
署
に
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
場
合
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領
の

　
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the product to be leased

・
A
m
bient SO

₂ SPM
 M
onitor 4set

・
A
m
bient O

x M
onitor 3set

・
A
m
bient H

C M
onitor 1set

・
T
em
perature hygrom

eter 1set
⑵
　
D
ate,T

im
e of Bidding

　
　
10:00 A

.M
. 6th Septem

ber 2023
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
29th February 2024

⑷
　
Period of contract

　
　
From

 day of contract to 29th February 2032
⑸
　
T
he place for delivery and Contact for notice

　
　
Fukui Prefectural Environm

ental Sanitation Research Center. 39-4 H
aram

e, Fukui 
　
City, Fukui prefecture,910-8551 Japan.
　
　
T
EL 0776-54-5630

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
森
田
店
 

福
井
県
福
井
市
石
盛
町
一
丁
目
１
９
０
１
番

ほ
か
６
筆

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
  

　
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役
　
横
山
　
英
昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
１
０
番
１
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
４
階

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

　
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役
　
横
山
　
英
昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
１
０
番
１
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
４
階

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
令
和
６
年
３
月
７
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
１
，
３
２
５
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
４
７
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
９
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
４
０
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
１
１
．
２
㎥

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
　
開
店
時
刻
　
午
前
９
時

　
　
　
閉
店
時
刻
　
午
後
９
時
４
５
分

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　
３
箇
所

１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
６
時
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
５
年
７
月
６
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
１
丁
目
４
－
１
 

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
九
頭
竜
川
左
岸
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条

第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
５
月
８
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　

理
　
事
　
西
岡
　
得
雄
　
福
井
市
砂
子
田
町
１
８
－
１
３

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
越
前
中
部
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
客
土
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
越
前
中
部
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
区
画
整
理
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
越
前
中
部
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
農
業
用
用
排
水
施
設
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
条
例
第
４
５
号
）
第
３
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
屋
外
広
告
物
等
講
習
会
（
以
下
「
講
習
会
」
と
い
う
。
）
を
開
催
す
る
の
で
、
福
井
県
屋
外
広
告
物

条
例
施
行
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
５
４
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
３
１
条
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
講
習
会
の
日
時
お
よ
び
場
所

⑴
　
日
時

　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
の
午
前
１
０
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
お
よ
び
同
月
７
日
（
木
）
の
午

前
９
時
３
０
分
か
ら
午
後
３
時
３
０
分
ま
で
（
受
付
時
間
は
、
６
日
午
前
９
時
３
０
分
、
７
日
午
前

９
時
１
５
分
か
ら
）

⑵
　
場
所
福
井
市
下
馬
町
５
１
－
１
１

福
井
県
立
図
書
館
　
多
目
的
ホ
ー
ル

２
　
対
象
者

　
屋
外
広
告
業
の
経
営
者
お
よ
び
従
事
者
、
屋
外
広
告
業
を
営
も
う
と
す
る
者
な
ら
び
に
屋
外
広
告
物

の
管
理
者
お
よ
び
管
理
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者

３
　
定
員

　
　
５
０
名

４
　
講
習
課
程

⑴
　
屋
外
広
告
物
等
関
係
法
令

⑵
　
屋
外
広
告
物
の
表
示
方
法

⑶
　
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
設
置
方
法

５
　
規
則
第
３
２
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
講
習
課
程
の
一
部
免
除

　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
４
の
講
習
課
程
の
う
ち
⑶
屋
外
広
告
物
を
掲

出
す
る
物
件
の
設
置
方
法
を
免
除
す
る
。

⑴
　
建
築
士
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
２
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
士

⑵
　
電
気
工
事
士
法
（
昭
和
３
５
年
法
律
第
１
３
９
号
）
第
２
条
第
４
項
に
規
定
す
る
電
気
工
事
士

⑶
　
電
気
事
業
法
（
昭
和
３
９
年
法
律
第
１
７
０
号
）
第
４
４
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に

　
掲
げ
る
種
類
の
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

⑷
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
６
４
号
）
第
２
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
職
業
訓

　
練
指
導
員
免
許
（
免
許
職
種
が
帆
布
製
品
科
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
ま
た
は
同
法
第

　
２
２
条
（
第
２
６
条
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
修
了
証
書
（
訓
練
科
が
帆
布
製

　
品
製
造
科
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
た
者

６
　
申
込
方
法

　
屋
外
広
告
物
等
講
習
会
受
講
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
福
井
県
証
紙
（
３
，
５
０
０
円
に
相

当
す
る
も
の
）
を
貼
り
付
け
る
、
ま
た
は
、
電
子
納
付
に
よ
り
申
込
番
号
を
記
入
し
、
郵
送
す
る
こ
と

。
７
　
申
込
書
の
受
付
期
間

　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
ま
で
（
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も

の
に
限
り
、
受
け
付
け
る
。
な
お
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
け
を
締
め
切
る
。
）

８
　
申
込
書
の
配
布
場
所

　
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課
お
よ
び
福
井
県
内
の
市
町
の
屋
外
広
告
物
担
当
課

９
　
講
習
会
に
関
す
る
問
合
せ
先
お
よ
び
受
講
申
込
書
の
送
付
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
９
７
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
賃
貸
借
を
す
る
業
務
（
以
下
「
賃
貸
借
業
務
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

大
気
汚
染
常
時
監
視
自
動
測
定
機
賃
貸
借
契
約
一
式

・
硫
黄
酸
化
物
・
浮
遊
粒
子
状
物
質
計
　
　
測
定
機
：
４
台

・
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
計
　
測
定
機
：
３
台

・
炭
化
水
素
計
　
　
　
測
定
機
：
１
台

・
温
湿
度
計
　
　
　
　
測
定
機
：
１
台

⑵
　
賃
貸
借
業
務
の
内
容
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
大
気
汚
染
常
時
監
視
自
動
測
定
機
共
通
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」

　
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日

⑷
　
契
約
期
間

　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
４
年
２
月
２
９
日
ま
で
（
８
年
間
）

　
こ
の
場
合
に
、
福
井
県
に
お
い
て
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額
に
減
額
ま
た
は
削

除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑸
　
納
入
場
所

　
　
福
井
県
衛
生
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
三
国
局
ほ
か

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
ま
で
に

資
格
審
査
の
申
請
を
行
い
、
こ
の
入
札
に
係
る
特
定
調
達
契
約
の
締
結
の
日
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受

け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
全
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
係
る
賃
借
機
器
を
納
入
す
る
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

　
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
に
係
る
賃
借
機
器
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス

　
お
よ
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
お
よ
び
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
５
１

福
井
県
福
井
市
原
目
町
３
９
－
４

福
井
県
衛
生
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
　
管
理
室

電
話
　
０
７
７
６
－
５
４
－
５
６
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者
（

以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
入
札
説
明
書
別
紙
様
式
２
）
に
、
提
出
書
類
を
添
え
て

次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
期
限
ま
で
に
申
請
書
を
提
出
し
な
い
者
ま
た
は
確
認
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
こ
の
入
札
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
お
、
当
該
入
札
仕
様
書
等
の
内
容
に
つ
い
て
、
当
該
技
術
的
審
査
に
係
る

事
務
を
担
当
す
る
部
局
か
ら
説
明
ま
た
は
確
認
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

⑴
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
５
日
（
火
）
ま
で

⑵
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子

計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務

に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定

認
証
業
務
を
行
う
者
が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に

登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ

ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と
す
る
。

イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
持
参
ま
た
は
郵
便
等
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
便
等
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
、
配

達
記
録
の
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
す
る
こ
と
（
提
出
期
間
内
に
必
着
）
。

⑶
　
提
出
先

　
　
４
⑴
と
同
様
と
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
９
月
４
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
０
０
分
ま
で

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日
（
火
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
０
０
分
ま
で

⑶
　
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

　
　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
１
０
時
０
０
分

　
　
福
井
県
福
井
市
原
目
町
３
９
－
４

　
　
福
井
県
衛
生
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
　
所
長
室

７
　
入
札
方
法

ア
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額
は
、
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
４
年
２
月
２
９
日
ま
で
の
８
年

　
間
の
見
積
金
額
を
９
６
で
除
し
た
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
額
と
す
る
こ
と
。

イ
　
落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０
に

　
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

　
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ
び

　
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業
者
で
あ
る
か
免
税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望

　
月
額
（
８
年
間
の
見
積
金
額
を
９
６
で
除
し
た
額
）
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入

　
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
賃
貸
借
業
務
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入

札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
書
の
受
付
期
間

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
の
届
出
を
警
察
署
に
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
場
合
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領
の

　
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the product to be leased

・
A
m
bient SO

₂ SPM
 M
onitor 4set

・
A
m
bient O

x M
onitor 3set

・
A
m
bient H

C M
onitor 1set

・
T
em
perature hygrom

eter 1set
⑵
　
D
ate,T

im
e of Bidding

　
　
10:00 A

.M
. 6th Septem

ber 2023
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
29th February 2024

⑷
　
Period of contract

　
　
From

 day of contract to 29th February 2032
⑸
　
T
he place for delivery and Contact for notice

　
　
Fukui Prefectural Environm

ental Sanitation Research Center. 39-4 H
aram

e, Fukui 
　
City, Fukui prefecture,910-8551 Japan.
　
　
T
EL 0776-54-5630

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
森
田
店
 

福
井
県
福
井
市
石
盛
町
一
丁
目
１
９
０
１
番

ほ
か
６
筆

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
  

　
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役
　
横
山
　
英
昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
１
０
番
１
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
４
階

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

　
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役
　
横
山
　
英
昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
１
０
番
１
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
４
階

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
令
和
６
年
３
月
７
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
１
，
３
２
５
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
４
７
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
９
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
４
０
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
１
１
．
２
㎥

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
　
開
店
時
刻
　
午
前
９
時

　
　
　
閉
店
時
刻
　
午
後
９
時
４
５
分

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　
３
箇
所

１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
６
時
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
５
年
７
月
６
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
１
丁
目
４
－
１
 

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
九
頭
竜
川
左
岸
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条

第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
５
月
８
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　

理
　
事
　
西
岡
　
得
雄
　
福
井
市
砂
子
田
町
１
８
－
１
３

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
越
前
中
部
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
客
土
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
越
前
中
部
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
区
画
整
理
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
越
前
中
部
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
農
業
用
用
排
水
施
設
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
条
例
第
４
５
号
）
第
３
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
屋
外
広
告
物
等
講
習
会
（
以
下
「
講
習
会
」
と
い
う
。
）
を
開
催
す
る
の
で
、
福
井
県
屋
外
広
告
物

条
例
施
行
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
５
４
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
３
１
条
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
講
習
会
の
日
時
お
よ
び
場
所

⑴
　
日
時

　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
の
午
前
１
０
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
お
よ
び
同
月
７
日
（
木
）
の
午

前
９
時
３
０
分
か
ら
午
後
３
時
３
０
分
ま
で
（
受
付
時
間
は
、
６
日
午
前
９
時
３
０
分
、
７
日
午
前

９
時
１
５
分
か
ら
）

⑵
　
場
所
福
井
市
下
馬
町
５
１
－
１
１

福
井
県
立
図
書
館
　
多
目
的
ホ
ー
ル

２
　
対
象
者

　
屋
外
広
告
業
の
経
営
者
お
よ
び
従
事
者
、
屋
外
広
告
業
を
営
も
う
と
す
る
者
な
ら
び
に
屋
外
広
告
物

の
管
理
者
お
よ
び
管
理
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者

３
　
定
員

　
　
５
０
名

４
　
講
習
課
程

⑴
　
屋
外
広
告
物
等
関
係
法
令

⑵
　
屋
外
広
告
物
の
表
示
方
法

⑶
　
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
設
置
方
法

５
　
規
則
第
３
２
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
講
習
課
程
の
一
部
免
除

　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
４
の
講
習
課
程
の
う
ち
⑶
屋
外
広
告
物
を
掲

出
す
る
物
件
の
設
置
方
法
を
免
除
す
る
。

⑴
　
建
築
士
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
２
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
士

⑵
　
電
気
工
事
士
法
（
昭
和
３
５
年
法
律
第
１
３
９
号
）
第
２
条
第
４
項
に
規
定
す
る
電
気
工
事
士

⑶
　
電
気
事
業
法
（
昭
和
３
９
年
法
律
第
１
７
０
号
）
第
４
４
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に

　
掲
げ
る
種
類
の
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

⑷
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
６
４
号
）
第
２
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
職
業
訓

　
練
指
導
員
免
許
（
免
許
職
種
が
帆
布
製
品
科
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
ま
た
は
同
法
第

　
２
２
条
（
第
２
６
条
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
修
了
証
書
（
訓
練
科
が
帆
布
製

　
品
製
造
科
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
た
者

６
　
申
込
方
法

　
屋
外
広
告
物
等
講
習
会
受
講
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
福
井
県
証
紙
（
３
，
５
０
０
円
に
相

当
す
る
も
の
）
を
貼
り
付
け
る
、
ま
た
は
、
電
子
納
付
に
よ
り
申
込
番
号
を
記
入
し
、
郵
送
す
る
こ
と

。
７
　
申
込
書
の
受
付
期
間

　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
ま
で
（
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も

の
に
限
り
、
受
け
付
け
る
。
な
お
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
け
を
締
め
切
る
。
）

８
　
申
込
書
の
配
布
場
所

　
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課
お
よ
び
福
井
県
内
の
市
町
の
屋
外
広
告
物
担
当
課

９
　
講
習
会
に
関
す
る
問
合
せ
先
お
よ
び
受
講
申
込
書
の
送
付
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
９
７
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
賃
貸
借
を
す
る
業
務
（
以
下
「
賃
貸
借
業
務
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

大
気
汚
染
常
時
監
視
自
動
測
定
機
賃
貸
借
契
約
一
式

・
硫
黄
酸
化
物
・
浮
遊
粒
子
状
物
質
計
　
　
測
定
機
：
４
台

・
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
計
　
測
定
機
：
３
台

・
炭
化
水
素
計
　
　
　
測
定
機
：
１
台

・
温
湿
度
計
　
　
　
　
測
定
機
：
１
台

⑵
　
賃
貸
借
業
務
の
内
容
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
大
気
汚
染
常
時
監
視
自
動
測
定
機
共
通
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」

　
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日

⑷
　
契
約
期
間

　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
４
年
２
月
２
９
日
ま
で
（
８
年
間
）

　
こ
の
場
合
に
、
福
井
県
に
お
い
て
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額
に
減
額
ま
た
は
削

除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑸
　
納
入
場
所

　
　
福
井
県
衛
生
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
三
国
局
ほ
か

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
ま
で
に

資
格
審
査
の
申
請
を
行
い
、
こ
の
入
札
に
係
る
特
定
調
達
契
約
の
締
結
の
日
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受

け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
全
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
係
る
賃
借
機
器
を
納
入
す
る
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

　
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
に
係
る
賃
借
機
器
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス

　
お
よ
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
お
よ
び
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
５
１

福
井
県
福
井
市
原
目
町
３
９
－
４

福
井
県
衛
生
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
　
管
理
室

電
話
　
０
７
７
６
－
５
４
－
５
６
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者
（

以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
入
札
説
明
書
別
紙
様
式
２
）
に
、
提
出
書
類
を
添
え
て

次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
期
限
ま
で
に
申
請
書
を
提
出
し
な
い
者
ま
た
は
確
認
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
こ
の
入
札
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
お
、
当
該
入
札
仕
様
書
等
の
内
容
に
つ
い
て
、
当
該
技
術
的
審
査
に
係
る

事
務
を
担
当
す
る
部
局
か
ら
説
明
ま
た
は
確
認
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

⑴
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
５
日
（
火
）
ま
で

⑵
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子

計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務

に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定

認
証
業
務
を
行
う
者
が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に

登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ

ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と
す
る
。

イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
持
参
ま
た
は
郵
便
等
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
便
等
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
、
配

達
記
録
の
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
す
る
こ
と
（
提
出
期
間
内
に
必
着
）
。

⑶
　
提
出
先

　
　
４
⑴
と
同
様
と
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
９
月
４
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
０
０
分
ま
で

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日
（
火
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
０
０
分
ま
で

⑶
　
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

　
　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
１
０
時
０
０
分

　
　
福
井
県
福
井
市
原
目
町
３
９
－
４

　
　
福
井
県
衛
生
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
　
所
長
室

７
　
入
札
方
法

ア
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額
は
、
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
４
年
２
月
２
９
日
ま
で
の
８
年

　
間
の
見
積
金
額
を
９
６
で
除
し
た
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
額
と
す
る
こ
と
。

イ
　
落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０
に

　
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

　
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ
び

　
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業
者
で
あ
る
か
免
税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望

　
月
額
（
８
年
間
の
見
積
金
額
を
９
６
で
除
し
た
額
）
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入

　
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
賃
貸
借
業
務
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入

札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
書
の
受
付
期
間

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
の
届
出
を
警
察
署
に
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
場
合
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領
の

　
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the product to be leased

・
A
m
bient SO

₂ SPM
 M
onitor 4set

・
A
m
bient O

x M
onitor 3set

・
A
m
bient H

C M
onitor 1set

・
T
em
perature hygrom

eter 1set
⑵
　
D
ate,T

im
e of Bidding

　
　
10:00 A

.M
. 6th Septem

ber 2023
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
29th February 2024

⑷
　
Period of contract

　
　
From

 day of contract to 29th February 2032
⑸
　
T
he place for delivery and Contact for notice

　
　
Fukui Prefectural Environm

ental Sanitation Research Center. 39-4 H
aram

e, Fukui 
　
City, Fukui prefecture,910-8551 Japan.
　
　
T
EL 0776-54-5630

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
森
田
店
 

福
井
県
福
井
市
石
盛
町
一
丁
目
１
９
０
１
番

ほ
か
６
筆

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
  

　
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役
　
横
山
　
英
昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
１
０
番
１
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
４
階

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

　
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役
　
横
山
　
英
昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
１
０
番
１
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
４
階

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
令
和
６
年
３
月
７
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
１
，
３
２
５
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
４
７
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
９
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
４
０
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
１
１
．
２
㎥

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
　
開
店
時
刻
　
午
前
９
時

　
　
　
閉
店
時
刻
　
午
後
９
時
４
５
分

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　
３
箇
所

１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
６
時
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
５
年
７
月
６
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
１
丁
目
４
－
１
 

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
九
頭
竜
川
左
岸
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条

第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
５
月
８
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　

理
　
事
　
西
岡
　
得
雄
　
福
井
市
砂
子
田
町
１
８
－
１
３

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
越
前
中
部
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
客
土
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
越
前
中
部
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
区
画
整
理
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
越
前
中
部
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
農
業
用
用
排
水
施
設
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
条
例
第
４
５
号
）
第
３
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
屋
外
広
告
物
等
講
習
会
（
以
下
「
講
習
会
」
と
い
う
。
）
を
開
催
す
る
の
で
、
福
井
県
屋
外
広
告
物

条
例
施
行
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
５
４
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
３
１
条
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
講
習
会
の
日
時
お
よ
び
場
所

⑴
　
日
時

　
令
和
５
年
９
月
６
日
（
水
）
の
午
前
１
０
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
お
よ
び
同
月
７
日
（
木
）
の
午

前
９
時
３
０
分
か
ら
午
後
３
時
３
０
分
ま
で
（
受
付
時
間
は
、
６
日
午
前
９
時
３
０
分
、
７
日
午
前

９
時
１
５
分
か
ら
）

⑵
　
場
所
福
井
市
下
馬
町
５
１
－
１
１

福
井
県
立
図
書
館
　
多
目
的
ホ
ー
ル

２
　
対
象
者

　
屋
外
広
告
業
の
経
営
者
お
よ
び
従
事
者
、
屋
外
広
告
業
を
営
も
う
と
す
る
者
な
ら
び
に
屋
外
広
告
物

の
管
理
者
お
よ
び
管
理
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者

３
　
定
員

　
　
５
０
名

４
　
講
習
課
程

⑴
　
屋
外
広
告
物
等
関
係
法
令

⑵
　
屋
外
広
告
物
の
表
示
方
法

⑶
　
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
設
置
方
法

５
　
規
則
第
３
２
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
講
習
課
程
の
一
部
免
除

　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
４
の
講
習
課
程
の
う
ち
⑶
屋
外
広
告
物
を
掲

出
す
る
物
件
の
設
置
方
法
を
免
除
す
る
。

⑴
　
建
築
士
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
２
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
士

⑵
　
電
気
工
事
士
法
（
昭
和
３
５
年
法
律
第
１
３
９
号
）
第
２
条
第
４
項
に
規
定
す
る
電
気
工
事
士

⑶
　
電
気
事
業
法
（
昭
和
３
９
年
法
律
第
１
７
０
号
）
第
４
４
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に

　
掲
げ
る
種
類
の
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

⑷
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
６
４
号
）
第
２
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
職
業
訓

　
練
指
導
員
免
許
（
免
許
職
種
が
帆
布
製
品
科
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
ま
た
は
同
法
第

　
２
２
条
（
第
２
６
条
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
修
了
証
書
（
訓
練
科
が
帆
布
製

　
品
製
造
科
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
た
者

６
　
申
込
方
法

　
屋
外
広
告
物
等
講
習
会
受
講
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
福
井
県
証
紙
（
３
，
５
０
０
円
に
相

当
す
る
も
の
）
を
貼
り
付
け
る
、
ま
た
は
、
電
子
納
付
に
よ
り
申
込
番
号
を
記
入
し
、
郵
送
す
る
こ
と

。
７
　
申
込
書
の
受
付
期
間

　
令
和
５
年
７
月
２
５
日
（
火
）
か
ら
同
年
８
月
２
５
日
（
金
）
ま
で
（
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も

の
に
限
り
、
受
け
付
け
る
。
な
お
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
け
を
締
め
切
る
。
）

８
　
申
込
書
の
配
布
場
所

　
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課
お
よ
び
福
井
県
内
の
市
町
の
屋
外
広
告
物
担
当
課

９
　
講
習
会
に
関
す
る
問
合
せ
先
お
よ
び
受
講
申
込
書
の
送
付
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
９
７
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福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
８
６
号

　
警
備
業
法
（
昭
和
４
７
年
法
律
第
１
１
７
号
）
第
２
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
定
を
次
の
と
お
り
実

施
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
春
木
　
麻
紀
子

１
　
検
定
の
区
分
、
実
施
日
、
時
間
お
よ
び
場
所

⑴
　
検
定
の
区
分
、
実
施
日
お
よ
び
時
間

ア
　
学
科
試
験

　 イ
　
実
技
試
験

　
 

⑵
　
実
施
場
所

ア
　
学
科
試
験

　
　
福
井
県
福
井
市
宝
永
３
丁
目
８
番
１
号

　
　
福
井
県
警
察
本
部
葵
分
庁
舎
２
階
第
２
会
議
室

イ
　
実
技
試
験

　
　
福
井
県
越
前
市
余
田
町
第
２
号
１
番
地
１

　
　
福
井
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
丹
南
分
室

２
　
定
員

　
　
各
２
０
人

３
　
受
検
資
格

⑴
　
施
設
警
備
業
務
２
級

　
　
福
井
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
ま
た
は
福
井
県
内
の
営
業
所
に
所
属
す
る
警
備
員

⑵
　
施
設
警
備
業
務
１
級

人
事
委
員
会
規
則

　
⑴
 に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ア
　
施
設
警
備
業
務
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該

　
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
施
設
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年
以
上
あ
る
者

イ
　
福
井
県
公
安
委
員
会
が
、
ア
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
お
よ
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め

　
る
者

４
　
検
定
試
験
の
方
法
お
よ
び
内
容

　
学
科
試
験
お
よ
び
実
技
試
験
に
よ
り
行
う
。

　
た
だ
し
、
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。

⑴
　
施
設
警
備
業
務
１
級

ア
　
学
科
試
験

ア
　
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

イ
　
法
令
に
関
す
る
こ
と

ウ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と

エ
　
施
設
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

オ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る

　
こ
と

イ
　
実
技
試
験

ア
　
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と

イ
　
施
設
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

ウ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る

　
こ
と

⑵
　
施
設
警
備
業
務
２
級

ア
　
学
科
試
験

ア
　
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

イ
　
法
令
に
関
す
る
こ
と

ウ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と

エ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る

　
こ
と

イ
　
実
技
試
験

ア
　
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と

イ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る

　
こ
と

５
　
申
請
手
続
等

⑴
　
受
付
期
間

　
令
和
５
年
９
月
２
５
日
（
月
）
か
ら
同
年
９
月
２
９
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
０
時

ま
で
お
よ
び
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間

　
た
だ
し
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
を
終
了
す
る
。

⑵
　
検
定
申
請
書
等
の
提
出
先

　
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
検
定
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
住
所
地
ま
た
は
検
定
申
請

者
の
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

　
な
お
、
原
則
と
し
て
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
認
め
な

い
。

⑶
　
提
出
書
類
等

ア
　
検
定
申
請
書
　
１
通

イ
　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
、
縦
３
セ
ン
チ
メ

　
ー
ト
ル
、
横
２
．
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
撮
影
年
月
日
を
記

　
載
し
た
も
の
）
　
２
葉

ウ
　
検
定
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
住
所
地

　
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

エ
　
警
備
員
で
そ
の
者
が
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て

　
は
、
そ
の
者
が
当
該
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

オ
　
３
⑵
ア
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
施
設
警
備
業
務
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写

　
し
お
よ
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年
以
上
で

　
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
各
１
通

カ
　
３
⑵
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
疎
明
書
面
　
１
通

⑷
　
受
検
手
数
料

　
１
６
，
０
０
０
円
に
相
当
す
る
手
数
料
を
、
受
付
時
に
受
理
番
号
を
取
得
し
て
か
ら
納
入
す
る
こ

と
。
　
な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
検
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

６
　
そ
の
他

⑴
　
検
定
受
検
時
の
携
行
品

ア
　
学
科
試
験

　
・
　
筆
記
用
具

イ
　
実
技
試
験

　
・
　
筆
記
用
具

　
・
　
室
内
用
運
動
靴

⑵
　
受
検
票
の
交
付

　
　
受
検
票
は
、
学
科
試
験
当
日
の
受
付
時
に
交
付
す
る
。

７
　
検
定
に
関
す
る
問
合
せ
先

福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

電
話
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０
（
内
線
３
１
９
２
、
３
１
９
３
）
ま
た
は
各
警
察
署
生
活
安
全

課
（
係
）
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福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
８
６
号

　
警
備
業
法
（
昭
和
４
７
年
法
律
第
１
１
７
号
）
第
２
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
定
を
次
の
と
お
り
実

施
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
春
木
　
麻
紀
子

１
　
検
定
の
区
分
、
実
施
日
、
時
間
お
よ
び
場
所

⑴
　
検
定
の
区
分
、
実
施
日
お
よ
び
時
間

ア
　
学
科
試
験

　 イ
　
実
技
試
験

　
 

⑵
　
実
施
場
所

ア
　
学
科
試
験

　
　
福
井
県
福
井
市
宝
永
３
丁
目
８
番
１
号

　
　
福
井
県
警
察
本
部
葵
分
庁
舎
２
階
第
２
会
議
室

イ
　
実
技
試
験

　
　
福
井
県
越
前
市
余
田
町
第
２
号
１
番
地
１

　
　
福
井
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
丹
南
分
室

２
　
定
員

　
　
各
２
０
人

３
　
受
検
資
格

⑴
　
施
設
警
備
業
務
２
級

　
　
福
井
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
ま
た
は
福
井
県
内
の
営
業
所
に
所
属
す
る
警
備
員

⑵
　
施
設
警
備
業
務
１
級

公
安
委
員
会
告
示

　
⑴
 に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ア
　
施
設
警
備
業
務
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該

　
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
施
設
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年
以
上
あ
る
者

イ
　
福
井
県
公
安
委
員
会
が
、
ア
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
お
よ
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め

　
る
者

４
　
検
定
試
験
の
方
法
お
よ
び
内
容

　
学
科
試
験
お
よ
び
実
技
試
験
に
よ
り
行
う
。

　
た
だ
し
、
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。

⑴
　
施
設
警
備
業
務
１
級

ア
　
学
科
試
験

ア
　
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

イ
　
法
令
に
関
す
る
こ
と

ウ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と

エ
　
施
設
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

オ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る

　
こ
と

イ
　
実
技
試
験

ア
　
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と

イ
　
施
設
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

ウ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る

　
こ
と

⑵
　
施
設
警
備
業
務
２
級

ア
　
学
科
試
験

ア
　
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

イ
　
法
令
に
関
す
る
こ
と

ウ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と

エ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る

　
こ
と

イ
　
実
技
試
験

ア
　
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と

イ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る

　
こ
と

５
　
申
請
手
続
等

⑴
　
受
付
期
間

　
令
和
５
年
９
月
２
５
日
（
月
）
か
ら
同
年
９
月
２
９
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
０
時

ま
で
お
よ
び
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間

　
た
だ
し
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
を
終
了
す
る
。

⑵
　
検
定
申
請
書
等
の
提
出
先

　
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
検
定
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
住
所
地
ま
た
は
検
定
申
請

者
の
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

　
な
お
、
原
則
と
し
て
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
認
め
な

い
。

⑶
　
提
出
書
類
等

ア
　
検
定
申
請
書
　
１
通

イ
　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
、
縦
３
セ
ン
チ
メ

　
ー
ト
ル
、
横
２
．
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
撮
影
年
月
日
を
記

　
載
し
た
も
の
）
　
２
葉

ウ
　
検
定
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
住
所
地

　
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

エ
　
警
備
員
で
そ
の
者
が
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て

　
は
、
そ
の
者
が
当
該
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

オ
　
３
⑵
ア
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
施
設
警
備
業
務
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写

　
し
お
よ
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年
以
上
で

　
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
各
１
通

カ
　
３
⑵
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
疎
明
書
面
　
１
通

⑷
　
受
検
手
数
料

　
１
６
，
０
０
０
円
に
相
当
す
る
手
数
料
を
、
受
付
時
に
受
理
番
号
を
取
得
し
て
か
ら
納
入
す
る
こ

と
。
　
な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
検
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

６
　
そ
の
他

⑴
　
検
定
受
検
時
の
携
行
品

ア
　
学
科
試
験

　
・
　
筆
記
用
具

イ
　
実
技
試
験

　
・
　
筆
記
用
具

　
・
　
室
内
用
運
動
靴

⑵
　
受
検
票
の
交
付

　
　
受
検
票
は
、
学
科
試
験
当
日
の
受
付
時
に
交
付
す
る
。

７
　
検
定
に
関
す
る
問
合
せ
先

福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

電
話
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０
（
内
線
３
１
９
２
、
３
１
９
３
）
ま
た
は
各
警
察
署
生
活
安
全

課
（
係
）

検
定
の
区
分

施
設
警
備
業
務
１
級

施
設
警
備
業
務
２
級

午
前
９
時
３
０
分
か
ら

午
前
１
１
時
ま
で

午
後
２
時
か
ら

午
後
３
時
３
０
分
ま
で

令
和
５
年
１
０
月
２
４
日
（
火
）

実
施
日

実
施
時
間

検
定
の
区
分

施
設
警
備
業
務
１
級

施
設
警
備
業
務
２
級

午
後
１
時
か
ら

午
後
５
時
ま
で

午
前
８
時
３
０
分
か
ら

正
午
ま
で

令
和
５
年
１
１
月
１
６
日
（
木
）

実
施
日

実
施
時
間
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福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
８
６
号

　
警
備
業
法
（
昭
和
４
７
年
法
律
第
１
１
７
号
）
第
２
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
定
を
次
の
と
お
り
実

施
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
春
木
　
麻
紀
子

１
　
検
定
の
区
分
、
実
施
日
、
時
間
お
よ
び
場
所

⑴
　
検
定
の
区
分
、
実
施
日
お
よ
び
時
間

ア
　
学
科
試
験

　 イ
　
実
技
試
験

　
 

⑵
　
実
施
場
所

ア
　
学
科
試
験

　
　
福
井
県
福
井
市
宝
永
３
丁
目
８
番
１
号

　
　
福
井
県
警
察
本
部
葵
分
庁
舎
２
階
第
２
会
議
室

イ
　
実
技
試
験

　
　
福
井
県
越
前
市
余
田
町
第
２
号
１
番
地
１

　
　
福
井
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
丹
南
分
室

２
　
定
員

　
　
各
２
０
人

３
　
受
検
資
格

⑴
　
施
設
警
備
業
務
２
級

　
　
福
井
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
ま
た
は
福
井
県
内
の
営
業
所
に
所
属
す
る
警
備
員

⑵
　
施
設
警
備
業
務
１
級

　
土
地
収
用
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
１
９
号
）
第
４
５
条
の
２
の
規
定
に
基
づ
き
、
収
用
の
裁
決
手

続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
収
用
委
員
会

１
　
起
業
者
の
名
称

　
　
国
土
交
通
大
臣

２
　
事
業
の
種
類

　
　
一
級
河
川
九
頭
竜
川
水
系
足
羽
川
ダ
ム
建
設
工
事
お
よ
び
こ
れ
に
伴
う
県
道
付
替
工
事

３
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
お
よ
び
地
積
等

　
　
別
表
１
の
と
お
り

４
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所

　
　
別
表
１
の
と
お
り

５
　
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
お
よ
び
そ
の
権
利
の
種
類

　
　
別
表
１
の
と
お
り

６
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
２
日

収
用
委
員
会
公
告

　
⑴
 に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ア
　
施
設
警
備
業
務
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該

　
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
施
設
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年
以
上
あ
る
者

イ
　
福
井
県
公
安
委
員
会
が
、
ア
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
お
よ
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め

　
る
者

４
　
検
定
試
験
の
方
法
お
よ
び
内
容

　
学
科
試
験
お
よ
び
実
技
試
験
に
よ
り
行
う
。

　
た
だ
し
、
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。

⑴
　
施
設
警
備
業
務
１
級

ア
　
学
科
試
験

ア
　
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

イ
　
法
令
に
関
す
る
こ
と

ウ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と

エ
　
施
設
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

オ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る

　
こ
と

イ
　
実
技
試
験

ア
　
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と

イ
　
施
設
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

ウ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る

　
こ
と

⑵
　
施
設
警
備
業
務
２
級

ア
　
学
科
試
験

ア
　
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

イ
　
法
令
に
関
す
る
こ
と

ウ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と

エ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る

　
こ
と

イ
　
実
技
試
験

ア
　
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と

イ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る

　
こ
と

５
　
申
請
手
続
等

⑴
　
受
付
期
間

　
令
和
５
年
９
月
２
５
日
（
月
）
か
ら
同
年
９
月
２
９
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
０
時

ま
で
お
よ
び
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間

　
た
だ
し
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
を
終
了
す
る
。

⑵
　
検
定
申
請
書
等
の
提
出
先

　
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
検
定
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
住
所
地
ま
た
は
検
定
申
請

者
の
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

　
な
お
、
原
則
と
し
て
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
認
め
な

い
。

⑶
　
提
出
書
類
等

ア
　
検
定
申
請
書
　
１
通

イ
　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
、
縦
３
セ
ン
チ
メ

　
ー
ト
ル
、
横
２
．
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
撮
影
年
月
日
を
記

　
載
し
た
も
の
）
　
２
葉

ウ
　
検
定
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
住
所
地

　
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

エ
　
警
備
員
で
そ
の
者
が
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て

　
は
、
そ
の
者
が
当
該
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

オ
　
３
⑵
ア
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
施
設
警
備
業
務
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写

　
し
お
よ
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年
以
上
で

　
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
各
１
通

カ
　
３
⑵
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
疎
明
書
面
　
１
通

⑷
　
受
検
手
数
料

　
１
６
，
０
０
０
円
に
相
当
す
る
手
数
料
を
、
受
付
時
に
受
理
番
号
を
取
得
し
て
か
ら
納
入
す
る
こ

と
。
　
な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
検
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

６
　
そ
の
他

⑴
　
検
定
受
検
時
の
携
行
品

ア
　
学
科
試
験

　
・
　
筆
記
用
具

イ
　
実
技
試
験

　
・
　
筆
記
用
具

　
・
　
室
内
用
運
動
靴

⑵
　
受
検
票
の
交
付

　
　
受
検
票
は
、
学
科
試
験
当
日
の
受
付
時
に
交
付
す
る
。

７
　
検
定
に
関
す
る
問
合
せ
先

福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

電
話
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０
（
内
線
３
１
９
２
、
３
１
９
３
）
ま
た
は
各
警
察
署
生
活
安
全

課
（
係
）
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福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
８
６
号

　
警
備
業
法
（
昭
和
４
７
年
法
律
第
１
１
７
号
）
第
２
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
定
を
次
の
と
お
り
実

施
す
る
。

　
　
令
和
５
年
７
月
２
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
春
木
　
麻
紀
子

１
　
検
定
の
区
分
、
実
施
日
、
時
間
お
よ
び
場
所

⑴
　
検
定
の
区
分
、
実
施
日
お
よ
び
時
間

ア
　
学
科
試
験

　 イ
　
実
技
試
験

　
 

⑵
　
実
施
場
所

ア
　
学
科
試
験

　
　
福
井
県
福
井
市
宝
永
３
丁
目
８
番
１
号

　
　
福
井
県
警
察
本
部
葵
分
庁
舎
２
階
第
２
会
議
室

イ
　
実
技
試
験

　
　
福
井
県
越
前
市
余
田
町
第
２
号
１
番
地
１

　
　
福
井
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
丹
南
分
室

２
　
定
員

　
　
各
２
０
人

３
　
受
検
資
格

⑴
　
施
設
警
備
業
務
２
級

　
　
福
井
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
ま
た
は
福
井
県
内
の
営
業
所
に
所
属
す
る
警
備
員

⑵
　
施
設
警
備
業
務
１
級

　
⑴
 に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ア
　
施
設
警
備
業
務
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該

　
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
施
設
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年
以
上
あ
る
者

イ
　
福
井
県
公
安
委
員
会
が
、
ア
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
お
よ
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め

　
る
者

４
　
検
定
試
験
の
方
法
お
よ
び
内
容

　
学
科
試
験
お
よ
び
実
技
試
験
に
よ
り
行
う
。

　
た
だ
し
、
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。

⑴
　
施
設
警
備
業
務
１
級

ア
　
学
科
試
験

ア
　
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

イ
　
法
令
に
関
す
る
こ
と

ウ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と

エ
　
施
設
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

オ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る

　
こ
と

イ
　
実
技
試
験

ア
　
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と

イ
　
施
設
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

ウ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る

　
こ
と

⑵
　
施
設
警
備
業
務
２
級

ア
　
学
科
試
験

ア
　
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

イ
　
法
令
に
関
す
る
こ
と

ウ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と

エ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る

　
こ
と

イ
　
実
技
試
験

ア
　
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と

イ
　
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る

　
こ
と

５
　
申
請
手
続
等

⑴
　
受
付
期
間

　
令
和
５
年
９
月
２
５
日
（
月
）
か
ら
同
年
９
月
２
９
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
０
時

ま
で
お
よ
び
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間

　
た
だ
し
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
を
終
了
す
る
。

⑵
　
検
定
申
請
書
等
の
提
出
先

　
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
検
定
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
住
所
地
ま
た
は
検
定
申
請

者
の
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

　
な
お
、
原
則
と
し
て
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
認
め
な

い
。

⑶
　
提
出
書
類
等

ア
　
検
定
申
請
書
　
１
通

イ
　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
、
縦
３
セ
ン
チ
メ

　
ー
ト
ル
、
横
２
．
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
撮
影
年
月
日
を
記

　
載
し
た
も
の
）
　
２
葉

ウ
　
検
定
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
住
所
地

　
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

エ
　
警
備
員
で
そ
の
者
が
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て

　
は
、
そ
の
者
が
当
該
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

オ
　
３
⑵
ア
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
施
設
警
備
業
務
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写

　
し
お
よ
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年
以
上
で

　
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
各
１
通

カ
　
３
⑵
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
疎
明
書
面
　
１
通

⑷
　
受
検
手
数
料

　
１
６
，
０
０
０
円
に
相
当
す
る
手
数
料
を
、
受
付
時
に
受
理
番
号
を
取
得
し
て
か
ら
納
入
す
る
こ

と
。
　
な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
検
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

６
　
そ
の
他

⑴
　
検
定
受
検
時
の
携
行
品

ア
　
学
科
試
験

　
・
　
筆
記
用
具

イ
　
実
技
試
験

　
・
　
筆
記
用
具

　
・
　
室
内
用
運
動
靴

⑵
　
受
検
票
の
交
付

　
　
受
検
票
は
、
学
科
試
験
当
日
の
受
付
時
に
交
付
す
る
。

７
　
検
定
に
関
す
る
問
合
せ
先

福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

電
話
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０
（
内
線
３
１
９
２
、
３
１
９
３
）
ま
た
は
各
警
察
署
生
活
安
全

課
（
係
）

（
別
表
１
）

裁
決
手
続
開
始
を
決
定
す
る
土
地

土
地
所
有
者

所
在

福
井
県
今
立
郡

池
田
町
千
代
谷

84字
ス
バ
リ
イ

ジ
谷
堂
谷

地
番

5番
1

山
林

別
表
２
の
と
お
り

別
表
２
の
と
お
り

495
5,126.93

――

――

――

――

114.88

409.25

畑山
林

住
所

氏
名

住
所

氏
名

権
利
の

種
類

公
簿

現
況

地
　
目

公
簿

実
測

地
　
積
（
㎡
）

収
用
し
よ
う

と
す
る
土
地

の
面
積
(㎡
)

使
用
し
よ
う

と
す
る
土
地

の
面
積
(㎡
)

土
地
に
関
し
て
権
利
を

有
す
る
関
係
人
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（
別
表
２
）

氏
名

住
所

氏
名

住
所

※
登

記
上

の
表

記
と

異
な

る
場

合
の

み
　

括
弧

書
き

に
戸

籍
上

の
表

記
を

記
載

安
達
克
美

千
葉
県
茂
原
市
東
郷
1
2
3
9
番
地
1
1

安
達
才
右
ヱ
門

（
安
達
才
右
エ
門
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
第
1
5
号
1
0
番
地

5
,
1
4
5
,
9
4
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
（

付
記

１
）

山
田
道
治

福
井
県
越
前
市
朽
飯
町
第
1
5
号
1
9
番
地
１
　
市
営
住
宅
Ｃ
棟
１
号

岩
崎
与
三
右
ヱ
門

（
岩
﨑
與
三
右
エ
門
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
5
号
2
4
番
地

1
,
0
2
9
,
1
8
8
,
1
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
﨑
洋
一
郎

静
岡
県
静
岡
市
清
水
区
北
矢
部
9
0
2
番
地
の
４

同
上

同
上

5
1
4
,
5
9
4
,
0
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

伊
　
則
子

福
井
県
福
井
市
田
原
１
丁
目
８
番
1
1
号

同
上

同
上

5
1
4
,
5
9
4
,
0
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

有
城
富
美
子

福
井
県
福
井
市
豊
岡
２
丁
目
８
番
2
2
号

同
上

同
上

1
,
0
2
9
,
1
8
8
,
1
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

西
村
恵
美
子

福
井
県
福
井
市
東
大
味
町
第
3
2
号
８
番
地

同
上

同
上

1
,
0
2
9
,
1
8
8
,
1
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
﨑
重
義

福
井
県
福
井
市
志
津
が
丘
１
丁
目
1
3
5
番
地

同
上

同
上

1
,
0
2
9
,
1
8
8
,
1
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
岩
崎
与
三
右
ヱ
門
　
法
定
相
続
人

岩
﨑

福
井
県
福
井
市
花
堂
中
１
丁
目
１
番
1
0
号

岩
﨑

福
井
県
福
井
市
花
堂
中
一
丁
目
１
番
1
0
号

5
,
1
4
5
,
9
4
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
達
信
行

神
奈
川
県
横
浜
市
港
北
区
師
岡
町
5
3
6
番
地

安
達
曽
平

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
6
号
2
4
番
地

6
4
3
,
2
4
2
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
達
康
範

福
島
県
い
わ
き
市
小
川
町
下
小
川
字
八
幡
林
３
番
地

同
上

同
上

6
4
,
3
2
4
,
2
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
（

付
記

２
）

伴
藤
真
奈
美

福
井
県
あ
わ
ら
市
舟
津
第
1
4
号
2
6
番
地

同
上

同
上

6
4
,
3
2
4
,
2
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
（

付
記

３
）

田
畑
勢
津
子

福
井
県
鯖
江
市
丸
山
町
１
丁
目
４
番
９
号

同
上

同
上

1
2
8
,
6
4
8
,
5
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

上
嶋
み
ち
子

福
井
県
鯖
江
市
住
吉
町
２
丁
目
1
4
番
５
号

同
上

同
上

1
2
8
,
6
4
8
,
5
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

福
井
県
福
井
市
種
池
１
丁
目
1
3
0
1
番
地

同
上

同
上

1
2
8
,
6
4
8
,
5
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

下
喜
恵
子

石
川
県
小
松
市
城
北
町
1
8
4
番
地

同
上

同
上

1
2
8
,
6
4
8
,
5
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

嶋
田
多
津
子

福
井
県
越
前
市
横
市
町
第
3
0
号
1
9
番
地
　
小
栁
　
元
一
方

同
上

同
上

6
4
3
,
2
4
2
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
（

付
記

４
）

小
林
由
美
子

福
井
県
福
井
市
春
日
１
丁
目
1
6
番
７
号

同
上

同
上

2
1
4
,
4
1
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

渡
邉
ひ
ろ
み

福
井
県
丹
生
郡
越
前
町
下
糸
生
第
1
7
号
３
番
地

同
上

同
上

2
1
4
,
4
1
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
﨑
雅
信

福
井
県
敦
賀
市
若
葉
町
２
丁
目
8
5
5
番
地

同
上

同
上

2
1
4
,
4
1
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

福
井
県
福
井
市
江
守
の
里
２
丁
目
7
0
3
番
地

同
上

同
上

6
4
3
,
2
4
2
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
達
昌
良

福
井
県
福
井
市
篠
尾
町
第
9
6
号
1
1
7
番
地

同
上

同
上

6
4
3
,
2
4
2
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

松
田
幸
江

福
井
県
鯖
江
市
幸
町
１
丁
目
３
番
1
4
号

同
上

同
上

6
4
3
,
2
4
2
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

塩
見
和
美

奈
良
県
生
駒
市
東
生
駒
２
丁
目
2
0
7
番
地
１
　
コ
ー
ト
 
Ａ
-
2
1
0

同
上

同
上

2
1
4
,
4
1
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
中
久
一

静
岡
県
浜
松
市
中
区
和
地
山
一
丁
目
８
番
1
4
号

同
上

同
上

2
1
4
,
4
1
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

林
敏
美

福
井
県
福
井
市
竹
生
町
第
3
4
号
２
番
地

同
上

同
上

2
1
4
,
4
1
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
安
達
曽
平
　
法
定
相
続
人

村
本
幸
治

愛
知
県
名
古
屋
市
港
区
宝
神
町
字
敷
地
7
6
2
番
地
の
6
3

岩
崎
吉
左
ヱ
門

（
岩
﨑
吉
左
衛
門
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
5
号
1
4
番
地

3
9
5
,
8
4
1
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

東
寛
子

福
井
県
南
条
郡
南
越
前
町
日
野
１
番
地
の
1
0
5

同
上

同
上

3
9
,
5
8
4
,
1
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

髙
山
和
美

福
井
県
福
井
市
引
目
町
第
1
9
号
４
番
地
3
5

同
上

同
上

1
9
,
7
9
2
,
0
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

東
宏
行

福
井
県
南
条
郡
南
越
前
町
日
野
１
番
地
の
1
0
5

同
上

同
上

1
9
,
7
9
2
,
0
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

北
野
妙
子

福
井
県
越
前
市
富
士
見
が
丘
一
丁
目
１
番
地
の
３

同
上

同
上

7
9
,
1
6
8
,
3
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

丸
岡
茂
男

和
歌
山
県
橋
本
市
高
野
口
町
伏
原
1
2
3
9
番
地
の
２

同
上

同
上

3
9
,
5
8
4
,
1
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

吉
田
里
美

和
歌
山
県
橋
本
市
柏
原
4
5
4
番
地
の
１
 
 
ヴ
ェ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
ゲ
ル
2
0
2

同
上

同
上

3
9
,
5
8
4
,
1
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

木
下
礼
子

福
井
県
越
前
市
四
郎
丸
町
第
3
1
号
４
番
地
の
1
2

同
上

同
上

7
9
,
1
6
8
,
3
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

川
﨑
加
代
子

福
井
県
鯖
江
市
糺
町
第
2
9
号
８
番
地
2
0

同
上

同
上

7
9
,
1
6
8
,
3
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

南
部
壽
毅

福
井
県
越
前
市
畷
町
第
３
号
６
番
地
の
２

同
上

同
上

1
0
7
,
2
0
7
,
1
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

南
部
從
道

福
井
県
越
前
市
松
森
町
第
2
4
号
2
3
番
地

同
上

同
上

1
0
7
,
2
0
7
,
1
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

南
部
則
子

福
井
県
越
前
市
妙
法
寺
町
5
9
9
番
地

同
上

同
上

7
4
,
2
2
0
,
3
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

板
村
愼
一

福
井
県
越
前
市
吾
妻
町
５
番
７
号

同
上

同
上

5
3
,
6
0
3
,
5
5
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

板
村
真
貴
子

福
井
県
越
前
市
吾
妻
町
５
番
７
号

同
上

同
上

2
6
,
8
0
1
,
7
7
5

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

板
村
理
惠
子

東
京
都
北
区
岸
町
１
丁
目
３
番
５
-
6
0
2
号
 
キ
ョ
ウ
ワ
フ
ラ
ッ
ツ
王
子

同
上

同
上

2
6
,
8
0
1
,
7
7
5

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

世
継
壽
子

福
井
県
南
条
郡
南
越
前
町
西
大
道
第
3
4
号
３
番
地
の
３

同
上

同
上

3
2
,
9
8
6
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

世
継
博
子

福
井
県
南
条
郡
南
越
前
町
西
大
道
第
2
5
号
7
6
番
地

同
上

同
上

1
6
,
4
9
3
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

世
継
泰
人

福
井
県
南
条
郡
南
越
前
町
西
大
道
第
3
4
号
３
番
地
の
３

同
上

同
上

1
6
,
4
9
3
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

世
継
成
之

福
井
県
福
井
市
下
荒
井
町
第
６
号
2
0
6
番
地

同
上

同
上

6
5
,
9
7
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

野
﨑
　
美

福
井
県
南
条
郡
南
越
前
町
西
大
道
第
1
9
号
４
番
地

同
上

同
上

6
5
,
9
7
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

世
継
幸
三

福
井
県
丹
生
郡
越
前
町
上
川
去
第
4
6
号
１
番
地
4
2

同
上

同
上

6
5
,
9
7
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

世
継
美
智
子

福
井
県
越
前
市
四
郎
丸
町
第
5
8
号
６
番
地
の
１

同
上

同
上

6
5
,
9
7
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

中
山
の
ぶ
子

福
井
県
越
前
市
広
瀬
町
第
1
0
7
号
5
2
番
地
の
１

同
上

同
上

6
5
,
9
7
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

（
亡
）
池
田
了
一

相
続
人
不
存
在
（
相
続
人
全
員
が
相
続
放
棄
の
た
め
）

同
上

同
上

3
9
5
,
8
4
1
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

摘
要

所
有
者

登
記
名
義
人

共
有

持
分

（
全

体
）

隆
隆

英逸
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※
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記
上

の
表

記
と

異
な

る
場

合
の

み
　

括
弧

書
き

に
戸

籍
上

の
表

記
を

記
載

摘
要

所
有
者

登
記
名
義
人

共
有

持
分

（
全

体
）

北
出
眞
知
子

福
井
県
福
井
市
高
木
１
丁
目
3
0
9
番
地
４

同
上

同
上

1
9
7
,
9
2
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

服
部
悦
子

3
2
5
 
Ｖ
Ａ
Ｌ
Ｌ
Ｅ
Ｊ
Ｏ
 
Ｓ
Ｔ
,
 
Ｃ
Ｒ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
Ｅ
Ｔ
Ｔ
,
 
Ｃ
Ａ
 
9
4
5
2
5
 
Ｕ
Ｓ
Ａ

同
上

同
上

1
9
7
,
9
2
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

南
部
祐
介

神
奈
川
県
横
浜
市
鶴
見
区
矢
向
一
丁
目
８
番
1
6
号
　
第
２
ミ
キ
ハ
イ
ツ
2
0
3
号
室

同
上

同
上

3
0
7
,
8
7
6
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

坂
井
真
也

栃
木
県
栃
木
市
藤
岡
町
藤
岡
5
1
8
4
番
地
１

同
上

同
上

4
3
,
9
8
2
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

菅
原
大
地

宮
城
県
栗
原
市
栗
駒
八
幡
新
田
3
2
番
地
４

同
上

同
上

4
3
,
9
8
2
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

根
本
悦
子

茨
城
県
稲
敷
市
市
崎
3
9
7
番
地
１

同
上

同
上

4
3
,
9
8
2
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

古
賀
伸
子

北
海
道
滝
川
市
滝
の
川
町
東
２
丁
目
1
6
番
３
-
1
0
3
1
号
　
滝
の
川
団
地

同
上

同
上

4
3
,
9
8
2
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

今
村
智
子

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
３
丁
目
1
1
番
３
号

同
上

同
上

4
3
,
9
8
2
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

横
濵
和
範

埼
玉
県
草
加
市
松
江
１
丁
目
５
番
4
7
-
3
0
3
号

同
上

同
上

1
3
1
,
9
4
7
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
口
実
花

埼
玉
県
草
加
市
松
江
１
丁
目
５
番
4
7
-
1
0
1
号

同
上

同
上

1
3
1
,
9
4
7
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

津
田
敬
介

福
井
県
越
前
市
四
郎
丸
町
第
5
9
号
４
番
地
の
１

同
上

同
上

3
9
5
,
8
4
1
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

津
田
純
一
郎

福
井
県
越
前
市
四
郎
丸
町
第
5
9
号
４
番
地
の
１

同
上

同
上

3
9
5
,
8
4
1
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

小
林
麻
依

大
阪
府
吹
田
市
岸
部
中
１
丁
目
８
番
1
5
-
3
0
4
号

同
上

同
上

6
5
,
9
7
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

小
林
恵
三

大
阪
府
豊
中
市
大
島
町
１
丁
目
８
番
2
4
号

同
上

同
上

6
5
,
9
7
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

三
木
直
美

大
阪
府
寝
屋
川
市
八
坂
町
2
6
番
3
5
号

同
上

同
上

1
3
1
,
9
4
7
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

坂
川
幸
市

大
阪
府
枚
方
市
宮
之
阪
１
丁
目
５
番
３
-
1
0
2
号

同
上

同
上

1
3
1
,
9
4
7
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

塚
﨑
和
彦

福
井
県
福
井
市
中
野
２
丁
目
1
7
0
1
番
地
1
1

同
上

同
上

1
9
7
,
9
2
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

（
亡
）
木
下
大
介

相
続
人
不
存
在
（
相
続
人
全
員
が
相
続
放
棄
の
た
め
）

同
上

同
上

1
9
7
,
9
2
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

佐
々
木
麻
里

福
井
県
越
前
市
国
府
一
丁
目
３
番
2
3
号

同
上

同
上

3
9
5
,
8
4
1
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
岩
崎
吉
左
ヱ
門
　
法
定
相
続
人

安
達
伊
晃

福
井
県
福
井
市
三
郎
丸
町
第
2
6
号
５
番
地
８

安
達
徳
子

(
安
達
德
子
)

福
井
県
福
井
市
三
郎
丸
町
第
2
6
号
５
番
地
の
８

1
,
2
8
6
,
4
8
5
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
達
真
由
美

福
井
県
福
井
市
三
郎
丸
町
第
2
6
号
５
番
地
８

同
上

同
上

1
,
2
8
6
,
4
8
5
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
（

付
記

５
）

※
以
上
、
亡
　
安
達
徳
子
　
法
定
相
続
人

安
達
真
由
美

福
井
県
福
井
市
三
郎
丸
町
第
2
6
号
５
番
地
８

安
達
真
由
美

福
井
県
福
井
市
三
郎
丸
町
第
2
6
号
５
番
地
の
８

2
,
5
7
2
,
9
7
0
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
（

付
記

５
）

安
達
昌
人

東
京
都
足
立
区
栗
原
四
丁
目
４
番
2
9
号

安
達
彦
太
夫

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
5
号
2
1
番
地

5
,
1
4
5
,
9
4
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
達
勇
二

福
井
県
福
井
市
引
目
町
第
９
号
4
1
8
番
地

安
達
勇
助

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
5
号
2
3
番
地

5
,
1
4
5
,
9
4
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

野
路
眞
子

福
井
県
福
井
市
下
細
江
町
第
2
0
号
1
2
番
地

岩
崎
久
松

（
岩
﨑
久
松
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
5
号
2
8
番
地

2
0
5
,
8
3
7
,
6
3
2

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

清
水
カ
ヨ
子

福
井
県
福
井
市
大
島
町
堂
畑
3
0
4
番
地
３

同
上

同
上

2
0
5
,
8
3
7
,
6
3
2

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

藪
下
秋
美

福
井
県
福
井
市
円
成
寺
町
第
８
号
７
番
地
１

同
上

同
上

2
0
5
,
8
3
7
,
6
3
2

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

山
口
す
ゑ
子

福
井
県
福
井
市
舞
屋
町
第
１
号
８
番
地
3
0

同
上

同
上

2
0
5
,
8
3
7
,
6
3
2

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

武
藤
久
美
子

福
井
県
福
井
市
大
島
町
堂
畑
3
0
4
番
地
３

同
上

同
上

2
0
5
,
8
3
7
,
6
3
2

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
達
多
美
子

福
井
県
あ
わ
ら
市
二
面
第
3
4
号
4
2
番
地
１

同
上

同
上

3
4
3
,
0
6
2
,
7
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
達
秀
子

福
井
県
福
井
市
西
開
発
３
丁
目
3
1
3
番
地
　
ハ
イ
ム
野
坂
2
0
6
号

同
上

同
上

3
4
3
,
0
6
2
,
7
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
達
良
雄

福
井
県
福
井
市
志
津
が
丘
３
丁
目
1
8
2
番
地

同
上

同
上

3
4
3
,
0
6
2
,
7
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

海
賀
峰
子

滋
賀
県
彦
根
市
高
宮
町
1
2
5
6
番
地
2
3

同
上

同
上

1
,
3
7
2
,
2
5
0
,
8
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

小
杉
柳
子

京
都
府
京
都
市
北
区
大
北
山
原
谷
乾
町
3
8
番
地
の
2
1

同
上

同
上

3
4
3
,
0
6
2
,
7
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

中
村
英
子

熊
本
県
熊
本
市
中
央
区
本
山
２
丁
目
４
番
1
8
号
　
Ｋ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｄ
Ｏ
本
山
4
0
2

同
上

同
上

3
4
3
,
0
6
2
,
7
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

中
川
ひ
と
み

京
都
府
南
丹
市
八
木
町
八
木
上
野
1
9
番
地
４

同
上

同
上

5
1
4
,
5
9
4
,
0
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
（

付
記

６
）

安
達
正
尚

福
井
県
福
井
市
東
郷
二
ケ
町
第
1
1
号
１
番
地
2
9

同
上

同
上

5
1
4
,
5
9
4
,
0
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
（

付
記

７
）

※
以
上
、
亡
　
岩
崎
久
松
　
法
定
相
続
人

岩
﨑
尚
也

大
阪
府
河
内
長
野
市
喜
多
町
2
5
6
番
地
の
1
0

岩
崎
吉
兵
衛

（
岩
﨑
吉
兵
衞
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
5
号
3
2
番
地

5
,
1
4
5
,
9
4
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

澤
口
ひ
ろ
子

北
海
道
広
尾
郡
広
尾
町
丸
山
通
南
７
丁
目
１
番
地
の
３

岩
崎
吉
与
門

（
岩
﨑
吉
與
門
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
6
号
５
番
地

2
,
5
7
2
,
9
7
0
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

外
﨑
美
穂

北
海
道
広
尾
郡
広
尾
町
丸
山
通
北
７
丁
目
１
番
地
1
3

同
上

同
上

8
5
7
,
6
5
6
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

澤
口
真
也

北
海
道
沙
流
郡
日
高
町
富
川
東
５
丁
目
３
番
1
2
号

同
上

同
上

8
5
7
,
6
5
6
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

加
藤
里
美

北
海
道
日
高
郡
新
ひ
だ
か
町
静
内
清
水
丘
9
2
番
地
の
3
9

同
上

同
上

8
5
7
,
6
5
6
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
岩
崎
吉
与
門
　
法
定
相
続
人

藪
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氏
名

住
所

氏
名

住
所

※
登

記
上

の
表

記
と

異
な

る
場

合
の

み
　

括
弧

書
き

に
戸

籍
上

の
表

記
を

記
載

摘
要

所
有
者

登
記
名
義
人

共
有

持
分

（
全

体
）

安
達
克
美

千
葉
県
茂
原
市
東
郷
1
2
3
9
番
地
1
1

岩
崎
為
吉

（
岩
﨑
為
吉
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
6
号
６
番
地

1
,
7
1
5
,
3
1
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
（

付
記

１
）

下
村
直
美

北
海
道
旭
川
市
豊
岡
９
条
４
丁
目
３
番
８
号

同
上

同
上

8
5
7
,
6
5
6
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

宮
口
雅
代

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
2
6
条
西
1
2
丁
目
１
番
２
-
2
0
4
号

同
上

同
上

8
5
7
,
6
5
6
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

加
藤
怜
子

北
海
道
札
幌
市
豊
平
区
西
岡
２
条
1
0
丁
目
３
番
５
号

同
上

同
上

8
5
7
,
6
5
6
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

加
藤
智
子

北
海
道
札
幌
市
豊
平
区
西
岡
２
条
1
0
丁
目
３
番
５
号

同
上

同
上

8
5
7
,
6
5
6
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
岩
崎
為
吉
　
法
定
相
続
人

中
川
ひ
と
み

京
都
府
南
丹
市
八
木
町
八
木
上
野
1
9
番
地
４

安
達
彦
左
ヱ
門

（
安
達
彦
左
エ
門
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
6
号
７
番
地

2
,
5
7
2
,
9
7
0
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
（

付
記

６
）

安
達
正
尚

福
井
県
福
井
市
東
郷
二
ケ
町
第
1
1
号
１
番
地
2
9

同
上

同
上

2
,
5
7
2
,
9
7
0
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
（

付
記

７
）

※
以
上
、
亡
　
安
達
彦
左
ヱ
門
　
法
定
相
続
人

岩
﨑
照
子

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
松
ヶ
谷
第
1
4
号
3
0
番
地
１

岸
本
稲
吉

（
改
名
後
：
岸
本
冶
助
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
6
号
９
番
地

1
,
2
8
6
,
4
8
5
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

笠
川
香

福
井
県
勝
山
市
滝
波
町
３
丁
目
1
1
0
8
番
地
１

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

藤
山
裕
子

大
阪
府
大
阪
市
住
吉
区
墨
江
２
丁
目
４
番
1
3
号

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岸
本
英
明

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
松
ヶ
谷
第
2
号
2
7
番
地
1

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

平
鍋
み
つ
子

京
都
府
京
都
市
山
科
区
大
宅
中
小
路
町
4
3
番
地
1
9

同
上

同
上

1
,
2
8
6
,
4
8
5
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岸
本
一
視

神
奈
川
県
相
模
原
市
緑
区
橋
本
６
丁
目
２
番
３
-
1
9
1
1
号

同
上

同
上

1
,
2
8
6
,
4
8
5
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
岸
本
稲
吉
　
法
定
相
続
人

太
田
弘
志

北
海
道
札
幌
市
手
稲
区
西
宮
の
沢
３
条
３
丁
目
６
番
1
0
-
1
0
2
号

岸
本
善
平

（
岸
本
善
兵
衞
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
6
号
1
1
番
地

1
7
1
,
5
3
1
,
3
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

生
枝
豊
志

北
海
道
美
唄
市
東
３
条
北
４
丁
目
３
番
1
8
号

同
上

同
上

1
7
1
,
5
3
1
,
3
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

古
賀
香
代
子

神
奈
川
県
伊
勢
原
市
東
成
瀬
4
6
番
地
の
２
　
1
5
-
2
0
6

同
上

同
上

1
7
1
,
5
3
1
,
3
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

生
枝
和
利

北
海
道
美
唄
市
字
美
唄
1
4
9
3
番
地
1
8
2
（
沼
の
内
町
南
）

同
上

同
上

1
7
1
,
5
3
1
,
3
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

生
枝
照
章

北
海
道
札
幌
市
手
稲
区
前
田
１
条
７
丁
目
７
番
６
号

同
上

同
上

1
7
1
,
5
3
1
,
3
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岸
本
隆
司

北
海
道
美
唄
市
字
カ
ー
ウ
シ
ュ
ナ
イ
6
4
9
番
地
の
1
1
　
（
光
珠
内
町
下
中
の
沢
）

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

中
村
知
子

北
海
道
札
幌
市
西
区
西
野
１
条
３
丁
目
４
番
５
-
5
0
3
号

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岸
本
敦
彦

群
馬
県
館
林
市
小
桑
原
町
8
4
7
番
地
の
1
6

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岸
本
邦
彦

群
馬
県
高
崎
市
八
幡
町
1
2
1
8
番
地
３

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

山
下
宏

愛
知
県
春
日
井
市
篠
木
町
６
丁
目
2
4
9
2
番
地
5
2

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

神
谷
洋
子

愛
知
県
春
日
井
市
高
蔵
寺
町
北
４
丁
目
１
番
地
８
　
エ
ス
ポ
ア
高
蔵
寺
1
0
0
4
号

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岸
本
澄
子

北
海
道
札
幌
市
西
区
発
寒
1
5
条
１
丁
目
1
1
番
1
9
号

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岸
本
薫

北
海
道
札
幌
市
北
区
北
3
6
条
西
７
丁
目
２
番
1
3
-
3
0
3
号

同
上

同
上

2
1
4
,
4
1
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岸
本
佳
久

北
海
道
札
幌
市
西
区
発
寒
1
5
条
１
丁
目
1
1
番
1
9
号

同
上

同
上

2
1
4
,
4
1
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岸
本
守

北
海
道
空
知
郡
奈
井
江
町
字
奈
井
江
1
1
番
地
9
8

同
上

同
上

8
5
7
,
6
5
6
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
岸
本
善
平
　
法
定
相
続
人

岩
﨑
義
憲

茨
城
県
常
陸
大
宮
市
田
子
内
町
3
2
1
7
番
地
の
2
2

岩
崎
甚
太
夫

（
岩
﨑
甚
太
夫
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
6
号
1
2
番
地

8
0
,
4
0
5
,
3
2
5

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

千
葉
由
美
子

群
馬
県
伊
勢
崎
市
連
取
町
3
0
9
0
番
地
４

同
上

同
上

8
0
,
4
0
5
,
3
2
5

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
﨑
光
則

埼
玉
県
川
越
市
む
さ
し
野
南
2
5
番
地
１

同
上

同
上

8
0
,
4
0
5
,
3
2
5

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
﨑
則
昭

北
海
道
白
老
郡
白
老
町
字
萩
野
3
1
0
番
地
5
7

同
上

同
上

8
0
,
4
0
5
,
3
2
5

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
﨑
一

北
海
道
札
幌
市
厚
別
区
大
谷
地
東
３
丁
目
３
番
２
-
1
3
0
2
号

同
上

同
上

1
0
7
,
2
0
7
,
1
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

東
裕
美
子

北
海
道
札
幌
市
手
稲
区
星
置
２
条
１
丁
目
1
4
番
１
-
1
1
0
4
号

同
上

同
上

1
0
7
,
2
0
7
,
1
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
﨑
勉

北
海
道
白
老
郡
白
老
町
字
虎
杖
浜
８
番
地

同
上

同
上

1
0
7
,
2
0
7
,
1
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

五
十
嵐
伊
智
子

北
海
道
登
別
市
桜
木
町
６
丁
目
1
5
番
地
２

同
上

同
上

1
0
7
,
2
0
7
,
1
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

原
惠
美
子

北
海
道
室
蘭
市
東
町
４
丁
目
１
番
２
-
3
0
8
号
　
室
蘭
東
町
第
１
住
宅

同
上

同
上

1
0
7
,
2
0
7
,
1
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

藤
川
靖
子

京
都
府
亀
岡
市
篠
町
柏
原
上
小
井
根
１
番
地
5
3

同
上

同
上

1
0
7
,
2
0
7
,
1
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

髙
橋
政
子

北
海
道
千
歳
市
信
濃
２
丁
目
1
3
番
２
-
1
0
2
号
 
ロ
イ
ヤ
ル
信
濃
Ⅱ

同
上

同
上

3
2
,
1
6
2
,
1
3
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

平
田
知
治

北
海
道
千
歳
市
緑
町
１
丁
目
２
番
2
7
号
　
ポ
プ
リ
緑
町
Ｄ
2
0
2
号

同
上

同
上

3
2
,
1
6
2
,
1
3
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

平
田
司

北
海
道
千
歳
市
清
流
４
丁
目
1
1
番
７
号

同
上

同
上

6
4
,
3
2
4
,
2
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

山
崎
良
子

東
京
都
世
田
谷
区
池
尻
３
丁
目
3
0
番
５
号
 
ニ
ュ
ー
池
尻
マ
ン
シ
ョ
ン
5
0
3
号

同
上

同
上

6
4
,
3
2
4
,
2
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

平
田
ま
さ
ゑ

北
海
道
千
歳
市
朝
日
町
３
丁
目
1
5
番
地
の
２
　
コ
ー
ポ
マ
ナ
ベ
1
0
1
号

同
上

同
上

3
2
,
1
6
2
,
1
3
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

丹
羽
美
加

北
海
道
苫
小
牧
市
双
葉
町
３
丁
目
９
番
1
2
号

同
上

同
上

1
6
,
0
8
1
,
0
6
5

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

齋
藤
恵
子

北
海
道
千
歳
市
勇
舞
４
丁
目
６
番
2
1
号

同
上

同
上

1
6
,
0
8
1
,
0
6
5

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

山
口
陽
子

北
海
道
千
歳
市
新
富
２
丁
目
２
番
1
2
-
4
0
1
号

同
上

同
上

6
4
,
3
2
4
,
2
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
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住
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氏
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住
所

※
登

記
上

の
表

記
と

異
な

る
場

合
の

み
　

括
弧

書
き

に
戸

籍
上

の
表

記
を

記
載

摘
要

所
有
者

登
記
名
義
人

共
有

持
分

（
全

体
）

田
中
雄
一

北
海
道
千
歳
市
新
富
２
丁
目
９
番
４
-
１
号

同
上

同
上

1
0
7
,
2
0
7
,
1
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
中
れ
い
こ

北
海
道
千
歳
市
富
丘
４
丁
目
1
1
番
5
2
-
2
2
4
号

同
上

同
上

1
0
7
,
2
0
7
,
1
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

加
藤
ひ
ろ
こ

北
海
道
夕
張
郡
長
沼
町
し
ら
か
ば
１
丁
目
３
番
８
号

同
上

同
上

1
0
7
,
2
0
7
,
1
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

髙
松
享
子

神
奈
川
県
大
和
市
深
見
台
一
丁
目
1
1
番
1
0
号
　
ア
ネ
ッ
ク
ス
黒
澤
1
0
2
号

同
上

同
上

8
0
,
4
0
5
,
3
2
5

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

髙
松
世
和

神
奈
川
県
大
和
市
福
田
八
丁
目
1
4
番
地
1
1
　
富
士
見
ハ
イ
ツ
1
0
1

同
上

同
上

8
0
,
4
0
5
,
3
2
5

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

髙
松
悟

神
奈
川
県
茅
ヶ
崎
市
松
林
２
丁
目
1
2
番
1
5
号

同
上

同
上

1
6
0
,
8
1
0
,
6
5
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

谷
川
総
禄

北
海
道
白
老
郡
白
老
町
字
萩
野
4
5
6
番
地
7
3

同
上

同
上

2
6
8
,
0
1
7
,
7
5
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

数
藤
久
美
子

新
潟
県
十
日
町
市
沖
立
2
2
5
0
番
地

同
上

同
上

5
3
,
6
0
3
,
5
5
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

楠
原
マ
ツ
ヱ

北
海
道
札
幌
市
清
田
区
平
岡
７
条
１
丁
目
９
番
１
号

同
上

同
上

3
2
1
,
6
2
1
,
3
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

佐
々
木
公
子

北
海
道
稚
内
市
緑
５
丁
目
3
6
番
７
号

同
上

同
上

7
1
,
4
7
1
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

佐
々
木
聖
一

北
海
道
稚
内
市
緑
５
丁
目
3
6
番
７
号

同
上

同
上

7
1
,
4
7
1
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

仁
科
洋
子

静
岡
県
伊
豆
の
国
市
奈
古
谷
1
8
9
8
番
地
の
6
7

同
上

同
上

1
4
2
,
9
4
2
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

粟
野
陽
介

静
岡
県
三
島
市
南
本
町
３
番
５
号

同
上

同
上

3
5
,
7
3
5
,
7
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

粟
野
博
恵

北
海
道
札
幌
市
東
区
東
苗
穂
７
条
２
丁
目
４
番
７
-
4
0
2
号

同
上

同
上

3
5
,
7
3
5
,
7
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

粟
野
博
貴

北
海
道
夕
張
市
沼
ノ
沢
8
2
6
番
地
4
7

同
上

同
上

3
5
,
7
3
5
,
7
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

小
倉
智
恵

北
海
道
札
幌
市
東
区
北
3
8
条
東
1
3
丁
目
１
番
1
-
9
0
7
号

同
上

同
上

3
5
,
7
3
5
,
7
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

中
嶋
節
子

北
海
道
標
津
郡
中
標
津
町
東
７
条
南
1
0
丁
目
２
番
地
４

同
上

同
上

4
7
,
6
4
7
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

塩
原
典
浩

北
海
道
札
幌
市
清
田
区
清
田
８
条
２
丁
目
５
番
１
号

同
上

同
上

4
7
,
6
4
7
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

塩
原
有
二
郎

北
海
道
釧
路
市
緑
ケ
岡
４
丁
目
４
番
1
7
号

同
上

同
上

4
7
,
6
4
7
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

五
十
嵐
芳

北
海
道
紋
別
郡
湧
別
町
栄
町
3
5
番
地
の
3
1

同
上

同
上

4
2
,
8
8
2
,
8
4
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

五
十
嵐
加
津
子

北
海
道
紋
別
郡
湧
別
町
栄
町
3
5
番
地
の
3
1

同
上

同
上

5
0
,
0
2
9
,
9
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

五
十
嵐
裕
一

北
海
道
旭
川
市
春
光
４
条
４
丁
目
４
番
９
号

同
上

同
上

5
0
,
0
2
9
,
9
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

大
内
悟

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
北
1
条
西
7
丁
目
3
番
地
　
お
お
わ
だ
ビ
ル
4
階

札
幌
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
法
律
事
務
所
　
相
続
財
産
管
理
人
　
清
平
温
子
　
弁
護
士

同
上

同
上

3
1
4
,
4
7
4
,
1
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

中
村
真
理
子

北
海
道
旭
川
市
神
居
１
条
３
丁
目
３
番
1
4
号
　
ミ
ニ
ヨ
ン
・
ア
ン
ジ
ュ
Ⅰ
1
0
2
号
室

同
上

同
上

6
4
,
3
2
4
,
2
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

無
関
恵
美
子

北
海
道
稚
内
市
潮
見
４
丁
目
２
番
1
2
号

同
上

同
上

6
4
,
3
2
4
,
2
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

村
中
信
子

北
海
道
稚
内
市
萩
見
４
丁
目
５
番
２
号

同
上

同
上

6
4
,
3
2
4
,
2
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

伊
藤
正
則

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
上
1
1
2
7
番
地
1
0

同
上

同
上

6
4
,
3
2
4
,
2
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

伊
藤
勝
美

北
海
道
稚
内
市
大
字
声
問
村
字
沼
川

同
上

同
上

6
4
,
3
2
4
,
2
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
藤
淳

北
海
道
天
塩
郡
天
塩
町
新
地
通
９
丁
目
2
3
4
7
番
地
の
６

同
上

同
上

3
2
,
1
6
2
,
1
3
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

齊
藤
恵

北
海
道
札
幌
市
豊
平
区
西
岡
２
条
1
4
丁
目
６
番
2
8
号
　
ラ
イ
ト
コ
ー
ト
Ⅲ
-
2
0
1
号

同
上

同
上

3
2
,
1
6
2
,
1
3
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

坂
口
洋
子

埼
玉
県
越
谷
市
千
間
台
西
６
丁
目
６
番
地
２

同
上

同
上

6
4
,
3
2
4
,
2
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

伊
藤
美
枝
子

北
海
道
旭
川
市
永
山
８
条
1
4
丁
目
１
番
2
0
号

同
上

同
上

3
2
,
1
6
2
,
1
3
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

伊
藤
修
孝

北
海
道
旭
川
市
永
山
８
条
1
4
丁
目
１
番
2
0
号

同
上

同
上

1
6
,
0
8
1
,
0
6
5

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

内
田
り
え
子

北
海
道
旭
川
市
永
山
６
条
2
4
丁
目
２
番
1
3
号

同
上

同
上

1
6
,
0
8
1
,
0
6
5

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

木
村
登
志
子

北
海
道
札
幌
市
西
区
西
野
８
条
５
丁
目
1
7
番
６
号

同
上

同
上

1
0
2
,
9
1
8
,
8
1
6

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

松
浦
志
津
子

北
海
道
岩
見
沢
市
幌
向
北
１
条
５
丁
目
2
0
番
地

同
上

同
上

1
0
2
,
9
1
8
,
8
1
6

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

湯
田
志
磨
子

北
海
道
空
知
郡
奈
井
江
町
字
奈
井
江
7
4
8
番
地
6
8

同
上

同
上

1
0
2
,
9
1
8
,
8
1
6

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

松
浦
眞
知
子

北
海
道
札
幌
市
厚
別
区
厚
別
西
５
条
１
丁
目
４
番
８
号

同
上

同
上

1
0
2
,
9
1
8
,
8
1
6

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

工
藤
知
惠
子

北
海
道
札
幌
市
清
田
区
平
岡
４
条
６
丁
目
８
番
３
号

同
上

同
上

1
0
2
,
9
1
8
,
8
1
6

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
﨑
末

不
明
（
生
死
及
び
所
在
不
明
の
た
め
）

同
上

同
上

5
1
4
,
5
9
4
,
0
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
岩
崎
甚
太
夫
　
法
定
相
続
人

岩
﨑
昭
一

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
松
ヶ
谷
第
1
4
号
3
0
番
地
１

岩
崎
治
郎
吉

（
岩
﨑
治
郎
吉
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
6
号
1
4
番
地

5
,
1
4
5
,
9
4
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

芦
野
優
美
子

兵
庫
県
宝
塚
市
中
山
五
月
台
６
丁
目
１
番
1
9
-
4
0
5
号

水
林
小
兵
衛

（
水
林
小
平
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
6
号
1
5
番
地

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

平
沢
由
佳

兵
庫
県
伊
丹
市
池
尻
３
丁
目
4
4
4
番
地
の
２

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

十
川
千
代
子

東
京
都
品
川
区
上
大
崎
３
丁
目
８
番
３
-
4
0
1
号

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

德
田
久
仁
子

大
阪
府
大
阪
市
鶴
見
区
鶴
見
４
丁
目
1
3
番
2
1
号

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

西
志
津
子

福
井
県
福
井
市
上
北
野
１
丁
目
５
番
2
8
号

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

西
和
博

福
井
県
福
井
市
西
方
１
丁
目
５
番
2
3
号
　
エ
ス
パ
ス
ト
ロ
ワ
1
0
1

同
上

同
上

2
1
4
,
4
1
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

西
智
博

福
井
県
福
井
市
上
北
野
１
丁
目
５
番
2
8
号

同
上

同
上

2
1
4
,
4
1
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

伊
藤
敏
之

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
西
太
郎
丸
第
４
号
1
1
番
地
1
2

同
上

同
上

8
5
7
,
6
5
6
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

水
林
邦
雄

福
井
県
福
井
市
脇
三
ケ
町
第
5
0
号
２
番
地
2
3

同
上

同
上

1
,
7
1
5
,
3
1
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
水
林
小
兵
衛
　
法
定
相
続
人
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氏
名

住
所

氏
名

住
所

※
登

記
上

の
表

記
と

異
な

る
場

合
の

み
　

括
弧

書
き

に
戸

籍
上

の
表

記
を

記
載

摘
要

所
有
者

登
記
名
義
人

共
有

持
分

（
全

体
）

木
下
一

大
阪
府
大
阪
市
東
成
区
神
路
４
丁
目
1
1
番
１
号

岩
崎
善
右
ヱ
門

（
岩
﨑
善
右
ヱ
門
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
6
号
1
7
番
地

1
,
7
1
5
,
3
1
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

木
下
二
三
夫

奈
良
県
香
芝
市
狐
井
1
3
3
番
地
３

同
上

同
上

1
,
7
1
5
,
3
1
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

木
下
美
智
子

奈
良
県
宇
陀
市
菟
田
野
見
田
2
6
6
番
地
の
３

同
上

同
上

1
,
7
1
5
,
3
1
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
岩
崎
善
右
ヱ
門
　
法
定
相
続
人

江
端
信
子

福
井
県
福
井
市
南
四
ツ
居
１
丁
目
４
番
1
0
号

江
端
小
助

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
6
号
1
8
番
地

5
,
1
4
5
,
9
4
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
（

付
記

８
）

静
野
由
里
子

三
重
県
鈴
鹿
市
国
府
町
7
7
5
5
番
地
の
７
　
Ｂ
＆
Ｍ
北
山
3
0
6
号

鈴
木
栄
助

（
鈴
木
榮
助
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
6
号
2
0
番
地

6
4
3
,
2
4
2
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

野
瀨
守

福
井
県
福
井
市
花
堂
南
２
丁
目
９
番
６
号
　
セ
ジ
ュ
ー
ル
花
堂
2
0
3

同
上

同
上

6
4
3
,
2
4
2
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

小
田
勝
義

福
井
県
鯖
江
市
河
和
田
町
第
2
0
号
９
番
地

同
上

同
上

1
,
2
8
6
,
4
8
5
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

酒
井
一
幸

福
井
県
福
井
市
西
谷
１
丁
目
1
6
4
1
番
地
　
Ｆ
Ｓ
-
Ⅰ
　
1
0
1
号
室

同
上

同
上

1
,
7
1
5
,
3
1
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

山
下
昭
範

福
井
県
福
井
市
西
学
園
２
丁
目
1
1
1
3
番
地

同
上

同
上

8
5
7
,
6
5
6
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
鈴
木
栄
助
　
法
定
相
続
人

安
達
博
忠

埼
玉
県
熊
谷
市
万
吉
5
7
2
番
地
8
5

安
達
甚
三
郎

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
6
号
2
1
番
地

1
,
7
1
5
,
3
1
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
達
由
美
子

千
葉
県
印
旛
郡
酒
々
井
町
上
岩
橋
8
2
9
番
地
1
6
3

同
上

同
上

1
,
7
1
5
,
3
1
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
達
軍
夫

埼
玉
県
川
口
市
東
本
郷
２
丁
目
1
8
番
3
4
号

同
上

同
上

1
,
7
1
5
,
3
1
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
安
達
甚
三
郎
　
法
定
相
続
人

楠
本
初
男

和
歌
山
県
田
辺
市
磯
間
1
1
番
２
号

水
林
佐
吉

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
7
号
２
番
地

1
2
,
6
1
2
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

楠
本
つ
た
子

和
歌
山
県
田
辺
市
東
陽
3
6
番
1
2
号

同
上

同
上

1
2
,
6
1
2
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

山
田
葉
月

和
歌
山
県
御
坊
市
薗
4
1
0
番
地
６

同
上

同
上

4
,
2
0
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

遠
藤
智
子

大
阪
府
大
阪
市
浪
速
区
戎
本
町
１
丁
目
８
番
2
5
-
4
0
6
号

同
上

同
上

4
,
2
0
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

三
栖
昌
利

和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
上
富
田
町
下
鮎
川
2
9
4
番
地
の
５

同
上

同
上

4
,
2
0
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

原
あ
つ
み

和
歌
山
県
新
宮
市
佐
野
1
3
6
4
番
地
の
４

同
上

同
上

6
,
3
0
6
,
3
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

楠
本
千
鶴

和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
那
智
勝
浦
町
大
字
勝
浦
3
1
2
番
地
3
8

同
上

同
上

6
,
3
0
6
,
3
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

山
名
千
代
子

和
歌
山
県
田
辺
市
東
陽
4
4
番
1
3
号

同
上

同
上

1
2
,
6
1
2
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

楠
本
昭
夫

和
歌
山
県
田
辺
市
文
里
二
丁
目
７
番
３
号

同
上

同
上

1
2
,
6
1
2
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

松
本
信
也

愛
知
県
名
古
屋
市
瑞
穂
区
苗
代
町
1
8
番
７
号

同
上

同
上

6
,
3
0
6
,
3
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岡
﨑
久
美

和
歌
山
県
田
辺
市
中
辺
路
町
栗
栖
川
7
4
2
番
地
の
５
 
２
-
２
-
1
6

同
上

同
上

6
,
3
0
6
,
3
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

酒
井
光
九

静
岡
県
富
士
市
依
田
橋
町
1
0
番
2
3
号

同
上

同
上

1
2
,
6
1
2
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

嘉
門
則
明

福
井
県
福
井
市
月
見
３
丁
目
６
番
５
号

同
上

同
上

2
0
1
,
8
0
1
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

嘉
門
照
子

埼
玉
県
川
越
市
大
字
寺
尾
3
7
2
番
地
４

同
上

同
上

3
3
,
6
3
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

嘉
門
由
浩

神
奈
川
県
横
浜
市
都
筑
区
茅
ケ
崎
南
二
丁
目
７
番
2
0
-
5
0
4
号

同
上

同
上

1
6
,
8
1
6
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

嘉
門
千
佳
子

埼
玉
県
川
越
市
大
字
寺
尾
3
7
2
番
地
４

同
上

同
上

1
6
,
8
1
6
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

嘉
門
弘
泰

福
井
県
越
前
市
沢
町
2
2
1
番
地
の
２

同
上

同
上

6
7
,
2
6
7
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

末
野
み
よ
子

福
井
県
越
前
市
京
町
一
丁
目
５
番
1
8
号

同
上

同
上

6
7
,
2
6
7
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

水
井
昌
子

福
井
県
福
井
市
米
松
２
丁
目
2
1
番
4
9
号

同
上

同
上

4
0
,
3
6
0
,
3
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

水
井
嘉
幸

福
井
県
福
井
市
米
松
２
丁
目
1
9
番
1
5
号

同
上

同
上

4
0
,
3
6
0
,
3
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

水
井
幸
雄

福
井
県
福
井
市
水
越
１
丁
目
1
1
5
番
地

同
上

同
上

4
0
,
3
6
0
,
3
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

渡
邊
惠
美
子

滋
賀
県
東
近
江
市
昭
和
町
２
番
７
号

同
上

同
上

4
0
,
3
6
0
,
3
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

水
井
孝
治

福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
新
九
頭
竜
２
丁
目
1
1
2
番
地

同
上

同
上

4
0
,
3
6
0
,
3
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

嘉
門
和
男

福
井
県
福
井
市
春
日
３
丁
目
1
3
0
1
番
地
１
　
小
林
借
家

同
上

同
上

1
0
0
,
9
0
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

福
山
博
子

福
井
県
福
井
市
木
田
１
丁
目
3
2
0
3
番
地

同
上

同
上

5
0
,
4
5
0
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

福
山
耕
平

愛
知
県
瀬
戸
市
北
脇
町
2
5
5
番
地
　
グ
レ
ー
ス
メ
ゾ
ン
新
瀬
戸
Ⅱ
　
1
1
0
1

同
上

同
上

2
5
,
2
2
5
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
達
依
里

福
井
県
福
井
市
木
田
１
丁
目
3
2
0
3
番
地

同
上

同
上

2
5
,
2
2
5
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

牧
野
規
子

福
井
県
福
井
市
大
町
清
水
畑
2
2
5
番
地

同
上

同
上

3
3
,
6
3
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

森
影
ユ
リ
子

福
井
県
敦
賀
市
本
町
１
丁
目
７
番
2
5
号

同
上

同
上

3
3
,
6
3
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

沖
義
章

福
井
県
福
井
市
足
羽
５
丁
目
７
番
1
0
号

同
上

同
上

3
3
,
6
3
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

斉
藤
裕
美
子

福
井
県
福
井
市
北
山
新
保
町
第
2
8
号
5
3
番
地

同
上

同
上

1
6
,
8
1
6
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

河
井
和
見

東
京
都
西
東
京
市
栄
町
３
丁
目
７
番
2
3
号
　
東
日
本
保
証
ひ
ば
り
が
丘
9
2
-
3
0
4
号

同
上

同
上

1
6
,
8
1
6
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

沖
岩
男

大
阪
府
茨
木
市
南
春
日
丘
三
丁
目
５
番
1
8
号

同
上

同
上

3
3
,
6
3
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

吉
川
治
美

福
井
県
福
井
市
生
部
町
第
2
0
号
９
番
地
７

同
上

同
上

3
3
,
6
3
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

稲
葉
千
惠
子

大
阪
府
枚
方
市
西
船
橋
１
丁
目
3
2
番
８
号

同
上

同
上

1
0
0
,
9
0
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

西
和
代

福
井
県
越
前
市
下
太
田
町
第
1
2
号
９
番
地

同
上

同
上

1
0
0
,
9
0
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

古
坂
諭

奈
良
県
奈
良
市
平
松
五
丁
目
2
8
番
１
号

同
上

同
上

1
0
0
,
9
0
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
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氏
名

住
所

氏
名

住
所

※
登

記
上

の
表

記
と

異
な

る
場

合
の

み
　

括
弧

書
き

に
戸

籍
上

の
表

記
を

記
載

摘
要

所
有
者

登
記
名
義
人

共
有

持
分

（
全

体
）

大
川
畑
弘
子

奈
良
県
大
和
高
田
市
大
字
市
場
9
3
番
地
1
8

同
上

同
上

1
0
0
,
9
0
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

嶋
崎
き
よ
子

福
井
県
あ
わ
ら
市
春
宮
三
丁
目
４
番
７
号

同
上

同
上

5
0
,
4
5
0
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

嘉
門
肇

福
井
県
福
井
市
志
津
が
丘
１
丁
目
1
1
1
番
地

同
上

同
上

1
5
1
,
3
5
1
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

佐
野
泰
文

兵
庫
県
西
宮
市
名
塩
ｶ
ﾞ
ｰ
ﾃ
ﾞ
ﾝ
６
番
３
号

同
上

同
上

2
2
8
,
7
0
8
,
4
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

村
上
晴
代

兵
庫
県
宝
塚
市
武
庫
山
１
丁
目
３
番
4
1
号

同
上

同
上

2
2
8
,
7
0
8
,
4
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

桒
原
裕
子

神
奈
川
県
大
和
市
福
田
三
丁
目
1
0
番
地
２

同
上

同
上

6
2
8
,
9
4
8
,
3
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

佐
野
幸
雄

兵
庫
県
宝
塚
市
南
口
１
丁
目
１
番
1
0
号

同
上

同
上

6
2
8
,
9
4
8
,
3
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
田
慶
子

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
江
留
上
新
町
1
3
5
番
地

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
田
智
子

東
京
都
世
田
谷
区
南
烏
山
６
丁
目
1
2
番
１
-
8
1
5
号

同
上

同
上

2
1
4
,
4
1
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
田
裕
子

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
江
留
上
新
町
1
3
5
番
地

同
上

同
上

2
1
4
,
4
1
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

中
谷
四
郎

福
井
県
坂
井
市
坂
井
町
新
庄
１
丁
目
2
4
7
番
地

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

中
谷
幸
夫

三
重
県
四
日
市
市
富
田
一
丁
目
2
4
番
4
3
-
6
0
3
号
　
キ
ャ
ッ
ス
ル
ハ
イ
ツ
富
田

同
上

同
上

2
1
4
,
4
1
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

中
谷
み
ど
り

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
江
留
上
錦
2
0
2
番
地
　
レ
オ
パ
レ
ス
ス
プ
リ
ン
グ
パ
ル
2
0
2
号
室

同
上

同
上

2
1
4
,
4
1
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
水
林
佐
吉
　
法
定
相
続
人

乙
部
あ
い
子

福
井
県
福
井
市
高
屋
町
第
3
2
号
4
1
番
地

岩
崎
伊
左
ヱ
門

（
岩
﨑
伊
左
エ
門
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
8
号
2
3
番
地

4
6
7
,
8
1
2
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

河
村
初
代

福
井
県
鯖
江
市
二
丁
掛
町
第
４
号
９
番
地
４

同
上

同
上

3
1
1
,
8
7
5
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
﨑
修
二

兵
庫
県
神
戸
市
北
区
藤
原
台
中
町
４
丁
目
６
番
1
7
号
　
タ
ウ
ン
ハ
ウ
ス
中
町
　
Ｂ
-
1
0
1
号

同
上

同
上

3
1
1
,
8
7
5
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

久
保
田
都
志
枝

福
井
県
福
井
市
冬
野
町
第
2
5
号
5
5
番
地

同
上

同
上

3
1
1
,
8
7
5
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
崎
正
幸

福
井
県
福
井
市
江
端
町
第
７
号
９
番
地
５

同
上

同
上

9
3
5
,
6
2
5
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

飯
田
き
み
子

京
都
府
宇
治
市
小
倉
町
南
堀
池
9
0
番
地
の
1
4

同
上

同
上

4
6
7
,
8
1
2
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

濱
本
由
貴
恵

京
都
府
宇
治
市
伊
勢
田
町
若
林
９
番
地
の
3
1

同
上

同
上

1
4
,
6
1
9
,
1
5
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

永
久
優
子

山
口
県
山
口
市
平
井
1
1
9
3
番
地
６

同
上

同
上

1
4
,
6
1
9
,
1
5
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

飯
田
展
彬

大
阪
府
東
大
阪
市
花
園
東
町
２
丁
目
1
5
番
1
－
6
0
2
号

同
上

同
上

1
4
,
6
1
9
,
1
5
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

冨
永
永
枝

福
井
県
福
井
市
高
木
1
丁
目
8
0
4
番
地
　
ス
カ
イ
プ
レ
ミ
ア
ム
福
井
2
0
6

同
上

同
上

1
4
,
6
1
9
,
1
5
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

飯
田
清
美

京
都
府
宇
治
市
小
倉
町
南
堀
池
9
0
番
地
の
1
4

同
上

同
上

1
7
5
,
4
2
9
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
中
絹
代

京
都
府
久
世
郡
久
御
山
町
栄
３
丁
目
１
番
地
1
7
8

同
上

同
上

1
1
6
,
9
5
3
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

森
西
貴
恵
子

京
都
府
宇
治
市
五
ケ
庄
芝
ノ
東
6
0
番
地
の
３

同
上

同
上

1
1
6
,
9
5
3
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

平
鍋
は
る
ゑ

福
井
県
福
井
市
花
堂
南
１
丁
目
６
番
1
0
号

同
上

同
上

9
3
5
,
6
2
5
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
（

付
記

９
）

脇
本
義
之

福
井
県
福
井
市
城
東
１
丁
目
1
8
番
５
号

同
上

同
上

4
6
7
,
8
1
2
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

窓
岩
典
子

東
京
都
文
京
区
白
山
１
丁
目
3
7
番
９
-
6
0
2
号

同
上

同
上

4
6
7
,
8
1
2
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
岩
崎
伊
左
ヱ
門
　
法
定
相
続
人

安
達
キ
ヨ
子

福
井
県
鯖
江
市
戸
口
町
第
1
6
号
７
番
地
６

安
達
和
七

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
8
号
８
番
地

5
,
1
4
5
,
9
4
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

平
鍋
は
る
ゑ

福
井
県
福
井
市
花
堂
南
１
丁
目
６
番
1
0
号

（
福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
第
1
6
号
1
2
番
地
）

平
鍋
は
る
ゑ

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
第
1
6
号
1
2
番
地

5
,
1
4
5
,
9
4
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
（

付
記

９
）

（
付

記
1
0
）

岸
本
実

東
京
都
調
布
市
佐
須
町
２
丁
目
８
番
地
６

岸
本
甚
助

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
8
号
1
9
番
地

5
,
1
4
5
,
9
4
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
達
康
範

福
島
県
い
わ
き
市
小
川
町
下
小
川
字
八
幡
林
３
番
地

安
達
仲
右
エ
門

（
安
達
仲
右
ヱ
門
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
７
号
１
番
地

2
,
5
7
2
,
9
7
0
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
（

付
記

２
）

伴
藤
真
奈
美

福
井
県
あ
わ
ら
市
舟
津
第
1
4
号
2
6
番
地

同
上

同
上

2
,
5
7
2
,
9
7
0
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
（

付
記

３
）

※
以
上
、
亡
　
安
達
仲
右
エ
門
　
法
定
相
続
人

河
合
絹
代

京
都
府
宇
治
市
小
倉
町
山
際
４
番
地
の
1
4

安
達
六
右
ヱ
門

（
安
達
六
右
エ
門
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
8
号
1
2
番
地

1
,
2
7
5
,
7
6
4
,
4
9
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

内
田
多
一

大
阪
府
枚
方
市
星
丘
２
丁
目
4
3
番
1
2
号

同
上

同
上

1
8
2
,
2
5
2
,
0
7
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

内
倉
喜
美
子

千
葉
県
鎌
ケ
谷
市
鎌
ケ
谷
六
丁
目
５
番
5
7
号

同
上

同
上

1
8
2
,
2
5
2
,
0
7
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

森
春
美

大
阪
府
枚
方
市
藤
阪
西
町
２
番
５
-
5
0
4
号

同
上

同
上

1
8
2
,
2
5
2
,
0
7
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

内
田
須
美
子

福
井
県
坂
井
市
三
国
町
緑
ケ
丘
二
丁
目
５
番
３
-
2
0
6
号
　
立
田
団
地

同
上

同
上

1
8
2
,
2
5
2
,
0
7
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

内
田

大
阪
府
枚
方
市
池
之
宮
１
丁
目
2
6
番
1
1
号

同
上

同
上

1
8
2
,
2
5
2
,
0
7
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

加
藤
尚
重

福
井
県
大
野
市
中
野
第
3
1
号
1
6
番
地
３

同
上

同
上

3
6
4
,
5
0
4
,
1
4
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

野
村
亜
希

福
井
県
大
野
市
南
春
日
野
3
0
号
1
5
番
地
７

同
上

同
上

3
6
4
,
5
0
4
,
1
4
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

德
田
一
美

愛
知
県
名
古
屋
市
名
東
区
勢
子
坊
二
丁
目
8
1
3
番
地

同
上

同
上

3
6
4
,
5
0
4
,
1
4
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

王
丸
義
昭

越
前
市
新
町
９
-
1
0
-
４
　
シ
テ
ィ
ビ
ル
３
階
　
え
ち
ぜ
ん
法
律
事
務
所

不
在
者
財
産
管
理
人
　
寺
田
昇
市
　
弁
護
士

同
上

同
上

7
7
1
,
8
9
1
,
1
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

村
中
裕
康

福
井
県
福
井
市
東
河
原
町
第
2
1
号
2
4
番
地

同
上

同
上

5
4
,
6
7
5
,
6
2
1

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

村
中
直
樹

福
井
県
福
井
市
東
河
原
町
第
2
1
号
2
4
番
地

同
上

同
上

5
4
,
6
7
5
,
6
2
1

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

村
中
亨

福
井
県
福
井
市
東
河
原
町
第
2
1
号
2
4
番
地

同
上

同
上

3
2
8
,
0
5
3
,
7
2
6

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

𦚰

强
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氏
名

住
所

氏
名

住
所

※
登

記
上

の
表

記
と

異
な

る
場

合
の

み
　

括
弧

書
き

に
戸

籍
上

の
表

記
を

記
載

摘
要

所
有
者

登
記
名
義
人

共
有

持
分

（
全

体
）

山
下
喜
久
美

福
井
県
福
井
市
北
四
ツ
居
町
第
3
1
号
2
7
番
地
６

同
上

同
上

2
1
8
,
7
0
2
,
4
8
4

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

八
十
川
知
未

福
井
県
福
井
市
角
原
町
第
3
2
号
7
2
番
地

同
上

同
上

2
1
8
,
7
0
2
,
4
8
4

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

中
山
美
智
代

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
江
留
上
緑
2
6
番
地
２

同
上

同
上

2
1
8
,
7
0
2
,
4
8
4

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
安
達
六
右
ヱ
門
　
法
定
相
続
人

堤
洋
子

東
京
都
中
央
区
新
川
２
丁
目
2
7
番
４
-
9
1
5
号

安
達
久
五
郎

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
3
4
号
３
番
地

1
,
2
8
6
,
4
8
5
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

磯
部
け
い
子

北
海
道
勇
払
郡
安
平
町
早
来
北
進
7
1
番
地
6
1

同
上

同
上

1
,
2
8
6
,
4
8
5
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

乾
と
し
子

北
海
道
沙
流
郡
日
高
町
字
厚
賀
町
1
1
9
番
地
の
６

同
上

同
上

1
,
2
8
6
,
4
8
5
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

石
田
健

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
７
条
西
1
5
丁
目
２
番
1
4
号

同
上

同
上

1
6
6
,
7
6
6
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

開
本
奈
都
子

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
宮
の
森
１
条
９
丁
目
４
番
1
3
号

同
上

同
上

1
6
6
,
7
6
6
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

佐
藤
純
子

東
京
都
練
馬
区
土
支
田
２
丁
目
2
7
番
1
0
号
　
孝
栄
ビ
ル
　
2
0
5
号
室

同
上

同
上

1
6
6
,
7
6
6
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

北
田
俊

北
海
道
札
幌
市
清
田
区
平
岡
公
園
東
６
丁
目
５
番
2
5
号

同
上

同
上

5
0
0
,
2
9
9
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

石
田
律
子

北
海
道
札
幌
市
北
区
北
2
9
条
西
８
丁
目
２
番
1
7
-
2
0
2
号

同
上

同
上

2
8
5
,
8
8
5
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
安
達
久
五
郎
　
法
定
相
続
人

竹
内
美
栄
子

福
井
県
越
前
市
轟
井
町
第
４
号
1
3
番
地
１

安
達
久
左
ヱ
門

（
安
達
久
左
衞
門
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
3
4
号
７
番
地

2
1
4
,
4
1
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

小
林
祐
子

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
西
長
田
第
2
2
号
８
番
地
の
１

同
上

同
上

2
1
4
,
4
1
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

𠮷
田
君
子

福
井
県
越
前
市
堀
川
町
２
番
1
6
号

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

酒
井
和
子

東
京
都
板
橋
区
志
村
一
丁
目
1
2
番
2
7
-
1
2
0
5
号

同
上

同
上

2
1
4
,
4
1
4
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

羽
山
孝
子

東
京
都
大
田
区
蒲
田
四
丁
目
3
9
番
９
号

同
上

同
上

1
0
7
,
2
0
7
,
1
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

酒
井
誠

東
京
都
練
馬
区
田
柄
４
丁
目
3
4
番
１
-
1
0
1
号

同
上

同
上

1
0
7
,
2
0
7
,
1
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
中
一
美

福
井
県
福
井
市
折
立
町
第
2
3
号
１
番
地

同
上

同
上

1
,
2
8
6
,
4
8
5
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

龍
田
範
博

福
井
県
福
井
市
宝
永
３
丁
目
1
5
－
1
6
　
福
井
ひ
か
り
法
律
事
務
所

相
続
財
産
管
理
人
　
光
照
良
眞
　
弁
護
士

同
上

同
上

1
,
2
8
6
,
4
8
5
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

清
水
英
子

兵
庫
県
神
戸
市
西
区
狩
場
台
２
丁
目
５
番
地
の
８

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

伊
藤
恭
子

千
葉
県
野
田
市
岩
名
一
丁
目
3
3
番
地
の
１

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

酒
井
雄
幸

東
京
都
杉
並
区
永
福
２
丁
目
1
7
番
1
4
号

同
上

同
上

4
2
8
,
8
2
8
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
安
達
久
左
ヱ
門
　
法
定
相
続
人

三
浦
み
ち
ゑ

東
京
都
立
川
市
砂
川
町
２
丁
目
6
9
番
地
の
１

水
林
力
吉

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
7
9
号
1
0
番
地

1
0
,
5
0
1
,
9
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
渕
里
枝

岡
山
県
津
山
市
勝
部
5
7
1
番
地
３

同
上

同
上

5
,
2
5
0
,
9
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
渕
康
夫

岡
山
県
津
山
市
勝
部
5
7
1
番
地
３

同
上

同
上

2
,
6
2
5
,
4
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
渕
直
人

兵
庫
県
宝
塚
市
山
本
台
３
丁
目
1
6
番
１
-
5
0
9
号

同
上

同
上

2
,
6
2
5
,
4
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
渕
龍
男

東
京
都
青
梅
市
大
門
２
丁
目
2
7
4
番
地
の
１

同
上

同
上

1
0
,
5
0
1
,
9
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
渕
昇

大
阪
府
大
阪
市
西
淀
川
区
姫
島
２
丁
目
1
7
番
1
8
号

同
上

同
上

1
0
,
5
0
1
,
9
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
渕
日
出
子

東
京
都
東
大
和
市
芋
窪
２
丁
目
2
0
3
8
番
地
の
７

同
上

同
上

1
0
,
5
0
1
,
9
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
渕
良
子

東
京
都
西
多
摩
郡
瑞
穂
町
む
さ
し
野
三
丁
目
６
番
地
1
6

同
上

同
上

5
,
2
5
0
,
9
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
渕
美
恵

東
京
都
西
多
摩
郡
瑞
穂
町
箱
根
ケ
崎
西
松
原
2
7
番
地
2
8

同
上

同
上

1
,
3
1
2
,
7
4
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
渕
堅
斗

神
奈
川
県
横
浜
市
都
筑
区
佐
江
戸
町
2
5
番
地
 
要
員
宿
舎
1
0
4

同
上

同
上

1
,
3
1
2
,
7
4
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
渕
進

東
京
都
東
村
山
市
野
口
町
４
丁
目
1
8
番
地
８

同
上

同
上

2
,
6
2
5
,
4
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
渕
由
次

東
京
都
昭
島
市
田
中
町
１
丁
目
1
2
番
1
8
-
1
0
6
号

同
上

同
上

1
0
,
5
0
1
,
9
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

德
田
友
子

鳥
取
県
鳥
取
市
河
原
町
佐
貫
1
0
0
1
番
地
１

同
上

同
上

1
0
,
5
0
1
,
9
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

吉
田
安
子

大
阪
府
阪
南
市
新
町
5
7
番
地

同
上

同
上

1
0
,
5
0
1
,
9
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

森
木
若
子

鳥
取
県
八
頭
郡
八
頭
町
土
師
百
井
5
0
番
地
１

同
上

同
上

1
0
,
5
0
1
,
9
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

石
黒
キ
ヨ

北
海
道
千
歳
市
春
日
町
２
丁
目
５
番
1
8
号

同
上

同
上

5
2
,
5
0
9
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

石
黒
一
義

北
海
道
旭
川
市
川
端
町
４
条
９
丁
目
７
番
８
号
 
ロ
ピ
ア
教
育
大
前
2
0
8

同
上

同
上

1
7
,
5
0
3
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

石
黒
幸
二

広
島
県
廿
日
市
市
津
田
5
2
6
7
番
地
５

同
上

同
上

1
7
,
5
0
3
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

石
黒
一
満

北
海
道
恵
庭
市
中
島
町
５
丁
目
２
番
地
６

同
上

同
上

1
7
,
5
0
3
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

林
敏
和

北
海
道
苫
小
牧
市
拓
勇
西
町
５
丁
目
３
番
３
号

同
上

同
上

5
2
,
5
0
9
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

大
川
弘

北
海
道
札
幌
市
西
区
西
野
９
条
９
丁
目
２
番
７
号

同
上

同
上

5
2
,
5
0
9
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
副
光
子

北
海
道
札
幌
市
手
稲
区
曙
８
条
２
丁
目
６
番
１
号

同
上

同
上

1
0
5
,
0
1
9
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

吉
田
博
幸

北
海
道
札
幌
市
白
石
区
菊
水
５
条
３
丁
目
４
番
1
1
号

同
上

同
上

3
5
,
0
0
6
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

吉
田
雄
二

北
海
道
札
幌
市
西
区
宮
の
沢
１
条
４
丁
目
1
0
番
1
0
-
2
0
7
号

同
上

同
上

3
5
,
0
0
6
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

有
我
百
合
子

北
海
道
札
幌
市
南
区
真
駒
内
本
町
３
丁
目
９
番
１
-
2
0
6
号

同
上

同
上

3
5
,
0
0
6
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

杉
山
正
一

北
海
道
恵
庭
市
黄
金
北
１
丁
目
４
番
地
９
　
（
ハ
イ
ツ
ラ
ッ
キ
ー
1
0
2
号
）

同
上

同
上

5
2
,
5
0
9
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

工
藤
奈
津
季

北
海

道
札

幌
市

豊
平

区
豊

平
１

条
７

丁
目

２
番

６
号

　
第

６
森

宅
建

マ
ン

シ
ョ

ン
Ｂ

-
2
1
号

同
上

同
上

2
6
,
2
5
4
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

工
藤
史
弥

北
海

道
札

幌
市

豊
平

区
豊

平
１

条
７

丁
目

２
番

６
号

　
第

６
森

宅
建

マ
ン

シ
ョ

ン
Ｂ

-
2
1
号

同
上

同
上

2
6
,
2
5
4
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

武
石
和
子

千
葉
県
船
橋
市
海
神
町
２
丁
目
１
番
地
１
　
パ
ー
ク
サ
イ
ド
船
橋
4
0
7
号

同
上

同
上

5
2
,
5
0
9
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

武
石
不
二
夫

千
葉
県
船
橋
市
海
神
町
２
丁
目
１
番
地
１
　
パ
ー
ク
サ
イ
ド
船
橋
4
0
7
号

同
上

同
上

5
2
,
5
0
9
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
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氏
名

住
所

氏
名

住
所

※
登

記
上

の
表

記
と

異
な

る
場

合
の

み
　

括
弧

書
き

に
戸

籍
上

の
表

記
を

記
載

摘
要

所
有
者

登
記
名
義
人

共
有

持
分

（
全

体
）

水
林
よ
し
子

北
海
道
夕
張
郡
長
沼
町
東
４
線
南
1
2
番
地

同
上

同
上

9
1
,
8
9
1
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

滋
野
美
津
子

北
海
道
札
幌
市
清
田
区
平
岡
１
条
６
丁
目
１
番
2
0
-
2
0
9
号

同
上

同
上

2
2
,
9
7
2
,
9
5
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

水
林
敏
行

北
海
道
夕
張
郡
長
沼
町
東
４
線
南
1
2
番
地

同
上

同
上

2
2
,
9
7
2
,
9
5
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

坂
部
裕
美
子

北
海
道
札
幌
市
白
石
区
東
札
幌
１
条
１
丁
目
５
番
1
5
号
　
浅
野
ハ
ウ
ス
№
２
-
2
0
2
号

同
上

同
上

2
2
,
9
7
2
,
9
5
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

水
林
広
行

神
奈
川
県
横
浜
市
泉
区
上
飯
田
町
8
9
6
番
地
1
5

同
上

同
上

2
2
,
9
7
2
,
9
5
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

水
林
弘

北
海
道
札
幌
市
豊
平
区
月
寒
東
２
条
1
8
丁
目
７
番
1
1
1
-
6
0
3
号

同
上

同
上

6
1
,
2
6
1
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

水
林
由
美

北
海
道
上
川
郡
下
川
町
西
町
2
4
3
番
地
２

同
上

同
上

6
1
,
2
6
1
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

吉
田
久
枝

北
海
道
恵
庭
市
柏
木
町
５
丁
目
２
番
７
号

同
上

同
上

6
1
,
2
6
1
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

林
澄
子

北
海
道
千
歳
市
錦
町
４
丁
目
3
0
番
地
の
1
8

同
上

同
上

1
8
3
,
7
8
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

木
村
澄
子

北
海
道
恵
庭
市
柏
木
町
４
丁
目
４
番
1
1
号

同
上

同
上

4
5
9
,
4
5
9
,
0
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

森
喜
代
子

北
海
道
恵
庭
市
柏
陽
町
３
丁
目
1
9
番
地
８

同
上

同
上

4
5
9
,
4
5
9
,
0
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

水
林
潤
子

北
海
道
恵
庭
市
住
吉
町
３
丁
目
1
0
番
６
号

同
上

同
上

7
3
5
,
1
3
4
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

伊
藤
美
佐
江

北
海
道
札
幌
市
北
区
屯
田
４
条
５
丁
目
1
2
番
1
7
号

同
上

同
上

1
8
3
,
7
8
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

水
林
幸
一

北
海
道
札
幌
市
東
区
北
3
8
条
東
1
0
丁
目
３
番
1
2
-
2
0
2
号

同
上

同
上

1
8
3
,
7
8
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

梶
原
登
志
子

北
海
道
恵
庭
市
柏
木
町
４
丁
目
８
番
７
号

同
上

同
上

3
6
7
,
5
6
7
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

住
吉
洋
子

北
海
道
恵
庭
市
大
町
２
丁
目
４
番
1
0
-
1
0
5
号

同
上

同
上

1
4
7
,
0
2
6
,
8
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
田
照
久

北
海
道
苫
小
牧
市
宮
前
町
４
丁
目
１
番
２
号
　
グ
ラ
ン
ア
ル
ト
Ｂ
2
0
8

同
上

同
上

1
4
7
,
0
2
6
,
8
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

杉
山
香
代

北
海
道
小
樽
市
最
上
１
丁
目
５
番
1
0
号

同
上

同
上

3
6
,
7
5
6
,
7
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

杉
山
尚
洋

北
海
道
札
幌
市
北
区
北
2
5
条
西
４
丁
目
１
番
2
1
-
3
0
6
号

同
上

同
上

1
1
0
,
2
7
0
,
1
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

広
田
英
子

北
海
道
千
歳
市
富
士
４
丁
目
1
1
番
1
8
号

同
上

同
上

1
4
7
,
0
2
6
,
8
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
田
麻
里
子

北
海
道
恵
庭
市
北
柏
木
町
１
丁
目
1
9
番
1
3
号

同
上

同
上

1
4
7
,
0
2
6
,
8
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

水
間
冨
雄

北
海
道
恵
庭
市
新
町
５
番
地
２

同
上

同
上

3
6
7
,
5
6
7
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

水
間
忠
行

北
海
道
恵
庭
市
福
住
町
１
丁
目
1
8
番
２

同
上

同
上

3
6
7
,
5
6
7
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
水
林
力
吉
　
法
定
相
続
人

中
出
義
彦

福
井
県
福
井
市
勝
見
３
丁
目
1
2
番
2
5
号

中
出
己
之
助

（
中
出
巳
之
助
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
3
4
号
３
番
地

3
6
7
,
5
6
7
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

伊
藤
輝
明

福
井
県
鯖
江
市
神
明
町
４
丁
目
７
番
3
6
-
１
号

同
上

同
上

3
6
7
,
5
6
7
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
中
良
治

福
井
県
福
井
市
冬
野
町
第
2
5
号
1
3
2
番
地

同
上

同
上

2
4
5
,
0
4
4
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

坂
上
千
津
子

福
井
県
鯖
江
市
石
田
下
町
第
1
1
号
５
番
地
1
2

同
上

同
上

2
4
5
,
0
4
4
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

田
中
英
二

福
井
県
吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
松
ケ
原
４
丁
目
5
0
7
番
地

同
上

同
上

2
4
5
,
0
4
4
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

下
宮
八
代
子

福
井
県
丹
生
郡
越
前
町
八
田
第
3
4
号
１
番
地

同
上

同
上

7
3
5
,
1
3
4
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

中
出
久
恵

福
井
県
福
井
市
福
２
丁
目
1
3
1
1
番
地
　
グ
リ
ー
ン
ス
ク
エ
ア
2
0
5

同
上

同
上

7
3
5
,
1
3
4
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

谷
口
喜
久
子

福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
愛
宕
2
7
番
地
２
-
３
-
２

同
上

同
上

7
3
5
,
1
3
4
,
4
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

藤
田

福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
筑
後
清
水
第
1
8
号
２
番
地

同
上

同
上

3
6
7
,
5
6
7
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

藤
田
誠

福
井
県
福
井
市
天
池
町
第
3
4
号
3
3
番
地
２

同
上

同
上

1
8
3
,
7
8
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

松
本
直
美

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
伊
勢
町
1
1
番
1
6
号

同
上

同
上

1
8
3
,
7
8
3
,
6
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

澤
﨑
淳
子

福
井
県
鯖
江
市
中
野
町
第
5
8
号
2
3
番
地
５

同
上

同
上

3
6
7
,
5
6
7
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

塩
路
円

京
都
府
京
都
市
下
京
区
朱
雀
内
畑
町
4
1
番
地
７

同
上

同
上

3
6
7
,
5
6
7
,
2
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
中
出
己
之
助
　
法
定
相
続
人

岩
崎
清
治
郎

不
明
（
生
死
及
び
所
在
不
明
の
た
め
）

岩
崎
清
治
郎

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
8
号
2
5
番
地

5
,
1
4
5
,
9
4
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
達
洋
生

北
海
道
新
冠
郡
新
冠
町
字
共
栄
1
5
8
番
地
の
２

安
達
弥
三
治
郎

（
安
達
彌
三
治
郎
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
2
1
号
４
番
地

5
,
1
4
5
,
9
4
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
﨑
鈴
子

福
井
県
福
井
市
南
四
ツ
居
２
丁
目
1
3
番
４
号

岩
崎
伊
右
ヱ
門

（
岩
﨑
伊
右
ェ
門
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
6
号
1
0
番
地

5
,
1
4
5
,
9
4
0
,
8
0
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

藤
井
久
子

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
児
玉
一
丁
目
７
番
1
4
号

岩
崎
三
蔵

（
岩
﨑
三
藏
）

福
井
県
今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
1
5
号
９
番
地

5
7
,
1
7
7
,
1
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

平
鍋
繁
雄

埼
玉
県
入
間
市
大
字
南
峯
4
0
6
番
地
1
0

同
上

同
上

5
7
,
1
7
7
,
1
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

秋
元
美
津
子

東
京
都
大
田
区
羽
田
三
丁
目
４
番
1
3
号

同
上

同
上

5
7
,
1
7
7
,
1
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

福
田
正
子

東
京
都
西
東
京
市
芝
久
保
町
４
丁
目
1
2
番
6
3
号

同
上

同
上

1
7
1
,
5
3
1
,
3
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
﨑
の
ぶ
子

東
京
都
小
平
市
花
小
金
井
南
町
３
丁
目
3
4
番
3
6
-
１
号

同
上

同
上

8
5
,
7
6
5
,
6
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
﨑
智
之

東
京
都
八
王
子
市
南
大
沢
４
丁
目
1
3
番
地
１
-
5
0
7

同
上

同
上

4
2
,
8
8
2
,
8
4
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

佐
藤
圭
子

東
京
都
小
平
市
天
神
町
４
丁
目
2
9
番
3
8
-
1
1
1
号

同
上

同
上

4
2
,
8
8
2
,
8
4
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
﨑
は
ま

東
京
都
西
東
京
市
柳
沢
１
丁
目
１
番
2
1
号

同
上

同
上

8
5
,
7
6
5
,
6
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

靜
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※
登

記
上

の
表

記
と

異
な

る
場
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の

み
　

括
弧

書
き

に
戸

籍
上

の
表

記
を

記
載

摘
要

所
有
者

登
記
名
義
人

共
有

持
分

（
全

体
）

岩
﨑
秀
一

東
京
都
西
東
京
市
東
伏
見
２
丁
目
２
番
1
9
号

同
上

同
上

4
2
,
8
8
2
,
8
4
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

永
井
真
理
子

東
京
都
西
東
京
市
柳
沢
５
丁
目
２
番
3
2
-
3
0
9
号

同
上

同
上

4
2
,
8
8
2
,
8
4
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

木
村
実
智

石
川
県
金
沢
市
平
和
町
２
丁
目
2
3
番
2
0
号

同
上

同
上

1
7
1
,
5
3
1
,
3
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
﨑
正
彦

埼
玉
県
所
沢
市
並
木
８
丁
目
１
番
地
４
-
9
0
5

同
上

同
上

8
5
,
7
6
5
,
6
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

畔
上
美
智
子

新
潟
県
新
潟
市
東
区
江
南
１
丁
目
５
番
地
2
1

同
上

同
上

8
5
,
7
6
5
,
6
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
﨑
哲
夫

福
井
県
福
井
市
高
柳
３
丁
目
4
0
0
8
番
地

同
上

同
上

4
2
,
8
8
2
,
8
4
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
崎
祐
子

福
井
県
福
井
市
町
屋
１
丁
目
３
番
１
号

同
上

同
上

4
2
,
8
8
2
,
8
4
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

松
浦
真
須
美

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
中
筋
大
手
1
0
3
番
地
１

同
上

同
上

4
2
,
8
8
2
,
8
4
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

江
端
義
幸

石
川
県
白
山
市
千
代
野
西
六
丁
目
４
番
地
９

同
上

同
上

6
4
,
3
2
4
,
2
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

關
本
恵
子

福
井
県
越
前
市
国
高
二
丁
目
第
1
8
号
１
番
地
の
8
5

同
上

同
上

6
4
,
3
2
4
,
2
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

長
根
ま
ゆ
み

東
京
都
東
村
山
市
久
米
川
町
２
丁
目
３
番
地
5
3

同
上

同
上

4
2
,
8
8
2
,
8
4
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
崎
清
美

東
京
都
世
田
谷
区
池
尻
３
丁
目
2
1
番
1
6
-
7
0
6
号

同
上

同
上

4
2
,
8
8
2
,
8
4
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
崎
透

東
京
都
東
村
山
市
富
士
見
町
３
丁
目
８
番
地
4
4

同
上

同
上

4
2
,
8
8
2
,
8
4
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
崎
政
秋

福
井
県
福
井
市
日
之
出
４
丁
目
1
5
番
2
3
号

同
上

同
上

1
2
8
,
6
4
8
,
5
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

藤
川
登
志
子

福
井
県
福
井
市
高
柳
３
丁
目
4
0
1
2
番
地

同
上

同
上

1
2
8
,
6
4
8
,
5
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

森
田
春
子

福
井
県
福
井
市
大
久
保
町
第
４
号
7
0
番
地

同
上

同
上

1
2
8
,
6
4
8
,
5
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

岩
﨑
恭
一

福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
一
本
田
福
所
第
3
0
号
2
8
番
地
２

同
上

同
上

1
2
8
,
6
4
8
,
5
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

奈
須
田
八
重
子

福
井
県
福
井
市
運
動
公
園
１
丁
目
1
9
1
1
番
地

同
上

同
上

1
2
8
,
6
4
8
,
5
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

嶋
田
多
津
子

福
井
県
越
前
市
横
市
町
第
3
0
号
1
9
番
地
　
小
栁
　
元
一
方

同
上

同
上

1
4
7
,
0
2
6
,
8
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
（

付
記

４
）

山
﨑
文
子

福
井
県
越
前
市
平
出
三
丁
目
８
番
1
5
号

同
上

同
上

1
4
7
,
0
2
6
,
8
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

山
﨑
し
ず
子

福
井
県
福
井
市
下
荒
井
町
第
４
号
1
0
番
地
1
2

同
上

同
上

7
3
,
5
1
3
,
4
4
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

山
﨑
俊
一

福
井
県
福
井
市
大
島
町
大
島
台
4
0
8
番
地

同
上

同
上

3
6
,
7
5
6
,
7
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
本
美
由
紀

福
井
県
福
井
市
飯
塚
町
第
1
3
号
1
1
1
番
地

同
上

同
上

3
6
,
7
5
6
,
7
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

山
崎
美
代
子

愛
知
県
一
宮
市
今
伊
勢
町
馬
寄
字
中
切
6
2
番
地
２

同
上

同
上

7
3
,
5
1
3
,
4
4
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

山
崎
浩
一

愛
知
県
一
宮
市
今
伊
勢
町
馬
寄
字
中
切
6
2
番
地
２

同
上

同
上

3
6
,
7
5
6
,
7
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

菊
池
美
紀

愛
知
県
大
府
市
中
央
町
四
丁
目
8
6
番
地
の
２
　
ラ
イ
オ
ン
ズ
シ
テ
ィ
大
府
駅
前
1
1
0
1

同
上

同
上

3
6
,
7
5
6
,
7
2
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

藤
井
幸
子

福
井
県
鯖
江
市
水
落
町
４
丁
目
1
1
番
４
号

同
上

同
上

1
4
7
,
0
2
6
,
8
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

竹
澤
靖
子

福
井
県
福
井
市
馬
垣
町
下
馬
境
2
2
5
番
地

同
上

同
上

1
4
7
,
0
2
6
,
8
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

辰
宮
数
子

福
井
県
福
井
市
足
羽
１
丁
目
1
3
番
1
4
号

同
上

同
上

1
4
7
,
0
2
6
,
8
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

安
達
悦
子

大
阪
府
大
阪
市
東
淀
川
区
大
桐
２
丁
目
1
2
番
1
7
号

同
上

同
上

8
0
0
,
4
7
9
,
6
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

江
端
信
子

福
井
県
福
井
市
南
四
ツ
居
１
丁
目
４
番
1
0
号

同
上

同
上

2
2
8
,
7
0
8
,
4
8
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
（

付
記

８
）

岩
崎
忠
信

福
井
県
鯖
江
市
水
落
町
４
丁
目
1
4
番
４
号

同
上

同
上

1
,
0
2
9
,
1
8
8
,
1
6
0

／
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0

※
以
上
、
亡
　
岩
崎
三
蔵
　
法
定
相
続
人

 

（
付
記
９
）
　
平
鍋
は
る
ゑ
の
相
続
持
分
の
合
計
は
　
6
,
0
8
1
,
5
6
6
,
4
0
0
/
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
　
で
あ
る
。

（
付
記
１
）
　
安
達
克
美
の
相
続
持
分
の
合
計
は
　
　
 
6
,
8
6
1
,
2
5
4
,
4
0
0
/
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
　
で
あ
る
。

（
付
記
1
0
）
　
括
弧
書
き
は
土
地
登
記
簿
上
の
住
所
を
記
載
し
て
い
る
。

（
付
記
２
）
　
安
達
康
範
の
相
続
持
分
の
合
計
は
　
　
 
2
,
6
3
7
,
2
9
4
,
6
6
0
/
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
　
で
あ
る
。

（
付
記
３
）
　
伴
藤
真
奈
美
の
相
続
持
分
の
合
計
は
　
2
,
6
3
7
,
2
9
4
,
6
6
0
/
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
　
で
あ
る
。

（
付
記
４
）
　
嶋
田
多
津
子
の
相
続
持
分
の
合
計
は
　
　
7
9
0
,
2
6
9
,
4
8
0
/
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
　
で
あ
る
。

（
付
記
５
）
　
安
達
真
由
美
の
相
続
持
分
の
合
計
は
　
3
,
8
5
9
,
4
5
5
,
6
0
0
/
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
　
で
あ
る
。

（
付
記
６
）
　
中
川
ひ
と
み
の
相
続
持
分
の
合
計
は
　
 
3
,
0
8
7
,
5
6
4
,
4
8
0
/
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
　
で
あ
る
。

（
付
記
７
）
　
安
達
正
尚
の
相
続
持
分
の
合
計
は
　
　
 
3
,
0
8
7
,
5
6
4
,
4
8
0
/
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
　
で
あ
る
。

（
付
記
８
）
　
江
端
信
子
の
相
続
持
分
の
合
計
は
　
　
 
5
,
3
7
4
,
6
4
9
,
2
8
0
/
1
9
0
,
3
9
9
,
8
0
9
,
6
0
0
　
で
あ
る
。
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